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船舶内（非GNSS環境下や暗所）において安定して自律飛行するドローンに対する技術要件の抽

出と，自律飛行ドローンを用いた際の船舶の検査・点検に適したスキームの研究を進めている。

本稿では，ビジョンセンサを搭載した自律飛行ドローンを使用した実証実験の結果について記述
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自動運転の現状と今後の展望 
 

 
鎌田 実＊ 

 
1．はじめに 

自動車の分野において自動運転に関する種々の検

討が進められており，これらの動きは船舶の自動運

航にも通ずる部分が多々あると考えられる。そこで，

本稿では，船舶における自動運航の検討を進めてい

く際の参考となることを期待し，自動車の自動運転

の現状と今後の展望について記載する。 

2．自動運転の概要 

2.1 背景 

未来投資戦略2017では「健康寿命の延伸」など

と共に「移動革命の実現」として自動運転に取り組

むことが大きく描かれている1)。 
移動革命のイメージとしては①トラック運送等で

の隊列走行，②人の移動サービスを提供する無人自

動走行，③ドローンを使った荷物配送，④自動運航

船の4つあり，それぞれ2020年までの実証を目標と

していた。自動車の分野に関しては，①については

高速道路における後続車の無人走行，②については

鉄道の廃線跡を利用した無人自動走行の実証を行っ

ており，目標を達成している。他にも未来投資戦略

2017の中の取り組みとして，「世界に先駆けた実

証」，「データの戦略的収集・活用，協調領域の拡

大」，「国際的な制度間競争も見据えた制度整備」が

掲げられているが，その多くは実現できている。 
翌年に発表された未来投資戦略2018では，「移

動・物流革命による人手不足・移動弱者の解消」と

して自動運転がさらに大きく取り上げられている2)。 
2.2 自動運転にまつわる疑問 

(1) 完全自動運転は，いつ実現するのか？ 
どこでも走れる完全自動運転は技術的難易度が高

いため，当分の間は実現できないと考えている。一

方で，限定地域，限定空間で車を自動で走らせるこ

とは，お金をかければ今すぐに実現できる。この場

合，どれだけお金をかけるのが妥当かという別の検

討が必要となってくる。 
(2) 自動運転が普及すると，世の中はどのように

変わるか？ 

                                                      
＊ 東京大学名誉教授 一般財団法人日本自動車研究所 代表理事・研究所長 

今とは人と車の付き合い方が変わっていくと考え

られる。例えば，無人の自動運転のタクシーがスマ

ホアプリで簡単に呼べるようになれば，車を所有し

て自分で運転するよりも安く移動できるようになる

かもしれない。そうなれば，今のように車を自己所

有するという概念が将来的には無くなるかもしれな

い。 
(3) 日本と諸外国における自動運転の差異は？ 

日本ではドライバ不足が顕著であるため，事業用

自動車（バス，トラック）に対する無人化への強い

期待が存在する。そのため，事業用自動車での無人

化の実現が諸外国と比べて早く進むと考えている。 
2.3 自動運転の実現方法 

自動運転の実現方法として基本的にはインフラ協

調と自律の2つある。インフラ協調とは，インフラ

に様々な設備を設置し，その設備とのやり取りによ

り，車を自動で動かすという方法である。自律とい

うのは車に様々なセンサーを搭載することで，イン

フラに依存することなく自律で走る方法である。 
歴史的にみると，1990年代はインフラ協調（磁

気ネイル等）が主流だった。1996年に開業前の上

信越道において磁気ネイルを用いた隊列走行の実証

が世界に先駆けて実現している。しかし，同じよう

に全国各地に磁気ネイルのインフラを配備するには

コストが非常にかかり難しいため，この種のプロジ

ェクトはその先続かなかった。一方で，2010年以

降は自律が主流となっている。これは，アメリカの

DARPAが軍事目的で無人自動運転のコンテストを

開催したことや，2012年にGoogleが自動運転で走

るGoogleカーを作り走ったことをきっかけとして

自動運転の開発が盛んになったためである。ただし，

当時はGoogleカーに搭載されているセンサー

（LiDAR）が非常に高額であり，社会実装のための

製品開発というよりむしろデモンストレーションの

意味合いが強かった。 
自動運転を実現するにあたり，インフラ協調と自

律のどちらが良いかという議論は続いているが，最

近ではインフラ協調と自律をうまく使うことで，コ

ストも抑えつつ自動化を実現することが考えられて

いる。例えば，路線バスやトラックの定期便のよう

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

仮（P.2）

NK技報No4（和文）_1.indd   2NK技報No4（和文）_1.indd   2 2021/11/01   11:112021/11/01   11:11



 
 
 
 

 

一般技術 

船舶の火災安全対策への取り組み ············································· 機関開発部，材料艤装部…… 39 

コンテナ運搬船及び自動車運搬船に関し，IMOで議論されている火災安全対策の動向について解
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推定する手法の開発が望まれる。このような応力の把握に関して，近年発展している機械学習を

用いたアプローチが効果的だと考えられることから，実船計測データと機械学習を活用した応力
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自動運転の現状と今後の展望 
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自動運転の現状と今後の展望 
 

 
鎌田 実＊ 

 
1．はじめに 

自動車の分野において自動運転に関する種々の検

討が進められており，これらの動きは船舶の自動運

航にも通ずる部分が多々あると考えられる。そこで，

本稿では，船舶における自動運航の検討を進めてい

く際の参考となることを期待し，自動車の自動運転

の現状と今後の展望について記載する。 

2．自動運転の概要 

2.1 背景 

未来投資戦略2017では「健康寿命の延伸」など

と共に「移動革命の実現」として自動運転に取り組

むことが大きく描かれている1)。 
移動革命のイメージとしては①トラック運送等で

の隊列走行，②人の移動サービスを提供する無人自

動走行，③ドローンを使った荷物配送，④自動運航

船の4つあり，それぞれ2020年までの実証を目標と

していた。自動車の分野に関しては，①については

高速道路における後続車の無人走行，②については

鉄道の廃線跡を利用した無人自動走行の実証を行っ

ており，目標を達成している。他にも未来投資戦略

2017の中の取り組みとして，「世界に先駆けた実

証」，「データの戦略的収集・活用，協調領域の拡

大」，「国際的な制度間競争も見据えた制度整備」が

掲げられているが，その多くは実現できている。 
翌年に発表された未来投資戦略2018では，「移

動・物流革命による人手不足・移動弱者の解消」と

して自動運転がさらに大きく取り上げられている2)。 
2.2 自動運転にまつわる疑問 

(1) 完全自動運転は，いつ実現するのか？ 
どこでも走れる完全自動運転は技術的難易度が高

いため，当分の間は実現できないと考えている。一

方で，限定地域，限定空間で車を自動で走らせるこ

とは，お金をかければ今すぐに実現できる。この場

合，どれだけお金をかけるのが妥当かという別の検

討が必要となってくる。 
(2) 自動運転が普及すると，世の中はどのように

変わるか？ 

                                                      
＊ 東京大学名誉教授 一般財団法人日本自動車研究所 代表理事・研究所長 

今とは人と車の付き合い方が変わっていくと考え

られる。例えば，無人の自動運転のタクシーがスマ

ホアプリで簡単に呼べるようになれば，車を所有し

て自分で運転するよりも安く移動できるようになる

かもしれない。そうなれば，今のように車を自己所

有するという概念が将来的には無くなるかもしれな

い。 
(3) 日本と諸外国における自動運転の差異は？ 

日本ではドライバ不足が顕著であるため，事業用

自動車（バス，トラック）に対する無人化への強い

期待が存在する。そのため，事業用自動車での無人

化の実現が諸外国と比べて早く進むと考えている。 
2.3 自動運転の実現方法 

自動運転の実現方法として基本的にはインフラ協

調と自律の2つある。インフラ協調とは，インフラ

に様々な設備を設置し，その設備とのやり取りによ

り，車を自動で動かすという方法である。自律とい

うのは車に様々なセンサーを搭載することで，イン

フラに依存することなく自律で走る方法である。 
歴史的にみると，1990年代はインフラ協調（磁

気ネイル等）が主流だった。1996年に開業前の上

信越道において磁気ネイルを用いた隊列走行の実証

が世界に先駆けて実現している。しかし，同じよう

に全国各地に磁気ネイルのインフラを配備するには

コストが非常にかかり難しいため，この種のプロジ

ェクトはその先続かなかった。一方で，2010年以

降は自律が主流となっている。これは，アメリカの

DARPAが軍事目的で無人自動運転のコンテストを

開催したことや，2012年にGoogleが自動運転で走

るGoogleカーを作り走ったことをきっかけとして

自動運転の開発が盛んになったためである。ただし，

当時はGoogleカーに搭載されているセンサー

（LiDAR）が非常に高額であり，社会実装のための

製品開発というよりむしろデモンストレーションの

意味合いが強かった。 
自動運転を実現するにあたり，インフラ協調と自

律のどちらが良いかという議論は続いているが，最

近ではインフラ協調と自律をうまく使うことで，コ

ストも抑えつつ自動化を実現することが考えられて

いる。例えば，路線バスやトラックの定期便のよう
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な走るルートが決まっている所であれば，その区間

だけをインフラ整備するというインフラ協調を用い

ればよい。 
2.4 社会的課題 

日本は現在，高齢化率が 28.7% で世界一位

（2020.9）であり，2030年までに30%超，2055年に

は40%に達すると言われている。今後，生産年齢人

口が減少していく中で，GDPを維持するためには

生産性を相当上げる必要がある。また，高齢化が進

むにつれて当然，社会保障や医療，介護にかかる費

用が膨大となる。 
国土交通省が作成した「国土のグランドデザイン

2050」では，日本の将来に関する展望がまとめら

れている3)。その中の例を挙げると，日本は徐々に

人口が減少していき，2050年には1億人を切るとい

われている。また，人口分布も東京や名古屋などの

都市圏に人口が集中し，現在，人が住んでいる地域

の20%は無居住化するとされる。 
また近年，高齢ドライバが増加したことに伴い，

高齢ドライバによる事故が社会問題となっている。

その対策として警察庁では高齢者講習や，今後，実

技試験の導入も検討されている。一方，免許返納者

に対する自治体主導のコミュニティバスやデマンド

交通などもあるが，十分に整備しきれていないのが

実状である。これらの課題を解決する手段として自

動運転への期待が高まっている。 

3．自動運転の現状 

3.1 自動運転の歴史 

自動運転の取り組みは1970年代から進められて

おり，通商産業省工業技術院機械技術研究所などで

自動運転の実験を行っていた。1977年には，搭載

したカメラで白線を認識する車が知能自動車と称し

て作られていた。 
1990年代には，磁気ネイルに沿って車を走らせ

ることができ，前述のように1996年に開業前の上

信越道で，自動隊列走行のデモンストレーションが

なされた。 
2000年頃には，トヨタがIMTSというバスの隊列

システムの開発を行っており，2005年の愛知万博

では営業運転がなされた。 
2004年には，米DARPAがインフラ協調ではなく

自律で自動車を走らせるグランドチャレンジという

競技を実施した。最初は砂漠の中を走る競技であり， 
 
 
 

写真1に示すように車両もかなり大きく，一般車に

は見えない車が使われていた。それから，アーバン

チャレンジという名前となり，市街地を模擬した場

所で一般車に様々なセンサーを取り付けた車を走ら

せるような競技となった。アーバンチャレンジで使

用された車両を写真2に示す。 
2012年には，Googleが，ドライバレス車の公道

試験を開始した。 
 

 
写真1 グランドチャレンジで使用された車両4) 

 

 
写真2 アーバンチャレンジで使用された車両5) 

 
日本では，2013年に当時の安倍首相が3社の自動

運転車の試乗を行い，国として自動運転に力を入れ

ていく旨の発言がなされた。それ以降，自動運転の

開発に力が入るようになり，2017～2019年には，

日本でも実証実験が全国各地で広く行われた6) 7)。

日本で2019年以降に実施された主な実証実験を図1

に示す。 
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図1 2019年度以降に行われた主な自動運転実証実験7） 

 
3.2 自動運転レベルの分類 

自動運転のレベルは表1のようにSAE（Society of 
Automotive Engineers）が定めた運転自動化の6段
階の定義を使うのが一般的である。多くの人がイメ

ージするような自動運転のレベルはレベル4～5に
相当する。 

レベル1は前後か左右のどちらかが自動化される

ものであり，レベル2は前後左右共に自動化される

ものである。ただし，レベル2までは運転の主体は

運転者にあり，その責任は運転者にあるため，レベ

ル1～2は高度運転支援システムととらえるべきで

ある。 
レベル3は特定の条件を満たす範囲では自動運行

装置が働くが，その範囲を超えると，運転操作は運

転者に引き継がれる。ただし，自動運行装置から運

転者への操作権限の委譲が適切に行えるか（何秒以

内に権限を委譲すればいいのか）疑問を呈する専門

家も多い。警察庁では，権限移譲が必要な場面にな

ったら直ちに引き継ぐこととしているが，それがで

きない場合には車両を安全に停止させることを国土

交通省のガイドラインでは求めている。 
さらに，レベル4～5では運転の主体は運転者で

はなく，自動運行装置となる。レベル4，5は技術

的難易度が高く，一般公道での混合交通下の早期実

現は困難であるが，専用空間・限定空間等かつ低速

であれば比較的実現しやすいと考えられる。 
 

表1 自動運転のレベル8) 

 
 

3.3 自動運転の目的 

(1) 安全 
交通事故の原因の9割はヒューマンエラーとされ

ており，その解決策として運転を自動化することで

ヒューマンエラーによる事故を防ぐ。日本では高速

道路から自動運転の実装が始まっており，高速道路

における渋滞時という条件付きであるがレベル3の
自動運転も2021年に実現している。ただ，前述し

た高齢者の事故を減らすことに主眼を置くのであれ

ば，自動運転ではなく，運転支援に力を入れること

で高齢者の運転ミスを減らすほうが，安全に繋がる

という考え方もできる。 
(2) ドライバ不足 

日本の人口は減少過程にあり，特にバス，タクシ

ー，トラックではドライバ不足が顕著である。その

ため，ドライバが不要となる自動運転による無人運

転への期待が高まっている。特に過疎地域ではレベ
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な走るルートが決まっている所であれば，その区間

だけをインフラ整備するというインフラ協調を用い

ればよい。 
2.4 社会的課題 

日本は現在，高齢化率が 28.7% で世界一位

（2020.9）であり，2030年までに30%超，2055年に

は40%に達すると言われている。今後，生産年齢人

口が減少していく中で，GDPを維持するためには

生産性を相当上げる必要がある。また，高齢化が進

むにつれて当然，社会保障や医療，介護にかかる費

用が膨大となる。 
国土交通省が作成した「国土のグランドデザイン

2050」では，日本の将来に関する展望がまとめら

れている3)。その中の例を挙げると，日本は徐々に

人口が減少していき，2050年には1億人を切るとい

われている。また，人口分布も東京や名古屋などの

都市圏に人口が集中し，現在，人が住んでいる地域

の20%は無居住化するとされる。 
また近年，高齢ドライバが増加したことに伴い，

高齢ドライバによる事故が社会問題となっている。

その対策として警察庁では高齢者講習や，今後，実

技試験の導入も検討されている。一方，免許返納者

に対する自治体主導のコミュニティバスやデマンド

交通などもあるが，十分に整備しきれていないのが

実状である。これらの課題を解決する手段として自

動運転への期待が高まっている。 

3．自動運転の現状 

3.1 自動運転の歴史 

自動運転の取り組みは1970年代から進められて

おり，通商産業省工業技術院機械技術研究所などで

自動運転の実験を行っていた。1977年には，搭載

したカメラで白線を認識する車が知能自動車と称し

て作られていた。 
1990年代には，磁気ネイルに沿って車を走らせ

ることができ，前述のように1996年に開業前の上

信越道で，自動隊列走行のデモンストレーションが

なされた。 
2000年頃には，トヨタがIMTSというバスの隊列

システムの開発を行っており，2005年の愛知万博

では営業運転がなされた。 
2004年には，米DARPAがインフラ協調ではなく

自律で自動車を走らせるグランドチャレンジという

競技を実施した。最初は砂漠の中を走る競技であり， 
 
 
 

写真1に示すように車両もかなり大きく，一般車に

は見えない車が使われていた。それから，アーバン

チャレンジという名前となり，市街地を模擬した場

所で一般車に様々なセンサーを取り付けた車を走ら

せるような競技となった。アーバンチャレンジで使

用された車両を写真2に示す。 
2012年には，Googleが，ドライバレス車の公道

試験を開始した。 
 

 
写真1 グランドチャレンジで使用された車両4) 

 

 
写真2 アーバンチャレンジで使用された車両5) 

 
日本では，2013年に当時の安倍首相が3社の自動

運転車の試乗を行い，国として自動運転に力を入れ

ていく旨の発言がなされた。それ以降，自動運転の

開発に力が入るようになり，2017～2019年には，

日本でも実証実験が全国各地で広く行われた6) 7)。

日本で2019年以降に実施された主な実証実験を図1

に示す。 
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図1 2019年度以降に行われた主な自動運転実証実験7） 

 
3.2 自動運転レベルの分類 

自動運転のレベルは表1のようにSAE（Society of 
Automotive Engineers）が定めた運転自動化の6段
階の定義を使うのが一般的である。多くの人がイメ

ージするような自動運転のレベルはレベル4～5に
相当する。 

レベル1は前後か左右のどちらかが自動化される

ものであり，レベル2は前後左右共に自動化される

ものである。ただし，レベル2までは運転の主体は

運転者にあり，その責任は運転者にあるため，レベ

ル1～2は高度運転支援システムととらえるべきで

ある。 
レベル3は特定の条件を満たす範囲では自動運行

装置が働くが，その範囲を超えると，運転操作は運

転者に引き継がれる。ただし，自動運行装置から運

転者への操作権限の委譲が適切に行えるか（何秒以

内に権限を委譲すればいいのか）疑問を呈する専門

家も多い。警察庁では，権限移譲が必要な場面にな

ったら直ちに引き継ぐこととしているが，それがで

きない場合には車両を安全に停止させることを国土

交通省のガイドラインでは求めている。 
さらに，レベル4～5では運転の主体は運転者で

はなく，自動運行装置となる。レベル4，5は技術

的難易度が高く，一般公道での混合交通下の早期実

現は困難であるが，専用空間・限定空間等かつ低速

であれば比較的実現しやすいと考えられる。 
 

表1 自動運転のレベル8) 

 
 

3.3 自動運転の目的 

(1) 安全 
交通事故の原因の9割はヒューマンエラーとされ

ており，その解決策として運転を自動化することで

ヒューマンエラーによる事故を防ぐ。日本では高速

道路から自動運転の実装が始まっており，高速道路

における渋滞時という条件付きであるがレベル3の
自動運転も2021年に実現している。ただ，前述し

た高齢者の事故を減らすことに主眼を置くのであれ

ば，自動運転ではなく，運転支援に力を入れること

で高齢者の運転ミスを減らすほうが，安全に繋がる

という考え方もできる。 
(2) ドライバ不足 

日本の人口は減少過程にあり，特にバス，タクシ

ー，トラックではドライバ不足が顕著である。その

ため，ドライバが不要となる自動運転による無人運

転への期待が高まっている。特に過疎地域ではレベ
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ル4～5の自動運転，高速道路でのトラック隊列

（先頭車有人，後続車無人）を目指しつつ開発が進

められている。また，無人運転だけではなく，遠隔

監視・遠隔操縦の開発も進められている。レベル2
では，運転の責任は遠隔者（人間）が持つことにな

る。1台の車を1人の遠隔者が見るという運用方法

ではドライバの数は実質減らないため，1人で何台

も見られるようなシステムの開発を目指している。 
(3) 付加価値 

海外では自動運転の意義として，運転せず別の作

業ができるという点に重きが置かれている。当然，

運転中に別の作業ができれば，仕事等の生産性も上

がる。また，長距離ドライバ等は自分で運転しない

移動時間を休養に当てられれば労働条件の改善にも

繋がる。他にも自動運行装置に加えてコネクティッ

ドカーとして付加価値を高めることができれば，有

効性はさらに増す。また，まちづくりにおいても自

動運転は期待されており，全ての車が自動で走るよ

うになれば，交通量と道路容量の関係などを見直す

ことで，従来の道路空間を再分配でき，余った土地

の有効活用に繋がると考えられている。例えば，車

を所有するという概念が無くなれば，駐車場も必要

なくなり，そのスペースを有効活用できる。高速道

路も車線を減らして管理できるようになるため，そ

のスペースをソーラーパネル，自転車道として活用

できる。（図2，3参照。自動運転化で赤い部分が不

要となる。） 
 

 
図2 駐車場の活用イメージ9) 

 

 
図3 高速道路における余剰車線の活用イメージ9) 

 
3.4 自動運転の実現に向けた日本の取り組み 

内閣官房の日本経済再生事務局では，自動運転に

係わる官民協議会を開き，関係省庁，民間，有識者

を加えて議論をしていた。自動運転の社会実装には

法律の制度整備が必要になるが，本協議会の中でも

同じ議論が起こり，民間，有識者の要求に沿って，

関係省庁が素早く対応することで，制度整備が早期

に実現できている。法律が整備された部分としては，

道路運送車両法，道路交通法，責任関係では自動車

損害賠償保障法など色々ある。2019年には道路交

通法・道路運送車両法の改正で自動運行装置につい

ても定義された。 
また，日本だけが法律を変えて世界と基準が違っ

てしまうとガラパゴス化してしまうため，国連でも

日本主導となって議論を進め，日本の主張をうまく

取り入れた形で国際基準が作られているという流れ

が存在する。 
一方，技術開発が進み，自動運転が使えるような

法律の整備が進んだとしても，それが本当に社会に

受け入れられるかという部分が非常に重要になって

くる。つまり，社会受容性を確保し，自動運転車に

乗る人だけではなく，その周囲の人にも受け入れら

れることが重要になる。 
官民ITS構想・ロードマップ2018 6)では，2020年

度までの目標を掲げているが，そのほとんどが実現

している。そこで2020年の官民ITS構想・ロードマ

ップ2020 7)では，今後に向けた2020年代の取り組

みとして，短期，中期，長期と分けて，それぞれど

こでどのように実現していくかが取りまとめられて

いる。そのロードマップ実現に向けて，経済産業省，

国土交通省などでも多くの予算をかけて様々なプロ

ジェクトに取り組んでいるところである。 
3.5 自動運転の安全基準 

自動運転を考える際には，どのように基準を作り，
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その基準をどのように守らせるかという事が重要と

なる。まずは，その安全目標を定めることを目的と

して，国土交通省が自動運転車の安全技術ガイドラ

インを作成した10)。基本的な考え方としては，理論

上システムが引き起こす人身事故が0となるような

社会を目指すために，予見可能で回避可能な対象物

に対しては事故を回避できることを目標としている。

ただ，“予見可能”の程度については国によって許

容範囲が異なるため，国際的な場でも議論が分かれ

ている部分である。 
実際にレベル3以上の自動運転を実用化するため

には道路運送車両法の改正が必要となるため，交通

政策審議会の小委員会において，自動運転車の設

計・製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確

保に必要な精度のあり方について検討がなされた11)。 

4．今後の展望 

4.1 現状認識 

運転者がいる場合，運転者がいつでも運転の主体

を取り戻せるという条件であれば，レベル2とみな

せるため，容易に公道で実証実験が行える。運転席

に運転者がいない場合でも，遠隔監視・遠隔操縦が

できれば，公道で実証実験を実施することができる。

ハンドルやペダルが無い車両でも，遠隔監視・遠隔

操縦ができ，かつ条件が整っていれば，保安基準適

合とみなせるため，ナンバー交付ができ，実証実験

も行える。このように日本では，レベル2の位置づ

けであれば実証実験がやりやすい環境にある。 
また技術としては，お金をかけ，簡単な環境であ

れば，完全自動運転が達成できるレベルにあるとも

言える。 
現在は，低コスト化や複雑環境適合へ様々な検討

がなされている。また，責任問題についても様々な

ところで検討がなされている。法規制の対応につい

ても，制度整備大綱に応じて進められている12)。 
4.2 法規制 

現状の法規制でも，レベル2での実証実験の範囲

においては，運転席のない車であっても実験が行え

る形が整えられている。遠隔監視においても，監視

が1：1から1：Nになった時にむけて，既に1：3の
実証実験が実施済みである。最終形の責任体制の議

論はこれから進められていく。レベル4以上になれ

ば，通常状態では遠隔監視も不要になり，それが達

成できるレベルへのAIの進歩が期待されるが，技

術的側面で十分そのレベルに達する状況が見えてこ

ないと責任論の議論がしにくい。 
法規制の中で，どこまで安全を要求するかという

部分は議論が分かれるところではある。もらい事故

をなくすレベルまで要求されるとハードルが高い。

機器の信頼性に関する要求も一定の方向性が出され

なければモノの設計ができない。国際的な競争にお

いて，目指すべきレベルと到達スピードをどこに設

定するかに関しても考える必要がある。 
一方，道路交通法・道路運送車両法の改正でレベ

ル3が可能になったことで，高度運転支援・自動運

転の車両の安全基準や認証・車検対応も進んでいる。

運輸事業を行うにあたっての要件等もまとめられて

いる。 
4.3 未来像 

2020年までに，高速道路渋滞時におけるレベル3
の市販化，限定空間でのレベル3の実現，トラック

隊列の技術構築が実現した。一方で，一般道路での

自動運転は，レベル2といえども実現は難しい。そ

のためには，地図の整備のほか，色々な取り決めが

必要となる。 
レベル3がどのように展開していくかは未知数で

あるが，当面は高速道路での作動範囲の拡張になる

だろう。レベル4～5の遠隔監視・遠隔操縦の事業

化の姿も未知数である。 
人件費が削減できる事業用車両と，個人所有の自

家用車では，センサー等へのお金のかけかたも変わ

ってくる。その他，条約や基準の作業の見通し，社

会的受容性などについても検討しつつ，自動走行ビ

ジネス検討会では，2030年頃までの工程表につい

ても作成されている8)（図4参照）。 
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ル4～5の自動運転，高速道路でのトラック隊列

（先頭車有人，後続車無人）を目指しつつ開発が進

められている。また，無人運転だけではなく，遠隔

監視・遠隔操縦の開発も進められている。レベル2
では，運転の責任は遠隔者（人間）が持つことにな

る。1台の車を1人の遠隔者が見るという運用方法

ではドライバの数は実質減らないため，1人で何台

も見られるようなシステムの開発を目指している。 
(3) 付加価値 

海外では自動運転の意義として，運転せず別の作

業ができるという点に重きが置かれている。当然，

運転中に別の作業ができれば，仕事等の生産性も上

がる。また，長距離ドライバ等は自分で運転しない

移動時間を休養に当てられれば労働条件の改善にも

繋がる。他にも自動運行装置に加えてコネクティッ

ドカーとして付加価値を高めることができれば，有

効性はさらに増す。また，まちづくりにおいても自

動運転は期待されており，全ての車が自動で走るよ

うになれば，交通量と道路容量の関係などを見直す

ことで，従来の道路空間を再分配でき，余った土地

の有効活用に繋がると考えられている。例えば，車

を所有するという概念が無くなれば，駐車場も必要

なくなり，そのスペースを有効活用できる。高速道

路も車線を減らして管理できるようになるため，そ

のスペースをソーラーパネル，自転車道として活用

できる。（図2，3参照。自動運転化で赤い部分が不

要となる。） 
 

 
図2 駐車場の活用イメージ9) 

 

 
図3 高速道路における余剰車線の活用イメージ9) 

 
3.4 自動運転の実現に向けた日本の取り組み 

内閣官房の日本経済再生事務局では，自動運転に

係わる官民協議会を開き，関係省庁，民間，有識者

を加えて議論をしていた。自動運転の社会実装には

法律の制度整備が必要になるが，本協議会の中でも

同じ議論が起こり，民間，有識者の要求に沿って，

関係省庁が素早く対応することで，制度整備が早期

に実現できている。法律が整備された部分としては，

道路運送車両法，道路交通法，責任関係では自動車

損害賠償保障法など色々ある。2019年には道路交

通法・道路運送車両法の改正で自動運行装置につい

ても定義された。 
また，日本だけが法律を変えて世界と基準が違っ

てしまうとガラパゴス化してしまうため，国連でも

日本主導となって議論を進め，日本の主張をうまく

取り入れた形で国際基準が作られているという流れ

が存在する。 
一方，技術開発が進み，自動運転が使えるような

法律の整備が進んだとしても，それが本当に社会に

受け入れられるかという部分が非常に重要になって

くる。つまり，社会受容性を確保し，自動運転車に

乗る人だけではなく，その周囲の人にも受け入れら

れることが重要になる。 
官民ITS構想・ロードマップ2018 6)では，2020年

度までの目標を掲げているが，そのほとんどが実現

している。そこで2020年の官民ITS構想・ロードマ

ップ2020 7)では，今後に向けた2020年代の取り組

みとして，短期，中期，長期と分けて，それぞれど

こでどのように実現していくかが取りまとめられて

いる。そのロードマップ実現に向けて，経済産業省，

国土交通省などでも多くの予算をかけて様々なプロ

ジェクトに取り組んでいるところである。 
3.5 自動運転の安全基準 

自動運転を考える際には，どのように基準を作り，
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その基準をどのように守らせるかという事が重要と

なる。まずは，その安全目標を定めることを目的と

して，国土交通省が自動運転車の安全技術ガイドラ

インを作成した10)。基本的な考え方としては，理論

上システムが引き起こす人身事故が0となるような

社会を目指すために，予見可能で回避可能な対象物

に対しては事故を回避できることを目標としている。

ただ，“予見可能”の程度については国によって許

容範囲が異なるため，国際的な場でも議論が分かれ

ている部分である。 
実際にレベル3以上の自動運転を実用化するため

には道路運送車両法の改正が必要となるため，交通

政策審議会の小委員会において，自動運転車の設

計・製造過程から使用過程にわたる総合的な安全確

保に必要な精度のあり方について検討がなされた11)。 

4．今後の展望 

4.1 現状認識 

運転者がいる場合，運転者がいつでも運転の主体

を取り戻せるという条件であれば，レベル2とみな

せるため，容易に公道で実証実験が行える。運転席

に運転者がいない場合でも，遠隔監視・遠隔操縦が

できれば，公道で実証実験を実施することができる。

ハンドルやペダルが無い車両でも，遠隔監視・遠隔

操縦ができ，かつ条件が整っていれば，保安基準適

合とみなせるため，ナンバー交付ができ，実証実験

も行える。このように日本では，レベル2の位置づ

けであれば実証実験がやりやすい環境にある。 
また，技術としては，お金をかけ，簡単な環境で

あれば，完全自動運転が達成できるレベルにあると

も言える。 
現在は，低コスト化や複雑環境適合へ様々な検討

がなされている。また，責任問題についても様々な

ところで検討がなされている。法規制の対応につい

ても，制度整備大綱に応じて進められている12)。 
4.2 法規制 

現状の法規制でも，レベル2での実証実験の範囲

においては，運転席のない車であっても実験が行え

る形が整えられている。遠隔監視においても，監視

が1：1から1：Nになった時にむけて，既に1：3の
実証実験が実施済みである。最終形の責任体制の議

論はこれから進められていく。レベル4以上になれ

ば，通常状態では遠隔監視も不要になり，それが達

成できるレベルへのAIの進歩が期待されるが，技

術的側面で十分そのレベルに達する状況が見えてこ

ないと責任論の議論がしにくい。 
法規制の中で，どこまで安全を要求するかという

部分は議論が分かれるところではある。もらい事故

をなくすレベルまで要求されるとハードルが高い。

機器の信頼性に関する要求も一定の方向性が出され

なければモノの設計ができない。国際的な競争にお

いて，目指すべきレベルと到達スピードをどこに設

定するかに関しても考える必要がある。 
一方，道路交通法・道路運送車両法の改正でレベ

ル3が可能になったことで，高度運転支援・自動運

転の車両の安全基準や認証・車検対応も進んでいる。

運輸事業を行うにあたっての要件等もまとめられて

いる。 
4.3 未来像 

2020年までに，高速道路渋滞時におけるレベル3
の市販化，限定空間でのレベル3の実現，トラック

隊列の技術構築が実現した。一方で，一般道路での

自動運転は，レベル2といえども実現は難しい。そ

のためには，地図の整備のほか，色々な取り決めが

必要となる。 
レベル3がどのように展開していくかは未知数で

あるが，当面は高速道路での作動範囲の拡張になる

だろう。レベル4～5の遠隔監視・遠隔操縦の事業

化の姿も未知数である。 
人件費が削減できる事業用車両と，個人所有の自

家用車では，センサー等へのお金のかけかたも変わ

ってくる。その他，条約や基準の作業の見通し，社

会的受容性などについても検討しつつ，自動走行ビ

ジネス検討会では，2030年頃までの工程表につい

ても作成されている8)（図4参照）。 
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図4 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ8) 

 

4.4 自動車業界の今後 

モビリティサービス，交通という公共性のある事

業，さらにはまちづくりまで，この領域は広がって

いく。一方で，コネクティッドの興隆により，ICT
業界との領域争いも始まっていく。1t以上の鉄の塊

を，安全に100km/h超までの速度で動かす技術，

高い信頼性と耐久性を維持する技術は，新興勢力に

はまだまだ備わっていないものの，安閑としてはい

られない。技術はどんどん進化していくものである

が，その技術を使う人間は同じペースで進化するわ

けではない。むしろ，老化等で退化していくもので

ある。自動車業界は，自動車を単に作って売るとい

う現状の単純な運用形態のままで良いのかを考える

時期に来ている。 
4.5 自動運転の活用方法 

自動運転はレベル2までの機能であっても運転支

援として，安全の確保には重要な役割を果たすこと

ができる。 
一方，省力化として，無人運転には様々なハード

ルがある。限定的に可能な場所での展開からはじま

る。無人化により人件費がいらなくなるという期待

が強いが，自動運転にかかる経費が安くはなく，ビ

ジネスモデルが成立するかどうか十分に考える必要

がある。 
自動運転と言えど，単なる移動手段の自動化に過

ぎない。重要なのは移動の手段の高度化ではなく，

人も物も移動の活性化をはかることであり，魅力的

なまちづくりが最も重要であるとも言える。 
4.6 まちづくりの方向性 

自動運転の技術が進歩し，法整備がそれに対応で

きるようになったとしても，そこからコスト面も含

めてどのように社会実装していくかという事が重要

になる。これから日本の人口が減少していく中で，

自動運転をただ使うだけで社会が良くなることは考

えづらいため，自動運転が活用しやすいように，あ

るいは人口が減少したとしても，自動運転により

人々が暮らしやすいように持続性があるようなまち

づくりをする必要がある。自動運転をまちづくりの

中で移動手段の1つとしてどのように活用するかと

いうことをグランドデザインとして描かなければ，

実現は難しいと考えている。 
4.7 まとめ 

モビリティの分野において50年後，100年後に，

歴史を振り返ると，今の時代は大きな転換期にあた
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るのではないだろうか。これから，電動化も進み，

自動運転・コネクティッドカーも大いに進むことは

間違いない。一方で，技術開発だけではなく，成熟

社会・人口減社会に向けた対処も必要なところであ

る。2050年に日本の人口が1億人を割るのは必至で

あるため，人口8000万人程度が，国土のある割合

の範囲内で，豊かな暮らしができるようなグランド

デザインを描く必要がある。その中で，モビリティ

の未来像をきっちり示し，生活を支えるモビリティ

サービス産業としての役割を自動車業界に担っても

らい，国もそれに対して支援していく流れをつくる

ことが重要になる。 

5．おわりに 

本稿ではこれまで，自動車の分野における自動運

転について，概要や目的，今までの歴史，そしてこ

れからの展望を中心に述べさせていただいた。一方

で，自動車の自動運転で抱えている課題は，船舶の

自動運航の分野でも同じことがおそらく言える。例

えば，自動車の自動運転の目的として，安全，人手

不足，付加価値の3つを述べたが，これは船舶の分

野にも当てはまる。海難事故の約8割は人為的要因

（操船不適切，見張り不十分など）と言われている。

また，人手不足については特に内航船の乗組員に関

しては高齢化が進んでおり，近い将来，乗組員不足

が顕在すると見られている。そして，乗組員の船上

業務は多岐にわたって存在しており（操船，見張り，

推進，電力管理，貨物管理など），乗組員の負担は

大きく，労働環境改善に資する技術へのニーズは大

きい。このように，事故防止，人手不足解消，労働

環境改善の手段として，船舶の分野でも自動運航技

術が期待されている。 
近年は，船舶の分野においても国土交通省による

実証事業や日本財団の無人運航船プロジェクト

（MEGURI2040）に代表されるように，自動運航

に関する開発プロジェクトも複数立ち上がっており，

実装化に向けた規則整備，技術開発が今後ますます

進んでいくと考えられる。実現までの道筋は容易い

ものではないだろうが，本稿で紹介した自動車の事

例が，船舶における自動運航の検討を進めていく際

の一助となれば幸いである。 
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図4 無人自動運転サービスの実現及び普及に向けたロードマップ8) 

 

4.4 自動車業界の今後 

モビリティサービス，交通という公共性のある事

業，さらにはまちづくりまで，この領域は広がって

いく。一方で，コネクティッドの興隆により，ICT
業界との領域争いも始まっていく。1t以上の鉄の塊

を，安全に100km/h超までの速度で動かす技術，

高い信頼性と耐久性を維持する技術は，新興勢力に

はまだまだ備わっていないものの，安閑としてはい

られない。技術はどんどん進化していくものである

が，その技術を使う人間は同じペースで進化するわ

けではない。むしろ，老化等で退化していくもので

ある。自動車業界は，自動車を単に作って売るとい

う現状の単純な運用形態のままで良いのかを考える

時期に来ている。 
4.5 自動運転の活用方法 

自動運転はレベル2までの機能であっても運転支

援として，安全の確保には重要な役割を果たすこと

ができる。 
一方，省力化として，無人運転には様々なハード

ルがある。限定的に可能な場所での展開からはじま

る。無人化により人件費がいらなくなるという期待

が強いが，自動運転にかかる経費が安くはなく，ビ

ジネスモデルが成立するかどうか十分に考える必要

がある。 
自動運転と言えど，単なる移動手段の自動化に過

ぎない。重要なのは移動の手段の高度化ではなく，

人も物も移動の活性化をはかることであり，魅力的

なまちづくりが最も重要であるとも言える。 
4.6 まちづくりの方向性 

自動運転の技術が進歩し，法整備がそれに対応で

きるようになったとしても，そこからコスト面も含
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になる。これから日本の人口が減少していく中で，
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4.7 まとめ 
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るのではないだろうか。これから，電動化も進み，

自動運転・コネクティッドカーも大いに進むことは

間違いない。一方で，技術開発だけではなく，成熟

社会・人口減社会に向けた対処も必要なところであ

る。2050年に日本の人口が1億人を割るのは必至で

あるため，人口8000万人程度が，国土のある割合

の範囲内で，豊かな暮らしができるようなグランド

デザインを描く必要がある。その中で，モビリティ

の未来像をきっちり示し，生活を支えるモビリティ

サービス産業としての役割を自動車業界に担っても

らい，国もそれに対して支援していく流れをつくる

ことが重要になる。 

5．おわりに 

本稿ではこれまで，自動車の分野における自動運

転について，概要や目的，今までの歴史，そしてこ

れからの展望を中心に述べさせていただいた。一方

で，自動車の自動運転で抱えている課題は，船舶の

自動運航の分野でも同じことがおそらく言える。例

えば，自動車の自動運転の目的として，安全，人手

不足，付加価値の3つを述べたが，これは船舶の分

野にも当てはまる。海難事故の約8割は人為的要因

（操船不適切，見張り不十分など）と言われている。 
また，人手不足については特に内航船の乗組員に

関しては高齢化が進んでおり，近い将来，乗組員不

足が顕在すると見られている。そして，乗組員の船

上業務は多岐にわたって存在しており（操船，見張

り，推進，電力管理，貨物管理など），乗組員の負

担は大きく，労働環境改善に資する技術へのニーズ

は大きい。このように，事故防止，人手不足解消，

労働環境改善の手段として，船舶の分野でも自動運

航技術が期待されている。 
近年は，船舶の分野においても国土交通省による

実証事業や日本財団の無人運航船プロジェクト

（MEGURI2040）に代表されるように，自動運航

に関する開発プロジェクトも複数立ち上がっており，

実装化に向けた規則整備，技術開発が今後ますます

進んでいくと考えられる。実現までの道筋は容易な

ものではないだろうが，本稿で紹介した自動車の事

例が，船舶における自動運航の検討を進めていく際

の一助となれば幸いである。 
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1．はじめに 

自動運航船に関連する様々な技術が開発されてい

る。商用の自動運航船を目指す動きとしては，

2010年代前半からEU資金によるMUNINプロジェ

クト1)や，DNV GLのReVoltプロジェクト2)，フィ

ンランド資金によるロールスロイスなどのAAWAプ

ロジェクト3)などが先発組として知られている。そ

の後，世界中の事業者が，異なる技術力，将来展望，

ニーズに呼応して，思い思いの開発や試行を行って

きた。日本でも昨年度に日本財団が開始した将来的

な無人船を指向するMEGURI 2040プロジェクトの

中で，5つのコンソーシアムが各々得意な自動運航

の技術を搭載した船舶を投入して実証実験を予定し

ている4)。 
それぞれのプロジェクトが実証を目指している自

動化タスクをみると，船舶が全て無人化されるよう

な広範な作業範囲から，特定の条件下での避航操船

のような限定的な作業範囲まで，大きく異なる。そ

のアプローチも，既存技術を磨いて信頼性や使い勝

手を向上させるものから，創造的な新しい概念を試

そうとするものまで多様である。当然ながら，出来

上がる自動運航システムの使用方法も，障害が発生

した際の対応方法も異なっている。 
自動運航船に関連する技術開発の活発化に伴い，

リスク評価手法を研究する著者らに対しても，それ

らの自動運航システムを投入する前の実証段階にお

いて，例えば実船実験での安全性確保のため，或い

は将来的な自動運航システムの商用化にあたっての

システムや船舶の認証などを念頭に，リスク評価技

術を適用可能にすることが求められている。果たし

てどのような概念，機能，構成の船舶を自動運航船

としてリスク評価できるようになれば良いのであろ

うか。 
法的な枠組みにおいては，まだ自動運航船の定義

や，自動運航船とみなされるための構成要素といっ

た，自動運航船そのものに対する具体的な規定はほ

とんど見られない。船舶分野では自動化システムが

人の機能を代行して構わないということを示す具体

的な定めも見つけることができない。一方で，多く

                                                      
＊ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 

の人が根底に持っている将来的なイメージとして，

導入される技術によって人が運航する場合よりも安

全になるか少なくとも同等であれば，人が行ってい

る作業をその技術にさせても構わないのではないか，

という考えがある。自動車分野では，運転者に代わ

って運転操作を行う装置を搭載した自動運転車が承

認されたこと5)を踏まえ，船舶でも安全性を証明す

ることで，自動化システムによるタスク代行を可能

にできないかとの議論もみられる6)。 
新しい技術が既存技術と同等の安全性を確保して

いるかを考えるためには，その新しい技術に関連す

るリスクを推定する必要がある。未知の部分が多い

とはいえ，著者らは，従来のリスク評価手法をベー

スに，自動運航船に特有なところを拡張する形でリ

スク評価を行えるのではないかと考えている。本稿

では，そのような背景に当所の研究を織り交ぜつつ，

自動運航のためのシステムのリスク評価の現状につ

いて紹介する。 

2．一般的なリスク評価のプロセスと安全目標 

2.1 リスク評価のプロセス 

ここで，リスク評価の一般的な工程について確認

しておく。リスク評価は，大きく分けてハザードを

特定する工程と，得られたハザードの重要性を評価

する工程から構成される。英国の安全衛生庁

（HSE: Health and Safety Executive）では，ハザ

ードを特定する工程をリスク解析（Risk analysis）
と呼び，これとハザードを評価する工程を合わせて

リスク評価（Risk assessment）と呼んでいる7)。

また，これらに加え，コスト便益を考慮して最終的

にリスク低減措置を選択するという意思決定の工程

までを含めてリスク管理（Risk management）と

呼ぶ。これらの関係は図1のように表わされる。 
この捉え方の中で，HSEは，全ての工程で用い

られる重要な要素として，ハザードの特定

（HAZID：Hazard identification），すなわちリス

ク解析の工程を位置付けている。さらに，リスク解

析を実施するためのツールとして，専門家判断

（ Judgement ）， 故 障 モ ー ド お よ び 影 響 解 析
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（FMEA：Failure mode and effects analysis），
SWIFT（Structured what-if checklist technique），
HAZOP（Hazard and operability study）を挙げて

いる。また，これに続くリスク評価の技術としては，

定性評価（リスクマトリクス），構造化ツール

（fault trees，event trees）を用いた半定量評価，

定量評価（様々な粒度がありえる），関係者の協議

を列挙している。 

 
図1 リスク評価の色々なアプローチ7) 

リスク評価を行った場合には，得られた結果の受

容性について判断することになる。しかし，発生頻

度などのデータが十分に得られないために，半定量

評価の手法を選択せざるを得ない場合などには，結

果の位置づけについて悩まされることが多い。この

点に関して，HSEでは，フォルトツリー分析

（fault tree analysis）のような半定量評価では，必

ずしも発生しやすさを評価できないが，そのような

場合でも，それを用いることで，解析チームから見

て主要なハザードが発生する仕組みに対して防御策

の適切性を数と品質の両方の面で判断することがで

きる7)としている。これは，意思決定において定量

化が困難な際の専門家判断の正当性を支持するもの

であり，解析チームの判断に対する負担は大きくな

るが，後述のように定量化が困難な局面が想定され

る自動運航システムに対しては重要な手段となりえ

る。 
2.2 安全目標の考え方 

安全目標については，統一的なクライテリアが存

在しない状況ではあるが，合意されたものを用いる

ことが望ましい8)とされる。安全目標に対する解釈

の方法としては，HSE9)に示されている図2のよう

な概念が比較的良く用いられる。これによると，リ

スクの受容性は，両端に受容できない領域と広く受

容できる領域があるフレームワークで捉えられる。

その間には容認できる領域を設けてあり，各領域間

の境界線がクライテリアになる。HSEでは，この

クライテリアは，公衆が持つものとしつつ，現に生

じている事故や病気による年間の死者数と，そのよ

うな結果を踏まえた行動選択を考慮して，公衆のリ

スク受容性に関する推定を行っている。その結果と

して，広く受容できる領域の上限は，労働者か一般

の市民かを問わず年間百万人にひとりが目安だろう

という。また，受容できない領域の下限としては，

労働者で年間千人にひとり，一般の市民では年間一

万人にひとりの値を提示しつつ，実際のリスクはこ

れらよりかなり低いことを指摘している。受容性は

対象となる人々の集合に依存し，また時代とともに

変化することも考えられるため，クライテリアはそ

れらに即して設定されることが望ましい。 

 
図2 HSEのリスク受容性フレームワーク9) 

3．自動運航船に対するリスク評価 

3.1 船舶設計や舶用機器の設計の観点 

自動運航船には，船舶や機器といった設備と，そ

れらを用いた運航の二側面があり，自動運航システ

ムの中には両者を一体とした運用概念のもとに開発

されるものもある。これらの側面のうち，設備の設

計に関しては，従来，リスク評価との関わりが深い。

遡 れ ば ， 1997 年 に 国 際 海 事 機 関  (IMO: 
International Maritime Organization) で承認され

たFSA (Formal Safety Assessment) 暫定ガイドラ

イン10)により船舶に関連する規則の開発にリスクベ

ースの考え方が導入され，現在までFSAガイドラ

イン8)として引き継がれている。このガイドライン

は「規則策定のための」と銘打つものの，用いられ

るリスク評価手法が基本的なものであり，記載も比

較的充実していることから，規則検討以外にも，船

舶や設備の安全性を評価する際の一般的なリスク解

析手法のガイドラインとしても良く参照されている。 
一方，2000年代に入ったころから，設計に対す

るリスクベースの承認についても議論が進み，
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SOLAS条約附属書第Ⅱ-2章の火災安全に関する規

則に対する代替設計・配置ガイドライン 11)や，

SOLAS条約附属書第Ⅱ-1章と第Ⅲ章の機関，電気

設備，救命設備に関する規則に対する代替設計・配

置ガイドライン12)が承認されるなど，スコープを変

化させつつ導入が進められてきた。また，2005年
に開始された欧州の研究プロジェクトSAFEDORは，

船舶の設計手法にリスクベースの考え方を導入し，

結果としてリスクベース船舶設計手法を提案した13) 

14)。これらの考え方は，やがて，より広くリスクベ

ース設計に適用できる代替物および同等物の承認に

関するガイドラインへと受け継がれていく15) 16)。 
自動運航に関しても，国内外の船級協会ガイドラ

インにより，船舶設計や機器については，従前の規

範的な設計の場合と同等の安全性を確保しているこ

とを確認するというリスクベース的な立場が優勢で

あることが分かる17-20)。船級協会によっては，承認

までの全体プロセスをIMOのガイドライン15)に従

って設定しているなど，リスク評価を承認プロセス

の主要部分として扱っている他，安全性と信頼性が

その船級規則に従う場合と同等以上であれば受け入

れる旨を明記しており，リスクベース的な承認であ

ることが分かる18)。 
このように，設計の側面では規則の適用に関して

一定の理論的な基盤が築かれており，自動運航船で

対象としたい船舶設計や機器のニーズに合わせて承

認の方法を検討する素地となり得る。 
3.2 運航方法，運用方法の観点 

これに対し，運航の側面では，リスクベースの歴

史的背景や理論的基盤が少なく，議論がやや難しい

ようである。それでも，設計の場合と同様に，人が

運航する場合と自動運航システムが行う場合で，同

等の安全性を確保していることを確認することで，

人の役割の一部を機械に分担させても良いといえる

のではないか，という期待はある6)。 
自動運航船の場合は，人が行ってきたタスクを自

動運航システムによって代替するという運用概念の

性質上，運航と設備を切り離して考えられない部分

がある。そのため，船級協会ガイドラインにおいて

も，運航や使用方法の概念を検証することの重要性

を指摘する記載が見受けられる18)が，その具体的な

評価法までは言及していない。 
一方，自動運航船の実船実験を海域で行う事を考

慮して，IMOではMASS（Maritime Autonomous 
Surface Ships）試験のための暫定ガイドライン21)

が承認された。これによれば，実船実験にあたって

は安全性，セキュリティ，環境保護に関するリスク

に対処すべきであり，実験に伴うリスクの特定と対

策が求められる。また，予測可能な危険事象につい

ては，あらかじめ緊急計画と対策を用意することも

必要である。従って，このガイドラインにもとづく

試験的な実船運航であれば，リスク管理としては，

実証したい自動運航システムを用いた運航について

リスク評価によって主要なハザードを特定して対応

し，かつ予測可能な危険事象についてあらかじめ準

備を行えば良いということが分かる。 
3.3 新しい設計に対するリスク評価の利用 

上述の二側面とも，最終的な承認を得るために求

められるリスク評価の具体的な道筋は未だ明確化さ

れていない。この点について，第3.1節で触れた

IMOの代替物および同等物の承認に関するガイド

ライン15)をさらに紐解けば，規範的な規則では想定

していなかった挑戦的な技術に関しても，従来の規

範的な規則に準拠する設計と同等レベルの安全性を

備えていることを実証することによって，承認が可

能であるとし，そのための方法を述べている。 
それによると，同等レベルの安全性を実証するた

めには，基本的な船舶機能の機能要件と性能基準を

確立し，それを当該の設計が満たすか，もしくは，

リスク分析を行って全体のリスク評価基準と比較す

る必要がある。現段階のように，機能要件と性能要

件を確立することが難しい状態では，後者の方法に

頼ることが考えられる。ただし，この方法では，対

象とする自動運航船の全体に関するリスク評価結果

を得る必要があり，簡単ではない。また，対比させ

るべき全体のリスク評価基準についても広く合意さ

れた安全目標が存在しないことから，関係者の総意

によってこれを定められることが前提となる。 
3.4 自動運転車における安全性確保 

では，既に認証が開始されている自動車分野の自

動運転では，どのような安全目標を用いて安全性の

確保を行っているのであろうか。国交省では，米国

の自動車技術会（SAE International）の定義に従

って，自動運転化の程度を0～5のレベルによって

定義しており，最近認可されたレベル3の自動運転

は，システムが全ての動的運転タスクを運行設計領

域において実行し，作動継続が困難な場合は，シス

テムの介入要求等に適切に応答することとしている。

これにより，一定の条件を満たす間は運転者が負う

運転に関する義務の一部が免除されている5) 22) 23)。 
国交省の自動運転車向けのガイドライン23)によれ

ば，自動運転車の安全目標は，「自動運転システム

が引き起こす人身事故であって，合理的に予見され

る防止可能な事故が生じないことを確保する」とい

うレベルに定められている。これは，整備不良のよ

うな車両の問題や故意の飛び出しのような人為的な
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（FMEA：Failure mode and effects analysis），
SWIFT（Structured what-if checklist technique），
HAZOP（Hazard and operability study）を挙げて

いる。また，これに続くリスク評価の技術としては，

定性評価（リスクマトリクス），構造化ツール

（fault trees，event trees）を用いた半定量評価，

定量評価（様々な粒度がありえる），関係者の協議

を列挙している。 

 
図1 リスク評価の色々なアプローチ7) 

リスク評価を行った場合には，得られた結果の受

容性について判断することになる。しかし，発生頻

度などのデータが十分に得られないために，半定量

評価の手法を選択せざるを得ない場合などには，結

果の位置づけについて悩まされることが多い。この

点に関して，HSEでは，フォルトツリー分析

（fault tree analysis）のような半定量評価では，必

ずしも発生しやすさを評価できないが，そのような

場合でも，それを用いることで，解析チームから見

て主要なハザードが発生する仕組みに対して防御策

の適切性を数と品質の両方の面で判断することがで

きる7)としている。これは，意思決定において定量

化が困難な際の専門家判断の正当性を支持するもの

であり，解析チームの判断に対する負担は大きくな

るが，後述のように定量化が困難な局面が想定され

る自動運航システムに対しては重要な手段となりえ

る。 
2.2 安全目標の考え方 

安全目標については，統一的なクライテリアが存

在しない状況ではあるが，合意されたものを用いる

ことが望ましい8)とされる。安全目標に対する解釈

の方法としては，HSE9)に示されている図2のよう

な概念が比較的良く用いられる。これによると，リ

スクの受容性は，両端に受容できない領域と広く受

容できる領域があるフレームワークで捉えられる。

その間には容認できる領域を設けてあり，各領域間

の境界線がクライテリアになる。HSEでは，この

クライテリアは，公衆が持つものとしつつ，現に生

じている事故や病気による年間の死者数と，そのよ

うな結果を踏まえた行動選択を考慮して，公衆のリ

スク受容性に関する推定を行っている。その結果と

して，広く受容できる領域の上限は，労働者か一般

の市民かを問わず年間百万人にひとりが目安だろう

という。また，受容できない領域の下限としては，

労働者で年間千人にひとり，一般の市民では年間一

万人にひとりの値を提示しつつ，実際のリスクはこ

れらよりかなり低いことを指摘している。受容性は

対象となる人々の集合に依存し，また時代とともに

変化することも考えられるため，クライテリアはそ

れらに即して設定されることが望ましい。 

 
図2 HSEのリスク受容性フレームワーク9) 

3．自動運航船に対するリスク評価 

3.1 船舶設計や舶用機器の設計の観点 

自動運航船には，船舶や機器といった設備と，そ

れらを用いた運航の二側面があり，自動運航システ

ムの中には両者を一体とした運用概念のもとに開発

されるものもある。これらの側面のうち，設備の設

計に関しては，従来，リスク評価との関わりが深い。

遡 れ ば ， 1997 年 に 国 際 海 事 機 関  (IMO: 
International Maritime Organization) で承認され

たFSA (Formal Safety Assessment) 暫定ガイドラ

イン10)により船舶に関連する規則の開発にリスクベ

ースの考え方が導入され，現在までFSAガイドラ

イン8)として引き継がれている。このガイドライン

は「規則策定のための」と銘打つものの，用いられ

るリスク評価手法が基本的なものであり，記載も比

較的充実していることから，規則検討以外にも，船

舶や設備の安全性を評価する際の一般的なリスク解

析手法のガイドラインとしても良く参照されている。 
一方，2000年代に入ったころから，設計に対す

るリスクベースの承認についても議論が進み，
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SOLAS条約附属書第Ⅱ-2章の火災安全に関する規

則に対する代替設計・配置ガイドライン 11)や，

SOLAS条約附属書第Ⅱ-1章と第Ⅲ章の機関，電気

設備，救命設備に関する規則に対する代替設計・配

置ガイドライン12)が承認されるなど，スコープを変

化させつつ導入が進められてきた。また，2005年
に開始された欧州の研究プロジェクトSAFEDORは，

船舶の設計手法にリスクベースの考え方を導入し，

結果としてリスクベース船舶設計手法を提案した13) 

14)。これらの考え方は，やがて，より広くリスクベ

ース設計に適用できる代替物および同等物の承認に

関するガイドラインへと受け継がれていく15) 16)。 
自動運航に関しても，国内外の船級協会ガイドラ

インにより，船舶設計や機器については，従前の規

範的な設計の場合と同等の安全性を確保しているこ

とを確認するというリスクベース的な立場が優勢で

あることが分かる17-20)。船級協会によっては，承認

までの全体プロセスをIMOのガイドライン15)に従

って設定しているなど，リスク評価を承認プロセス

の主要部分として扱っている他，安全性と信頼性が

その船級規則に従う場合と同等以上であれば受け入

れる旨を明記しており，リスクベース的な承認であ

ることが分かる18)。 
このように，設計の側面では規則の適用に関して

一定の理論的な基盤が築かれており，自動運航船で

対象としたい船舶設計や機器のニーズに合わせて承

認の方法を検討する素地となり得る。 
3.2 運航方法，運用方法の観点 

これに対し，運航の側面では，リスクベースの歴

史的背景や理論的基盤が少なく，議論がやや難しい

ようである。それでも，設計の場合と同様に，人が

運航する場合と自動運航システムが行う場合で，同

等の安全性を確保していることを確認することで，

人の役割の一部を機械に分担させても良いといえる

のではないか，という期待はある6)。 
自動運航船の場合は，人が行ってきたタスクを自

動運航システムによって代替するという運用概念の

性質上，運航と設備を切り離して考えられない部分

がある。そのため，船級協会ガイドラインにおいて

も，運航や使用方法の概念を検証することの重要性

を指摘する記載が見受けられる18)が，その具体的な

評価法までは言及していない。 
一方，自動運航船の実船実験を海域で行う事を考

慮して，IMOではMASS（Maritime Autonomous 
Surface Ships）試験のための暫定ガイドライン21)

が承認された。これによれば，実船実験にあたって

は安全性，セキュリティ，環境保護に関するリスク

に対処すべきであり，実験に伴うリスクの特定と対

策が求められる。また，予測可能な危険事象につい

ては，あらかじめ緊急計画と対策を用意することも

必要である。従って，このガイドラインにもとづく

試験的な実船運航であれば，リスク管理としては，

実証したい自動運航システムを用いた運航について

リスク評価によって主要なハザードを特定して対応

し，かつ予測可能な危険事象についてあらかじめ準

備を行えば良いということが分かる。 
3.3 新しい設計に対するリスク評価の利用 

上述の二側面とも，最終的な承認を得るために求

められるリスク評価の具体的な道筋は未だ明確化さ

れていない。この点について，第3.1節で触れた

IMOの代替物および同等物の承認に関するガイド

ライン15)をさらに紐解けば，規範的な規則では想定

していなかった挑戦的な技術に関しても，従来の規

範的な規則に準拠する設計と同等レベルの安全性を

備えていることを実証することによって，承認が可

能であるとし，そのための方法を述べている。 
それによると，同等レベルの安全性を実証するた

めには，基本的な船舶機能の機能要件と性能基準を

確立し，それを当該の設計が満たすか，もしくは，

リスク分析を行って全体のリスク評価基準と比較す

る必要がある。現段階のように，機能要件と性能要

件を確立することが難しい状態では，後者の方法に

頼ることが考えられる。ただし，この方法では，対

象とする自動運航船の全体に関するリスク評価結果

を得る必要があり，簡単ではない。また，対比させ

るべき全体のリスク評価基準についても広く合意さ

れた安全目標が存在しないことから，関係者の総意

によってこれを定めることが前提となる。 
3.4 自動運転車における安全性確保 

では，既に認証が開始されている自動車分野の自

動運転では，どのような安全目標を用いて安全性の

確保を行っているのであろうか。国交省では，米国

の自動車技術会（SAE International）の定義に従

って，自動運転化の程度を0～5のレベルによって

定義しており，最近認可されたレベル3の自動運転

は，システムが全ての動的運転タスクを運行設計領

域において実行し，作動継続が困難な場合は，シス

テムの介入要求等に適切に応答することとしている。

これにより，一定の条件を満たす間は運転者が負う

運転に関する義務の一部が免除されている5) 22) 23)。 
国交省の自動運転車向けのガイドライン23)によれ

ば，自動運転車の安全目標は，「自動運転システム

が引き起こす人身事故であって，合理的に予見され

る防止可能な事故が生じないことを確保する」とい

うレベルに定められている。これは，整備不良のよ

うな車両の問題や故意の飛び出しのような人為的な
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問題ではなく，自動運転システムの機能の検証不足

に起因し，かつ人が死傷するような被害が発生する

事故について，生じないことを求めている。交通事

故は多くがヒューマンエラーによるため，このよう

な安全技術を導入することで安全性の向上につなが

るとの期待はあるが，技術にどこまでの安全性を求

めれば良いかは，まだ議論の半ばにあるようである。 
新しい安全性評価手法の開発を行うSAKURAプ

ロジェクト24)では，“How safe is safe enough?”，
つまり「ヒトと比べてどれだけ安全であるべきか」

を基本命題とし，これを解決するために高速道路を

体系的に整理した32のシナリオにもとづき，本格

的なデータ収集と分析などを行っている25) 26)。さ

らに，受容性のクライテリアについては，図3に示

すように，運転機能に従って構成したシナリオと実

際の交通データから予測可能な条件を定義し，その

中で防止可能な条件を特定する方法で定めようとし

ている24)。定められた条件は，シミュレーション試

験や物理的試験のテストシナリオとして用いられる。 

 
図3 SAKURAプロジェクトにおける自動運転車の 

安全性確保のためのシナリオ生成プロセス24) 

4．自動運航船のためのリスク解析手法の開発 

4.1 リスク解析対象としての特徴 

第2章で説明したように，一般的なリスク評価の

プロセスのうちの重要な工程のひとつはリスク解析，

すなわちハザードを特定する工程である。この工程

を実施するためには，まず対象が何なのかを明確に

する必要がある。これは，解析対象となる技術の目

的，構成要素，使用方法などにより明確化できるた

め，そのような情報を整理する必要がある。対象が

明確になることで，ハザード（対象に潜む危険）を

特定しやすくなるが，網羅性を求めるのであれば，

対象の異なる部分や異なる使用局面におけるハザー

ドを具体的に想起できるよう，これらを適切に定義

することが肝要である。 
自動運航船を構成するシステムの場合にも，十分

に整理された定義が重要となることは同じである。

ただし，これまでにリスク評価を求められてきた船

舶システムの多くが機関システムや給電システムと

いったハードウエアを中心とするシステムであった

のに対し，自動運航船の場合にはソフトウエアが果

たす役割が多くなっている。さらに，完全自動化に

よる無人化を目指すとしても，それが実現するまで

の当面の間は，船内か船外かはともかく，何らかの

形で航海士や機関士といった人と作業を分担したり，

協業したりする点に大きな特徴がある。 
4.2 自動運航システムに対するリスク解析 

ソフトウエアで構成される部分が多いシステムに

ついては，部品などの物理的な構成要素に着目する

従来のハードウエア向けのリスク解析技術をそのま

ま適用することが難しい。これは，部品単位で考え

た場合，ソフトウエア部分がブラックボックス的な

扱いとなってしまうためである。ソフトウエアを扱

おうと思えば，それが行うタスク，すなわち，どの

ような入力にもとづいて何を計算し，何を出力する

のかを考えられるよう定義しておく必要がある。さ

らに，自動運航船が人を含めたシステムとなること

も考慮すると，人やソフトウエアによって行われる

タスクを情報収集，情報の整理，解釈，判断，機器

の制御といった単位で捉え，それらを担当する構成

要素を定義し，構成要素が相互作用を行う集合体と

して全体システムを定義して理解することが重要と

なる。また，このような全体システムが運用される

局面を定義し，想定する個別の局面に対して挙動を

検証していくことも重要である。 
このような考え方は，システム理論的なアプロー

チなどと呼ばれ，代表的な解析手法としては，主に

構成要素間の関係に着目するハザード解析手法の

STAMP/STPA（Systems-Theoretic Accident Model 
and Processes / System-Theoretic Process Analysis）
27) 28)などが知られる。この手法はソフトウエアの

安全性の問題を主な対象として開発され，航空機分

野や他の工学分野，医療分野などに広く用いられて

いる29)。自動運航船のリスク解析に対する適用も既

に試みられている30)。 
著者らは，自動運航船を念頭に，人やソフトウエ

アを含むシステムの定義を明確化し，これを用いて

SWIFT手法によるハザード解析を行う技術の確立

を目指して研究を進めてきた 31-36)。その中で，

STAMP/STPAによるシステムモデルでは明示的に

扱っていない構成要素の機能や機能の実行に必要な

情報を対象システムの定義に含めることの重要性を

指摘し，ソフトウエアのモデル化に使用される

UML（Unified Modelling Language）のクラス図

を応用して対象を定義してハザードを特定する手法
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を提案してきた31-33)。このうち，図4は，仮想的な

自動運航船を，最も概略のレベルでモデル化した構

造である32)。この手法では，概略レベルの図に記載

された各構成要素が行うタスクと扱う情報をシステ

ム定義図としてモデル化してリスク解析を行う。 

 
図4 仮想的な自動運航船の概念構造の例32) 

また，自動運航船の特徴として，自動運航システ

ムが人のタスクを代替するという，オペレーション

上の変更が大きく存在する。そのため，人やソフト

ウエアなどの構成要素によってタスクが実施される

方法や引き継ぎが行われる方法の中にハザードが存

在することが考えられる。これらを特定するために

は，上述のモデル化手法に加えて，オペレーション

を構成する具体的なタスクやその実施主体を定義す

ることで，タスクに着目したリスク解析を行うこと

が有用と考えられる34-36)。 
自動運航船に投入される技術は，多くの場合，従

来の船舶向けに開発されてきた従来の技術の上に構

築される。例えば，自動運航システムであれば，運

航支援システムのハードウエアやソフトウエアを拡

充することで実現されようとしている。仮にその船

舶が新造船や新設計であったとしても，具体的に新

しい使い方のために「自動化したい」と考える機能

が，新たな要素を追加することで実現される。その

際に，新しい部分や新しい使い方を的確に把握して

いくことが，リスク解析において重要である。その

ため，当所では，上述のハザード解析手法の開発の

ほか，このような解析をSTAMP/STPAで行う方法

についても，ClassNKと共同研究を進めている。 
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5．自動運航船に対するリスク評価へのアプロ

ーチ 

開発段階の対象物について，リスクを定量的に考

えることは，データの不在により不可能な部分が存

在する。一方で，自動運航船に関しては，従来の船

舶や人の作業について長年蓄積されてきたデータが

参照できる部分もある。例えば，海域での事故の発

生頻度に関しては従来の船舶によるデータが，船上

での作業の成功／不成功に関しては人間信頼性工学

分野におけるデータが存在する。リスク評価で参考

にできるものをいくつか紹介したい。 
5.1 航行に関するリスクの評価 

航行によるリスクは，他のリスクと同様に，航行

に関連して失われる人命や財産，環境と，その発生

頻度を用いて推定する。以下，本稿では主に人命を

対象に説明するが，他の被害についても考え方は同

様である。 
海上保安庁37)によれば，国内の船舶事故による死

傷者は，漁船やプレジャーボートといった小型船で

恒常的に多く発生しており，死傷者を伴う海難に遭

った隻数でみてもこれらの二船種は8割以上を占め

ている。この他に，貨物船等の商船では，発生頻度

は少ないながら，一度に多数の人命喪失を伴う事故

が見られる。そのような死傷者を伴う海難の種類と

しては，衝突と単独衝突が半数以上を占めており，

航行に関するリスクの中で主要な要因のひとつは，

衝突と考えることができるだろう。 
衝突によるリスクは，衝突による被害がどの程度

であるかを確率的に表すものである。例えば，ある

船舶群に関して，衝突がどの程度発生しており，そ

れによりどの程度の被害を受けているかという情報

があれば，その船舶群の衝突リスクを算出すること

ができる。これらのうち，発生した各衝突に伴う被

害の情報については，人命喪失であれば，運輸安全

委員会の船舶事故調査報告書等により情報を得られ

ることが多い。海外では，世界の海難と船舶の情報

を集めたIHSデータベース＊1を用いて，19年間の事

故数や死者数等をとりまとめた報告38)も見られ，こ

れを用いて単純計算をすると，一回の衝突事故によ

り平均して0.16人の人命喪失があることが分かる。 
次に，衝突頻度，つまり一定の期間内に衝突がど

の程度発生するかについては，対象とする船舶群の

延べ航行時間と，これに対応する衝突回数を知る必

要がある。衝突回数については，国内であれば，上

述の報告書等から主要な衝突事故の発生数を把握す
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問題ではなく，自動運転システムの機能の検証不足

に起因し，かつ人が死傷するような被害が発生する

事故について，生じないことを求めている。交通事

故は多くがヒューマンエラーによるため，このよう

な安全技術を導入することで安全性の向上につなが

るとの期待はあるが，技術にどこまでの安全性を求

めれば良いかは，まだ議論の半ばにあるようである。 
新しい安全性評価手法の開発を行うSAKURAプ

ロジェクト24)では，“How safe is safe enough?”，
つまり「ヒトと比べてどれだけ安全であるべきか」

を基本命題とし，これを解決するために高速道路を

体系的に整理した32のシナリオにもとづき，本格

的なデータ収集と分析などを行っている25) 26)。さ

らに，受容性のクライテリアについては，図3に示

すように，運転機能に従って構成したシナリオと実

際の交通データから予測可能な条件を定義し，その

中で防止可能な条件を特定する方法で定めようとし

ている24)。定められた条件は，シミュレーション試

験や物理的試験のテストシナリオとして用いられる。 
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明確になることで，ハザード（対象に潜む危険）を
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ただし，これまでにリスク評価を求められてきた船

舶システムの多くが機関システムや給電システムと

いったハードウエアを中心とするシステムであった
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よる無人化を目指すとしても，それが実現するまで

の当面の間は，船内か船外かはともかく，何らかの

形で航海士や機関士といった人と作業を分担したり，

協業したりする点に大きな特徴がある。 
4.2 自動運航システムに対するリスク解析 

ソフトウエアで構成される部分が多いシステムに

ついては，部品などの物理的な構成要素に着目する

従来のハードウエア向けのリスク解析技術をそのま

ま適用することが難しい。これは，部品単位で考え

た場合，ソフトウエア部分がブラックボックス的な

扱いとなってしまうためである。ソフトウエアを扱

おうと思えば，それが行うタスク，すなわち，どの

ような入力にもとづいて何を計算し，何を出力する

のかを考えられるよう定義しておく必要がある。さ

らに，自動運航船が人を含めたシステムとなること

も考慮すると，人やソフトウエアによって行われる

タスクを情報収集，情報の整理，解釈，判断，機器

の制御といった単位で捉え，それらを担当する構成

要素を定義し，構成要素が相互作用を行う集合体と

して全体システムを定義して理解することが重要と

なる。また，このような全体システムが運用される

局面を定義し，想定する個別の局面に対して挙動を

検証していくことも重要である。 
このような考え方は，システム理論的なアプロー

チなどと呼ばれ，代表的な解析手法としては，主に

構成要素間の関係に着目するハザード解析手法の

STAMP/STPA（Systems-Theoretic Accident Model 
and Processes / System-Theoretic Process Analysis）
27) 28)などが知られる。この手法はソフトウエアの

安全性の問題を主な対象として開発され，航空機分

野や他の工学分野，医療分野などに広く用いられて

いる29)。自動運航船のリスク解析に対する適用も既

に試みられている30)。 
著者らは，自動運航船を念頭に，人やソフトウエ

アを含むシステムの定義を明確化し，これを用いて

SWIFT手法によるハザード解析を行う技術の確立

を目指して研究を進めてきた 31-36)。その中で，

STAMP/STPAによるシステムモデルでは明示的に

扱っていない構成要素の機能や機能の実行に必要な

情報を対象システムの定義に含めることの重要性を

指摘し，ソフトウエアのモデル化に使用される

UML（Unified Modelling Language）のクラス図

を応用して対象を定義してハザードを特定する手法
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を提案してきた31-33)。このうち，図4は，仮想的な

自動運航船を，最も概略のレベルでモデル化した構

造である32)。この手法では，概略レベルの図に記載

された各構成要素が行うタスクと扱う情報をシステ

ム定義図としてモデル化してリスク解析を行う。 
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を構成する具体的なタスクやその実施主体を定義す
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来の船舶向けに開発されてきた従来の技術の上に構
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充することで実現されようとしている。仮にその船

舶が新造船や新設計であったとしても，具体的に新

しい使い方のために「自動化したい」と考える機能

が，新たな要素を追加することで実現される。その

際に，新しい部分や新しい使い方を的確に把握して

いくことが，リスク解析において重要である。その

ため，当所では，上述のハザード解析手法の開発の

ほか，このような解析をSTAMP/STPAで行う方法

についても，ClassNKと共同研究を進めている。 

                                                      
＊1 IHS Markit社の海難データベースと船舶データベース 

5．自動運航船に対するリスク評価へのアプロ

ーチ 

開発段階の対象物について，リスクを定量的に考

えることは，データの不在により不可能な部分が存

在する。一方で，自動運航船に関しては，従来の船

舶や人の作業について長年蓄積されてきたデータが

参照できる部分もある。例えば，海域での事故の発

生頻度に関しては従来の船舶によるデータが，船上

での作業の成功／不成功に関しては人間信頼性工学

分野におけるデータが存在する。リスク評価で参考

にできるものをいくつか紹介したい。 
5.1 航行に関するリスクの評価 

航行によるリスクは，他のリスクと同様に，航行

に関連して失われる人命や財産，環境と，その発生

頻度を用いて推定する。以下，本稿では主に人命を

対象に説明するが，他の被害についても考え方は同

様である。 
海上保安庁37)によれば，国内の船舶事故による死

傷者は，漁船やプレジャーボートといった小型船で

恒常的に多く発生しており，死傷者を伴う海難に遭

った隻数でみてもこれらの二船種は8割以上を占め

ている。この他に，貨物船等の商船では，発生頻度

は少ないながら，一度に多数の人命喪失を伴う事故

が見られる。そのような死傷者を伴う海難の種類と

しては，衝突と単独衝突が半数以上を占めており，

航行に関するリスクの中で主要な要因のひとつは，

衝突と考えることができるだろう。 
衝突によるリスクは，衝突による被害がどの程度

であるかを確率的に表すものである。例えば，ある

船舶群に関して，衝突がどの程度発生しており，そ

れによりどの程度の被害を受けているかという情報

があれば，その船舶群の衝突リスクを算出すること

ができる。これらのうち，発生した各衝突に伴う被

害の情報については，人命喪失であれば，運輸安全

委員会の船舶事故調査報告書等により情報を得られ

ることが多い。海外では，世界の海難と船舶の情報

を集めたIHSデータベース＊1を用いて，19年間の事

故数や死者数等をとりまとめた報告38)も見られ，こ

れを用いて単純計算をすると，一回の衝突事故によ

り平均して0.16人の人命喪失があることが分かる。 
次に，衝突頻度，つまり一定の期間内に衝突がど

の程度発生するかについては，対象とする船舶群の

延べ航行時間と，これに対応する衝突回数を知る必

要がある。衝突回数については，国内であれば，上

述の報告書等から主要な衝突事故の発生数を把握す
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ることができる。一方，延べ航行時間については，

現在の技術では正確な算出が困難である。近似的な

アプローチとしては，前述のIHSデータベースなど

により船舶として登録されている隻数の毎年のデー

タから推定 38) 39) ，AIS（船舶自動識別装置：

Automatic Identification System）を用いた航跡デ

ータから推定，港湾等への入港実績データから推定，

レーダーや衛星写真による実態観測の結果から推定

するなどの方法が考えられる。どの方法にも技術的

な制約があり，高い精度は期待できないが，概算と

理解すれば十分に有用である。 
衝突頻度については，このように観測によって精

度良く求めることが難しいことを背景に，解析的に

求める方法も研究されている。解析的な方法は，航

路ごとの交通流の情報から，その中の二隻の船舶が

衝突に至る回数を推定するものであり，交通流の情

報があれば適用できるため，交通ルールを導入した

後の将来の衝突頻度のように，現時点ではデータが

取得できない事象などに対応できる利点がある。解

析的な方法には幾つかのアプローチがあるが，幾何

学的衝突頻度と衝突原因確率の積による推定方法40)

が比較的良く用いられてきたため，簡単に紹介する。 
幾何学的衝突頻度は，航行する船舶群の中で二隻

が衝突に至るような見合い関係に入る頻度である。

この見合い関係は，避航措置を成功させない限り必

ず衝突に至る位置と進路の組み合わせにある。見合

い関係の発生回数を算出するには，まず観測された

航跡から類似のものを集約して「航路」を設定し，

次に各航路を使用する船舶の隻数や，航行するタイ

ミング，航路内での位置取りなどの情報を用いて，

確率計算やシミュレーション計算を行う。これによ

り，対象とする見合い関係の発生回数を推定できる。

さらに，単位時間あたりに換算することで，幾何学

的衝突頻度が得られる。 
図5は，AIS航跡データを用いて，東京湾におけ

る幾何学的衝突頻度の分布を見合い関係の種類別に

推定した例である。ここでは，対象海域を小海域に

分割し，各小海域に対して，交通データから幾何学

的衝突頻度を計算することで分布を得ている。これ

により，航行海域や想定航路によって衝突に至る見

合い関係の発生回数が大きく異なることが分かる。 

 
図5 見合い関係の種類別にみた幾何学的衝突頻度分

布の推定例（左:追い越し，中央:正面，右:横切り）42) 

衝突原因確率は，衝突に至る見合い関係にある二

隻が避航を成功させることなく，最終的に衝突に至

る確率である。既往研究の中には，表1に示すよう

に，異なる見合い関係や海域に対して得られた衝突

原因確率の推定結果の報告例が見られる41) 42)。こ

の値は，見合い関係の種類や海域の複雑さなどに影

響されるほか，時代によって航行支援機器を含めた

操船環境が変化してきた影響も受けると考えられる。

表から，分離航行などの交通整理が導入されている

海域では，概ね10-5から10-4の間，つまり成功しな

いのは，数千回に1回の割合であると分かる。それ

以外の海域では10-4から10-3，つまり数百回に1回の

割合程度となっている。 
ここまでは，海域を考慮して，衝突による被害と

発生頻度から衝突リスクを推定する方法を紹介して

きた。これ以外にも，海域によらず，船舶の船種や

大きさごと，或いは海難の種類ごとに衝突リスクを

考えたい場合，つまり，隻年あたりの人命喪失数な

どを必要とする場合には，前述のIHSデータベース

から求める方法がある。例えば，表2は，船種ごと

の隻年あたりの死者数をまとめたものであり39)，各

船種における潜在的人命喪失数として参照できる。 
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表2 隻年あたりの死者数（1990-2012）＊ 

船種 隻年あたりの死者数 
Passenger Ro-Ro Cargo 1.24×10-1 
Passenger 1.61×10-2 
General Cargo 8.22×10-3 
Cruise 7.55×10-3 
Bulk Carriers 4.29×10-3 
Reefer 4.16×10-3 
Ro-Ro Cargo 3.70×10-3 
LNG 2.26×10-3 
Fishing 2.21×10-3 
Car Carriers 2.01×10-3 
Large Crude oil 1.68×10-3 
LPG 1.34×10-3 
Cellular Containerships 1.16×10-3 
Total 1.09×10-2 
＊Papanikolaouらのまとめ39)による（一部仮訳） 

5.2 自動化システムが対象とするタスクの成

功と失敗 

第4章で説明したように，船内で人が従来行って

きたタスクのある部分を何らかの新しい自動化シス

テムに担わせることを考える場合，安全性を確認す

るには，そのシステムが代替タスクをどの程度上手

く行うかが重要な指標となるであろう。「上手く行う」

という概念は広いが，少なくとも，その自動化シス

テムが行うタスクの成功／失敗確率は把握したいと

ころである。これは，人が行った場合の成功／失敗

確率とは，置かれた条件や前提などのコンテクスト

を完全に一致させることができないため，厳密には

人の場合と比較できず，扱いに注意を要するが，シ

ステムの得手不得手を知ることは，対象システムの

安全に関する検討の際に重要である。 
では，比較する対象としての人の成功／失敗確率

はどのように求めることができるだろうか。運航に

おける操船作業を認知工学的に分解すると，多くは

情報収集，意思決定，行動実行といった要素作業か

ら構成され，これらが反復的に行われながらひとつ

の作業として成立していることが分かる43)。このよ

うに分解された作業の成功／失敗確率については，

人間信頼性工学分野で古くからデータが蓄積されて

いる。反復的な操船の作業に対して単純に適用する

ことは難しいが，これらの研究成果を参考にするこ

とで理解の助けになると考えられる。 
表3に，認知判断プロセスの過程を，観測，解釈，

計画，実行に分解した場合の各種エラーの発生確率

を各種情報源からまとめた文献44)から，抜粋を掲載

する。これによれば，認知機能の幾つかは10-2，す

なわち100回に1回よりも大きな誤り確率を持って

いることが分かる。特に，解釈において正しくない

分析を行うことが，5回に1回程度も発生している

というデータは興味深いところである。 
5.3 自動運航システムの失敗やODD逸脱に伴

うリスク 

リスク評価では，様々なハザードに伴う被害を想

定する。これには，自動運航システムによる行動に

誤りがあった場合や，自動運航システムが想定した

設計上の前提条件（ODD：運航設計領域）から外

れた場合を含む。つまり，一般には例外的と思われ

る状況についても，生じる可能性が十分にある事象

であれば，他のハザードの場合と同様にリスクを検

討する必要がある。 
例外的な状況の場合でも，他の場合と同様に，リ

スクを把握するためには，発生頻度と被害を知る必

要がある。被害については，ハザードから被害に至

るまでの過程にもよるが，現時点では，自動運航船

であっても，想定外の事象に対しては従来の船舶と

同様の対応を予定するケースが多いと考えられる。

その場合には，従来の船舶における被害のデータが

十分に参考になる。 

表1 横切り船における衝突原因確率の推定値の報告例（一部仮訳） 

衝突原因確率値 出典 備考 
1.2×10-4 Macduff (1974)＊  
1.11×10-4 Pedersen (1995)＊ TSSなし 
9.5×10-5 Pedersen (1995)＊ TSSあり 
1.3×10-4 Fowler (2000), Fujii (1998), Pedersen (1999)＊ 
8.48×10-5 Otto (2002)＊ 好視界 
6.83×10-5 Otto (2002)＊ VTS海域で好視界 
5.8×10-4 Otto (2002)＊ 狭視界 
4.64×10-4 Otto (2002)＊ VTS海域で狭視界 
5.10×10-4～6.00×10-4 Rosqvist (2002)＊ フィンランド湾 
2.52×10-5 河島（2021）42) 東京湾（中ノ瀬航路と浦賀水道の周辺） 
1.85×10-5 河島（2021）42) 備讃瀬戸（東，北，南航路及びその周辺） 
＊Kujaraらのまとめ41)による。 山
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ることができる。一方，延べ航行時間については，

現在の技術では正確な算出が困難である。近似的な

アプローチとしては，前述のIHSデータベースなど

により船舶として登録されている隻数の毎年のデー

タから推定 38) 39) ，AIS（船舶自動識別装置：

Automatic Identification System）を用いた航跡デ

ータから推定，港湾等への入港実績データから推定，

レーダーや衛星写真による実態観測の結果から推定

するなどの方法が考えられる。どの方法にも技術的

な制約があり，高い精度は期待できないが，概算と

理解すれば十分に有用である。 
衝突頻度については，このように観測によって精

度良く求めることが難しいことを背景に，解析的に

求める方法も研究されている。解析的な方法は，航

路ごとの交通流の情報から，その中の二隻の船舶が

衝突に至る回数を推定するものであり，交通流の情

報があれば適用できるため，交通ルールを導入した

後の将来の衝突頻度のように，現時点ではデータが

取得できない事象などに対応できる利点がある。解

析的な方法には幾つかのアプローチがあるが，幾何

学的衝突頻度と衝突原因確率の積による推定方法40)

が比較的良く用いられてきたため，簡単に紹介する。 
幾何学的衝突頻度は，航行する船舶群の中で二隻

が衝突に至るような見合い関係に入る頻度である。

この見合い関係は，避航措置を成功させない限り必

ず衝突に至る位置と進路の組み合わせにある。見合

い関係の発生回数を算出するには，まず観測された

航跡から類似のものを集約して「航路」を設定し，

次に各航路を使用する船舶の隻数や，航行するタイ

ミング，航路内での位置取りなどの情報を用いて，

確率計算やシミュレーション計算を行う。これによ

り，対象とする見合い関係の発生回数を推定できる。

さらに，単位時間あたりに換算することで，幾何学

的衝突頻度が得られる。 
図5は，AIS航跡データを用いて，東京湾におけ

る幾何学的衝突頻度の分布を見合い関係の種類別に

推定した例である。ここでは，対象海域を小海域に

分割し，各小海域に対して，交通データから幾何学

的衝突頻度を計算することで分布を得ている。これ

により，航行海域や想定航路によって衝突に至る見

合い関係の発生回数が大きく異なることが分かる。 

 
図5 見合い関係の種類別にみた幾何学的衝突頻度分

布の推定例（左:追い越し，中央:正面，右:横切り）42) 

衝突原因確率は，衝突に至る見合い関係にある二

隻が避航を成功させることなく，最終的に衝突に至

る確率である。既往研究の中には，表1に示すよう

に，異なる見合い関係や海域に対して得られた衝突

原因確率の推定結果の報告例が見られる41) 42)。こ

の値は，見合い関係の種類や海域の複雑さなどに影

響されるほか，時代によって航行支援機器を含めた

操船環境が変化してきた影響も受けると考えられる。

表から，分離航行などの交通整理が導入されている

海域では，概ね10-5から10-4の間，つまり成功しな

いのは，数千回に1回の割合であると分かる。それ

以外の海域では10-4から10-3，つまり数百回に1回の

割合程度となっている。 
ここまでは，海域を考慮して，衝突による被害と

発生頻度から衝突リスクを推定する方法を紹介して

きた。これ以外にも，海域によらず，船舶の船種や

大きさごと，或いは海難の種類ごとに衝突リスクを

考えたい場合，つまり，隻年あたりの人命喪失数な

どを必要とする場合には，前述のIHSデータベース

から求める方法がある。例えば，表2は，船種ごと

の隻年あたりの死者数をまとめたものであり39)，各

船種における潜在的人命喪失数として参照できる。 
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表2 隻年あたりの死者数（1990-2012）＊ 

船種 隻年あたりの死者数 
Passenger Ro-Ro Cargo 1.24×10-1 
Passenger 1.61×10-2 
General Cargo 8.22×10-3 
Cruise 7.55×10-3 
Bulk Carriers 4.29×10-3 
Reefer 4.16×10-3 
Ro-Ro Cargo 3.70×10-3 
LNG 2.26×10-3 
Fishing 2.21×10-3 
Car Carriers 2.01×10-3 
Large Crude oil 1.68×10-3 
LPG 1.34×10-3 
Cellular Containerships 1.16×10-3 
Total 1.09×10-2 
＊Papanikolaouらのまとめ39)による（一部仮訳） 

5.2 自動化システムが対象とするタスクの成

功と失敗 

第4章で説明したように，船内で人が従来行って

きたタスクのある部分を何らかの新しい自動化シス

テムに担わせることを考える場合，安全性を確認す

るには，そのシステムが代替タスクをどの程度上手

く行うかが重要な指標となるであろう。「上手く行う」

という概念は広いが，少なくとも，その自動化シス

テムが行うタスクの成功／失敗確率は把握したいと

ころである。これは，人が行った場合の成功／失敗

確率とは，置かれた条件や前提などのコンテクスト

を完全に一致させることができないため，厳密には

人の場合と比較できず，扱いに注意を要するが，シ

ステムの得手不得手を知ることは，対象システムの

安全に関する検討の際に重要である。 
では，比較する対象としての人の成功／失敗確率

はどのように求めることができるだろうか。運航に

おける操船作業を認知工学的に分解すると，多くは

情報収集，意思決定，行動実行といった要素作業か

ら構成され，これらが反復的に行われながらひとつ

の作業として成立していることが分かる43)。このよ

うに分解された作業の成功／失敗確率については，

人間信頼性工学分野で古くからデータが蓄積されて

いる。反復的な操船の作業に対して単純に適用する

ことは難しいが，これらの研究成果を参考にするこ

とで理解の助けになると考えられる。 
表3に，認知判断プロセスの過程を，観測，解釈，

計画，実行に分解した場合の各種エラーの発生確率

を各種情報源からまとめた文献44)から，抜粋を掲載

する。これによれば，認知機能の幾つかは10-2，す

なわち100回に1回よりも大きな誤り確率を持って

いることが分かる。特に，解釈において正しくない

分析を行うことが，5回に1回程度も発生している

というデータは興味深いところである。 
5.3 自動運航システムの失敗やODD逸脱に伴

うリスク 

リスク評価では，様々なハザードに伴う被害を想

定する。これには，自動運航システムによる行動に

誤りがあった場合や，自動運航システムが想定した

設計上の前提条件（ODD：運航設計領域）から外

れた場合を含む。つまり，一般には例外的と思われ

る状況についても，生じる可能性が十分にある事象

であれば，他のハザードの場合と同様にリスクを検

討する必要がある。 
例外的な状況の場合でも，他の場合と同様に，リ

スクを把握するためには，発生頻度と被害を知る必

要がある。被害については，ハザードから被害に至

るまでの過程にもよるが，現時点では，自動運航船

であっても，想定外の事象に対しては従来の船舶と

同様の対応を予定するケースが多いと考えられる。

その場合には，従来の船舶における被害のデータが

十分に参考になる。 

表1 横切り船における衝突原因確率の推定値の報告例（一部仮訳） 

衝突原因確率値 出典 備考 
1.2×10-4 Macduff (1974)＊  
1.11×10-4 Pedersen (1995)＊ TSSなし 
9.5×10-5 Pedersen (1995)＊ TSSあり 
1.3×10-4 Fowler (2000), Fujii (1998), Pedersen (1999)＊ 
8.48×10-5 Otto (2002)＊ 好視界 
6.83×10-5 Otto (2002)＊ VTS海域で好視界 
5.8×10-4 Otto (2002)＊ 狭視界 
4.64×10-4 Otto (2002)＊ VTS海域で狭視界 
5.10×10-4～6.00×10-4 Rosqvist (2002)＊ フィンランド湾 
2.52×10-5 河島（2021）42) 東京湾（中ノ瀬航路と浦賀水道の周辺） 
1.85×10-5 河島（2021）42) 備讃瀬戸（東，北，南航路及びその周辺） 
＊Kujaraらのまとめ41)による。 岩
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一方，発生頻度に関しては，自動運航システムに

原因がある場合とない場合に分けて考える必要があ

る。自動運航システムに原因がない場合は，被害と

同様に，従来の船舶におけるデータを参考にするこ

とで一定の理解が可能である。これに対し，自動運

航システムに原因がある場合の発生頻度は，使用す

るシステムの構成等に依存するため，これらを加味

した推定が必要となる。 
ここで，例外的な状況として，ある自動運航シス

テムを導入する船舶における火災を想定する。その

船舶では火災が発生した場合には，従来の船舶と同

様の対応を行うこととする。従来の船舶における事

故データの調査報告39)によれば，かなり大雑把では

あるが，船舶での火災に伴う被害は，火災の発生あ

たりおよそ0.33人であること，また，火災の発生頻

度は，およそ1000隻年に1回程度であるとされる。

被害については，従来の船舶と同様の対応を行うた

め，その値を参照することとし，発生頻度について

は，システム構成などを考慮した修正値が必要とな

る。修正値を得るためには，自動運航船で使用する

ハードウエアやソフトウエアによる寄与，自動運航

システムを使用することに関連する人的過誤による

寄与，これらの構成要素間の関係による寄与が影響

する可能性が考えられる。仮に，発生頻度が従来の

船舶の1.1倍になると考えられる場合，この船舶の

隻年あたりの火災による人命喪失リスクは，（0.33
×1/1000×1.1＝）3.63×10-4（人／（隻・年））と

推定される。なお，この例では，自動運航システム

に火災の防御や火災後の対応を行う設計や機能を想

定しなかったためにリスクが上昇する計算となった

が，逆に，発生頻度や被害を抑制できる設計や機能

を想定する場合には，それを考慮した推定となる。 
現実には，これらの寄与分は不確定要素が多く，

データも十分に整備されていないため，推定が困難

な場合も多いと考えられる。そのような場合には，

第2章で述べたように，リスク評価にもとづく意思

決定の手段のひとつとして，定量的な評価は実施せ

ずに，半定量的な評価によって広く受容されると考

えられるハザードから受容できないハザードまでを

数段階に分けることでスクリーニングを行い，重要

度が高いと考えられるハザードを選出して，解析チ

ームが受け入れられる対策を施す方法が考えられる。 
5.4 さらに高度な自動化システムへの進展 

自動車での自動化レベルを参照すると，より高度

な自動化レベルでは自動化の範囲が広くなるととも

に，人の監視が想定されなくなる。その結果として，

安全上問題となりうる懸念事項としては，人が行っ

てきた状態確認やメンテナンスに相当する作業を新

しい自動化システムの運用方法の中で十分に引き継

いでいけるのか，また，自動運航システムの運航設

計領域から外れた場合のように，自動化システムに

よる対応が難しくなった場合に，制御を人に戻す方

法の確実性を確保できるのか，といったことが挙げ

られる。 
制御を人に戻す方法の確実性に関連する問題の例

を，自動運転車の文献に見出すことができる。レベ

ル3の自動運転，すなわち運転者による常時監視を

求めないシステムの導入にあたっては，自動運転中

に運転者が置かれる条件や状態も新しいハザードと

なり得る。つまり，システムが正常に作動している

ことにより，運転者に覚醒度の低下や運転以外の作

業への従事が見られたり，そのようなサブタスクに

よって運転者の手の位置が制限される，運転者が集

中しすぎるなどにより，必要なときに十分対応でき

ない恐れがあり，これを防ぐためには，眠気を催す

作業や没入度が高い作業の継続抑制，運転者への運

転引継ぎの必要性の確実な伝達，運転引継ぎに必要

な時間の確保などが重要であることが指摘されてい

る45) 46)。 
船舶の場合においても，制御を人に戻すことを必

要とする自動化システムであれば，同様の状況から

重大な被害につながり得ることは，十分に想定され

る。自動化レベルや自動化システムの新しい使用方

法を構想するときは，このような新しい観点も考え

ていく必要があると考えられる。 

表3 認知機能の失敗に関する標準値の例 

（Hollnagel44)によるまとめから抜粋）（仮訳） 

観測  
観測対象を誤る 1.0×10-3 
特定を誤る 7.0×10-2 
観測をしない 7.0×10-2 

解釈  
正しくない分析 2.0×10-1 
意思決定エラー 1.0×10-2 
解釈の遅れ 1.0×10-2 

計画  
優先付けの誤り 1.0×10-2 
不適切な計画 1.0×10-2 

実行  
異なる種類の動作 3.0×10-3 
異なる時間の動作 3.0×10-3 
異なる対象への動作 5.0×10-4 
手順から外れた動作 3.0×10-3 
実行し損ない 3.0×10-2 
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6．おわりに 

自動運航船の実現に向けた機運の高まりに伴い必

要とされている自動運航システムのリスク評価に関

する技術を概観した。様々な自動運航システムが提

案され，これらに対するリスク評価の経験も徐々に

蓄積されている。このような経験を共有化していく

ことで，自動運航船や，今後提案される新しい概念

にもとづく船舶に対してもリスク評価を実現し，船

舶の安全に寄与していきたい。 
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一方，発生頻度に関しては，自動運航システムに

原因がある場合とない場合に分けて考える必要があ

る。自動運航システムに原因がない場合は，被害と

同様に，従来の船舶におけるデータを参考にするこ

とで一定の理解が可能である。これに対し，自動運

航システムに原因がある場合の発生頻度は，使用す

るシステムの構成等に依存するため，これらを加味

した推定が必要となる。 
ここで，例外的な状況として，ある自動運航シス

テムを導入する船舶における火災を想定する。その

船舶では火災が発生した場合には，従来の船舶と同

様の対応を行うこととする。従来の船舶における事

故データの調査報告39)によれば，かなり大雑把では

あるが，船舶での火災に伴う被害は，火災の発生あ

たりおよそ0.33人であること，また，火災の発生頻

度は，およそ1000隻年に1回程度であるとされる。

被害については，従来の船舶と同様の対応を行うた

め，その値を参照することとし，発生頻度について

は，システム構成などを考慮した修正値が必要とな

る。修正値を得るためには，自動運航船で使用する

ハードウエアやソフトウエアによる寄与，自動運航

システムを使用することに関連する人的過誤による

寄与，これらの構成要素間の関係による寄与が影響

する可能性が考えられる。仮に，発生頻度が従来の

船舶の1.1倍になると考えられる場合，この船舶の

隻年あたりの火災による人命喪失リスクは，（0.33
×1/1000×1.1＝）3.63×10-4（人／（隻・年））と

推定される。なお，この例では，自動運航システム

に火災の防御や火災後の対応を行う設計や機能を想

定しなかったためにリスクが上昇する計算となった

が，逆に，発生頻度や被害を抑制できる設計や機能

を想定する場合には，それを考慮した推定となる。 
現実には，これらの寄与分は不確定要素が多く，

データも十分に整備されていないため，推定が困難

な場合も多いと考えられる。そのような場合には，

第2章で述べたように，リスク評価にもとづく意思

決定の手段のひとつとして，定量的な評価は実施せ

ずに，半定量的な評価によって広く受容されると考

えられるハザードから受容できないハザードまでを

数段階に分けることでスクリーニングを行い，重要

度が高いと考えられるハザードを選出して，解析チ

ームが受け入れられる対策を施す方法が考えられる。 
5.4 さらに高度な自動化システムへの進展 

自動車での自動化レベルを参照すると，より高度

な自動化レベルでは自動化の範囲が広くなるととも

に，人の監視が想定されなくなる。その結果として，

安全上問題となりうる懸念事項としては，人が行っ

てきた状態確認やメンテナンスに相当する作業を新

しい自動化システムの運用方法の中で十分に引き継

いでいけるのか，また，自動運航システムの運航設

計領域から外れた場合のように，自動化システムに

よる対応が難しくなった場合に，制御を人に戻す方

法の確実性を確保できるのか，といったことが挙げ

られる。 
制御を人に戻す方法の確実性に関連する問題の例

を，自動運転車の文献に見出すことができる。レベ

ル3の自動運転，すなわち運転者による常時監視を

求めないシステムの導入にあたっては，自動運転中

に運転者が置かれる条件や状態も新しいハザードと

なり得る。つまり，システムが正常に作動している

ことにより，運転者に覚醒度の低下や運転以外の作

業への従事が見られたり，そのようなサブタスクに

よって運転者の手の位置が制限される，運転者が集

中しすぎるなどにより，必要なときに十分対応でき

ない恐れがあり，これを防ぐためには，眠気を催す

作業や没入度が高い作業の継続抑制，運転者への運

転引継ぎの必要性の確実な伝達，運転引継ぎに必要

な時間の確保などが重要であることが指摘されてい

る45) 46)。 
船舶の場合においても，制御を人に戻すことを必

要とする自動化システムであれば，同様の状況から

重大な被害につながり得ることは，十分に想定され

る。自動化レベルや自動化システムの新しい使用方

法を構想するときは，このような新しい観点も考え

ていく必要があると考えられる。 

表3 認知機能の失敗に関する標準値の例 

（Hollnagel44)によるまとめから抜粋）（仮訳） 

観測  
観測対象を誤る 1.0×10-3 
特定を誤る 7.0×10-2 
観測をしない 7.0×10-2 

解釈  
正しくない分析 2.0×10-1 
意思決定エラー 1.0×10-2 
解釈の遅れ 1.0×10-2 

計画  
優先付けの誤り 1.0×10-2 
不適切な計画 1.0×10-2 

実行  
異なる種類の動作 3.0×10-3 
異なる時間の動作 3.0×10-3 
異なる対象への動作 5.0×10-4 
手順から外れた動作 3.0×10-3 
実行し損ない 3.0×10-2 
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6．おわりに 

自動運航船の実現に向けた機運の高まりに伴い必

要とされている自動運航システムのリスク評価に関

する技術を概観した。様々な自動運航システムが提

案され，これらに対するリスク評価の経験も徐々に

蓄積されている。このような経験を共有化していく

ことで，自動運航船や，今後提案される新しい概念

にもとづく船舶に対してもリスク評価を実現し，船

舶の安全に寄与していきたい。 
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1．はじめに 

近年，自動運航船に対する関心が高まり，日本で

も自動運航船の実現に向けた取り組みが進められて

いる。国土交通省が2018年に公表した自動運航船

の実用化に関するロードマップには，2025年を目

標に一部の最終的な意思決定を機械が行う高度に自

動化された自動運航船（フェーズⅢ）の実現が示さ

れている。また，日本財団の無人運航船プロジェク

トMEGURI2040では，実証実験の実施等により

2025年の無人運航船の実用化を目指している。自

動運航船及び無人運航船ではシステムの支援により，

人的要因による事故の発生を抑制し安全性の向上を

図ることが求められている。一方，自動運航船が航

行するためには，技術の開発だけではなく，社会に

受容されることも必要である。そのためには自動運

航船が安全であること，すなわち想定されるリスク

が許容可能な範囲に抑制されていることを示す必要

がある。海上技術安全研究所では，安全性の評価方

法や評価に必要なシステム構築などの検討を進めて

おり，本稿では，操船シミュレータをはじめ複数の

シミュレーションシステムで構成された総合シミュ

レーションシステム及びシミュレーションを用いた

評価手法の検討について報告する。 

                                                      
＊国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 

2．自動運航システムの開発・認証の流れ 

自動運転で先行する自動車分野における無人自動

運転サービスの事業化のプロセスを図1に示す。図1

は，1) ユースケースの設定，2) 走行環境や運行条

件の設定，3) 車両技術，システムの開発や選定，

インフラ，周辺技術の開発や整備，4) シミュレー

ション，テストコース，公道での技術実証，5) サ
ービスの実証，の一連のプロセスが途中で得られた

課題をふまえ見直しをしながら実施されることを示

している1)。また，4) 技術実証及び5) サービスの

実証では，開発者と認証者が協調して問題点の抽出

やテストシナリオの確認等を実施しており，開発と

同時に認証に必要な性能基準等の検討もされている。

船舶における自動運航システムにおいても同様のプ

ロセスにより製品化や認証の検討が進められると考

えており，テストコース走行，シミュレーションに

よる技術実証では，それらに代わる総合シミュレー

ションシステムが必要となる。また，これらの検証

を開発者と協調して進めるため，開発に必要な機能

を備えることも本システムの目的の一つとした。 

 

図1 自動運転サービス事業化のプロセス（出典：『自動走行の実現に向けた取組報告と方針』Version5.0） 
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3．総合シミュレーションシステムの概要 

総合シミュレーションシステムは次の5つのシス

テムで構成することを検討している。 
1) 操船シミュレータ（SHS：Ship Handling 

Simulator） 
 フルミッション型操船シミュレータである。

ヒューマン・マシン・インタフェース（HMI：
Human Machine Interface）の評価，緊急時の

乗組員への操船権の移譲のタイミングの評価，

既存船舶と併存する海域での操船行動評価な

ど，人の関与を考慮した評価を可能とする。 
2) フ ァ ス ト タ イ ム シ ッ プ シ ミ ュ レ ー タ

（FTSS：Fast Time Ship Simulator） 
 実時間よりも十分に短い時間でシミュレーシ

ョンを実施し，一定の条件下で網羅的な検証

を可能とする。 
3) センサ検証システム 
 自動化システムに接続する他船運航状況を検

知するシステムの検知性能を検証することを

可能とする。 
4) 避難シミュレーション 
 火災等の非常時の避難状況の検証を可能とす

る。 
5) 機関遠隔監視システム 
 機関の状態を陸上から監視することを可能と

する。 
各システムの名称として，FTSSを除いて機能を

示す一般的なものを使用している。なお，センサ検

証システム，避難シミュレーション及び機関遠隔監

視システムについては，検証対象の明確化等のコン

セプトの検討を2021年度に開始したところである

ため，SHS，FTSSを中心に説明する。また，船上

作業は多岐にわたり，評価手法は対象により異なる。

SHSやFTSSが対象とするのは，操船に係わる部分

であり次の機能となる。 
1) 自動操船（離着桟，避航，荒天下操船） 
2) 遠隔監視及び操船 
3) 緊急時操船（システムから乗組員への操船の

移譲） 
SHSやFTSSを認証及び開発に用いるためには，

対象となる自動化システム（自動避航操船等のアル

ゴリズムまたはアルゴリズムを組み込んだシステム）

を接続する必要があり，FMI（Functional Mock-
up Interface）と呼ばれる標準インタフェースを用

いることとした。また，対象船舶を再現するための

操縦運動モデルデータベースや対象海域等の情報を

考慮したシナリオを作成するシナリオデータベース

の作成についても検討している。 
 

 
図2 操船シミュレータイメージ(2021年3月作成) 

 

 
図3 操船シミュレータの概念図 
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組員が判断及び操船を行いシステムはそれらの支援

をする現在のレベルから，人の関与を必要とせずに

航行する完全な自律自動運航船のレベルまで，いく

つかの段階がありステップを踏んで開発が進んでい

くと考えられる。すなわち，船橋作業は完全な自律

型の自動運航船にいたる開発段階では，乗組員の係

わりを考慮した安全評価を行うことが必要となる。

例えば，緊急時等，システムで対応できないと判断

され乗組員に操船を引き継ぐ際の情報や時間の確保

について検証が必要である。また，自船の開発段階

にかかわらず，人が操船する既存船舶と共存するこ

とを考慮する必要があり，それらの船舶に違和感を

与えない操船であることが評価の対象となる。 
操船シミュレータは，このように人の関与を考慮

した評価が可能であることが特徴であり，また実海

域実験では再現が難しい環境やトラブルを含め，

様々な条件を検証するために必要である。 
操船シミュレータに求められる機能は次のとおり

である。また概念図を図3に示す。 
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1) 自動操船 
・任意の自動操船プログラムの接続 
・評価対象に対応した船体運動モデルの組み込み 

2) 遠隔監視及び操船 
・遠隔通信システム 
・情報提示機能の再現 
・通信速度，データの欠損等の再現 

3) 乗組員への操船の移譲，HMIの評価 
・情報提供機能の再現 
・操船切り替え装置及び機能の再現 
・評価対象に応じた表示デバイスと操作デバイ

スの再現 
・航海機器等の自由な配置，外部持ち込み機器

との接続機能 
4) 各種情報の組み込み 

・他船への自動避航機能の組み込み 
・各種センサ情報の作成 
・評価対象に合わせたセンサ情報の生成 
・情報の精度（ノイズ，データ欠損，更新間隔

等）の再現 
・エンジン，推進器，操舵装置の組み込み 
・非常時イベントの発現機能 
・センサ，機関，電源の故障等を再現 

5) テスト環境 
・テストケース作成機能 
・操船結果及び各種指標値の解析結果の表示 

現行の操船シミュレータにない新規機能も含まれ

ており，実装に向け検討を進めている。 
4.2 ファストタイムシップシミュレータ（FTSS） 

操船自動化システムの安全評価では，多種多様な

条件下でのシミュレーションが必要である。人の係

わりを考慮する必要がない場合には，実時間での出

力を行わず高速で計算を実施するファストタイムシ

ミュレーションを用いることが有効である。 
FTSSの概要を図4に示す。操船自動化システム

や環境，他船，センサ，船舶の運動計算等FTSS上
で動作する各シミュレーションモジュールは，

FMU（Functional Mock-up Unit）としてFMIを通

じて，またはDLL（Dynamic Link Library）とし

てシミュレーション管理モジュールと接続され，全

体が自動運航船の動作をテストするFTSSとして機

能する。各モジュールの概要は以下のとおりである。 
1) シミュレーション管理モジュール 
 シミュレータを構成するモジュール類の起動

やシナリオに基づく初期化，モジュールの実

行やモジュールから入出力されるデータの制

御，ログ出力，可視化のための出力，シナリオ

に基づく終了判断，時刻更新などの一連の動

作を行い，FTSSの動作を管理するものである。 
2) シナリオ管理DLL 
 シナリオ管理を担当し，シミュレーション管

理モジュールに対応したシナリオ作成，及び

シミュレーション実行時に使用する。シナリ

オ管理DLLは，シミュレーションを実行す
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3．総合シミュレーションシステムの概要 

総合シミュレーションシステムは次の5つのシス

テムで構成することを検討している。 
1) 操船シミュレータ（SHS：Ship Handling 

Simulator） 
 フルミッション型操船シミュレータである。

ヒューマン・マシン・インタフェース（HMI：
Human Machine Interface）の評価，緊急時の

乗組員への操船権の移譲のタイミングの評価，

既存船舶と併存する海域での操船行動評価な

ど，人の関与を考慮した評価を可能とする。 
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（FTSS：Fast Time Ship Simulator） 
 実時間よりも十分に短い時間でシミュレーシ

ョンを実施し，一定の条件下で網羅的な検証

を可能とする。 
3) センサ検証システム 
 自動化システムに接続する他船運航状況を検

知するシステムの検知性能を検証することを

可能とする。 
4) 避難シミュレーション 
 火災等の非常時の避難状況の検証を可能とす

る。 
5) 機関遠隔監視システム 
 機関の状態を陸上から監視することを可能と

する。 
各システムの名称として，FTSSを除いて機能を

示す一般的なものを使用している。なお，センサ検

証システム，避難シミュレーション及び機関遠隔監

視システムについては，検証対象の明確化等のコン

セプトの検討を2021年度に開始したところである

ため，SHS，FTSSを中心に説明する。また，船上

作業は多岐にわたり，評価手法は対象により異なる。

SHSやFTSSが対象とするのは，操船に係わる部分

であり次の機能となる。 
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いることとした。また，対象船舶を再現するための

操縦運動モデルデータベースや対象海域等の情報を

考慮したシナリオを作成するシナリオデータベース

の作成についても検討している。 
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1) 自動操船 
・任意の自動操船プログラムの接続 
・評価対象に対応した船体運動モデルの組み込み 

2) 遠隔監視及び操船 
・遠隔通信システム 
・情報提示機能の再現 
・通信速度，データの欠損等の再現 
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・評価対象に応じた表示デバイスと操作デバイ

スの再現 
・航海機器等の自由な配置，外部持ち込み機器

との接続機能 
4) 各種情報の組み込み 

・他船への自動避航機能の組み込み 
・各種センサ情報の作成 
・評価対象に合わせたセンサ情報の生成 
・情報の精度（ノイズ，データ欠損，更新間隔

等）の再現 
・エンジン，推進器，操舵装置の組み込み 
・非常時イベントの発現機能 
・センサ，機関，電源の故障等を再現 

5) テスト環境 
・テストケース作成機能 
・操船結果及び各種指標値の解析結果の表示 

現行の操船シミュレータにない新規機能も含まれ

ており，実装に向け検討を進めている。 
4.2 ファストタイムシップシミュレータ（FTSS） 

操船自動化システムの安全評価では，多種多様な

条件下でのシミュレーションが必要である。人の係

わりを考慮する必要がない場合には，実時間での出

力を行わず高速で計算を実施するファストタイムシ

ミュレーションを用いることが有効である。 
FTSSの概要を図4に示す。操船自動化システム

や環境，他船，センサ，船舶の運動計算等FTSS上
で動作する各シミュレーションモジュールは，
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てシミュレーション管理モジュールと接続され，全
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オ管理DLLは，シミュレーションを実行す
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るために必要な設定項目をシナリオファイル

から読み込み，シミュレーション管理モジュ

ールが使用できるように，シナリオ情報をロ

ードすることを目的とする。 
3) 自然環境計算DLL 
 自船・他船の時刻と位置によって変化する海

上風，海潮流を出力することを目的とする。

自船・他船の時刻と位置（XY）から，海上

風，海潮流，水深，天候，昼夜の情報の出力

を行う。計算速度向上のため，事前にこれら

の24時間分のグリッドデータの計算を行い

データセットを作成する機能も持つ。 
4) 交通環境・他船運航DLL 
 シナリオにより設定された値に基づいて，設

定数の他船を発生させ，それぞれの他船を運

航・自動避航させる。 
5) センサデータ変換FMU 
 自船状態・他船状態・自然環境のシミュレー

ション計算で求めた真値をベースに，計測器

の計測誤差を模擬したノイズを重畳し，船舶

の航海機器の出力を模擬した形に加工して操

船自動化システムの入力に整合するセンサデ

ータを作成・提供する。 
6) 操船システム接続インタフェース 
 FMI以外のインタフェースで構築された操

船自動化システムをシミュレーションシステ

ムにFMIで接続するためのインタフェース

である。操船自動化システムは多様な実行形

式や入力フォーマットを持つものが考えられ

るため，本インタフェースは容易に改造でき

ることが必要となる。現在は，FMI接続以外

にネットワークを介した接続を想定している。 
7) アクチュエータ指示値変換FMU  
 操船自動化システムからFMI等のインタフ

ェースを通じて受信した操船指示を実際のア

クチュエータが入力として受け入れられる形

に変換するとともに，アクチュエータの機械

的な応答を模擬してアクチュエータの現在値

（回転数，舵角等）として船体運動計算FMU
に出力する。 

8) 船体運動計算FMU 
 船体運動計算FMUは，アクチュエータ指示値

変換FMU・自然環境計算DLLで計算された

船舶の運転情報と自然環境の状態量を，FMI
を介して入力し，自船の状態量の時間更新の

計算を行い，FMIを介してシミュレーショ

ン管理モジュールに出力する。なお，主要目

とアクチュエータ構成から操縦運動モデルの

設定に必要な操縦運動パラメータを出力する

操縦運動シミュレーションツールを作成し，

避航操船等の評価では，生成されたパラメー

タを本FMUで使用することを検討している。 
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 シミュレーションにより出力された可視化ロ
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示により可視化することで，実行結果をより

詳細に分析する機能を提供する（図5）。評価
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て図6に示す。SHSでは，計算の実行時に景観画像

や航海機器の表示部分等のデータの作成が追加され

るが，基本的な流れは同じである。 
1) シナリオ作成 
 シナリオ作成では，シミュレーションの初期

条件を設定する。ここでは，自船の状態や位

置，計画航路（変針点の情報），他船の配置

や速度等の交通流や波や風，昼夜間等の自然

環境の条件，水深，航行障害物等地理的条件

が設定される。シナリオ作成用のエディタを

用いてテキストファイルとして作成される。

4.2節の2) シナリオ管理DLLがシナリオファ

イルのロードを担当する。 
2) 計算実行 
 シミュレーション計算は，図6に示すように

1サイクル毎にデータを更新し終了条件を満

たすまで計算を継続する。終了条件はシナリ

オで決定され，最後の変針点に到達した場合

等が用いられる。4.2節の3) ～8)が担当する。 
3) 結果解析・評価 
 自船及び他船の航跡，針路，船速に加え自動

化システムの出力等も記録し，操船結果を評

価することができる。また任意のタイミング

から再現を可能とするなど開発時に対象のシ

ステムへのフィードバックが容易なデバッグ

環境の構築を検討している。 
4.4 標準インタフェース（FMI） 

FMIは，XMLファイル，バイナリ，Cコードを

組み合わせて1つのファイルにzip圧縮したものを使

い，動的モデルを交換するためのコンテナとインタ

フェースを定義したフリーの標準規格であり，コー

ド及びドキュメントは公開されている2)。 
開発や利用はまず自動車分野で進められた。シス

テムの開発において，開発各社の様々なシミュレー

ションツールで記述されたモデルを接続するのは容

易ではないが，シミュレーションツールを統一する

のは現実的ではない。そのため，ツールに依存しな

いモデル接続のための共通インタフェースを規格化

し，異なるシミュレーションツール間でのモデルの

交換と接続を目的として，欧州の公的プロジェクト

としてFMIが構築された。海事分野においても，

ノルウェーを中心にFMIを適用したシミュレーシ

ョンプラットフォームの構築が進められており，海

事に特化したコードが公開されている3)。 
当所のシミュレーションシステムにおいても，前

述のとおり開発各社及び開発対象によって異なる自

動化システム，センサデータ，アクチュエータ及び

船体運動はFMIを用いて構築され，任意のシステ

ムの接続を可能とする。 

5．シミュレーションを用いた評価法検討 

5.1 SHSとFTSS 

SHSは，主に，操船者の主観的評価と限られた

シナリオに対する操船結果を得るために用いられる。

避航操船機能の評価においては，自船及び他船の避

航操船の状況の妥当性の評価と，自動避航操船機能

のHMIの評価に用いられる。また，避航操船がで

きない場合に操船者に操船を移譲することとなって

いる場合は，この移譲が適切に行われるかどうかの

評価にも用いる。 
SHSによる評価では，より実際の航行環境に対

応した評価結果が使用体験に基づく主観的評価とと

もに得られるが，全ての見合い関係のシナリオを評

価することは困難である。このため，妥当性確認計

画に基づいたシステム安全妥当性の確認，認証者が

設定する網羅的な環境条件下での妥当性試験は

FTSSで評価を行うこととなる。FTSSの評価にお

いて判断の難しいシナリオを，SHSにおいて操船

経験者による検証の対象とすることで効率的，効果

的に評価が進められると考えている。 
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るために必要な設定項目をシナリオファイル

から読み込み，シミュレーション管理モジュ

ールが使用できるように，シナリオ情報をロ

ードすることを目的とする。 
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 シナリオにより設定された値に基づいて，設
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航・自動避航させる。 
5) センサデータ変換FMU 
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ション計算で求めた真値をベースに，計測器

の計測誤差を模擬したノイズを重畳し，船舶

の航海機器の出力を模擬した形に加工して操

船自動化システムの入力に整合するセンサデ

ータを作成・提供する。 
6) 操船システム接続インタフェース 
 FMI以外のインタフェースで構築された操

船自動化システムをシミュレーションシステ

ムにFMIで接続するためのインタフェース

である。操船自動化システムは多様な実行形

式や入力フォーマットを持つものが考えられ

るため，本インタフェースは容易に改造でき

ることが必要となる。現在は，FMI接続以外

にネットワークを介した接続を想定している。 
7) アクチュエータ指示値変換FMU  
 操船自動化システムからFMI等のインタフ

ェースを通じて受信した操船指示を実際のア

クチュエータが入力として受け入れられる形

に変換するとともに，アクチュエータの機械

的な応答を模擬してアクチュエータの現在値

（回転数，舵角等）として船体運動計算FMU
に出力する。 
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計算を行い，FMIを介してシミュレーショ

ン管理モジュールに出力する。なお，主要目

とアクチュエータ構成から操縦運動モデルの

設定に必要な操縦運動パラメータを出力する

操縦運動シミュレーションツールを作成し，

避航操船等の評価では，生成されたパラメー

タを本FMUで使用することを検討している。 
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ステムへのフィードバックが容易なデバッグ

環境の構築を検討している。 
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組み合わせて1つのファイルにzip圧縮したものを使

い，動的モデルを交換するためのコンテナとインタ

フェースを定義したフリーの標準規格であり，コー

ド及びドキュメントは公開されている2)。 
開発や利用はまず自動車分野で進められた。シス

テムの開発において，開発各社の様々なシミュレー
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事に特化したコードが公開されている3)。 
当所のシミュレーションシステムにおいても，前

述のとおり開発各社及び開発対象によって異なる自
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5．シミュレーションを用いた評価法検討 
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きない場合に操船者に操船を移譲することとなって

いる場合は，この移譲が適切に行われるかどうかの

評価にも用いる。 
SHSによる評価では，より実際の航行環境に対

応した評価結果が使用体験に基づく主観的評価とと

もに得られるが，全ての見合い関係のシナリオを評

価することは困難である。このため，妥当性確認計

画に基づいたシステム安全妥当性の確認，認証者が

設定する網羅的な環境条件下での妥当性試験は

FTSSで評価を行うこととなる。FTSSの評価にお

いて判断の難しいシナリオを，SHSにおいて操船

経験者による検証の対象とすることで効率的，効果

的に評価が進められると考えている。 
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5.2 評価用シナリオ 

自動避航操船機能等の自動化システムの認証にお

いて，ソフトウェアの信頼性，妥当性についてはハ

ザードを特定して試験項目として設定し，その状況

でのシミュレーションを行い，問題点のないことを

確認する必要がある。ハザードとしては，他船との

遭遇，見合い関係の判断，信号のロスト等を考慮し，

網羅的な環境条件下でのシナリオを設定し，テスト

を行う。 
避航アルゴリズムの評価をFTSSで実施する場合

の評価シナリオは，1対1の遭遇で基本機能を確認

するためのシナリオと，輻輳海域を想定した他船と

の多重遭遇シナリオが考えられる。1対1の遭遇に

ついては，見張りが行われる範囲に限定することで

必要なシナリオ数は有限となり，相手船の配置，針

路，速度を網羅的に設定したシナリオが作成される。

また，多重遭遇については，シナリオが無限に作成

できるため，避航操船機能に主題をおいた場合は，

以下の観点からシナリオを作成する。 
1) ランダムに遭遇他船を設定 
2) AIS（Automatic Identification System：船

舶自動識別装置）データ等に記録された航跡

から頻発する見合い関係及び操船が困難と思

われる見合い関係を抽出 
3) 避航操船関係の論文等から，避航操船機能評

価に使われたシナリオを収集4) 
4) 海難事故例からシナリオを抽出5) 
AISデータを用いたシナリオの作成について，自

動車分野では，蓄積した交通流観測データを体系的

なカテゴリに分類して蓄積することでシナリオデー

タベースを形成する，データ分類型シナリオベース

アプローチが提案されている6)。AISデータには，

船位，対地速度，船首方位，MMSI，IMO番号，

目的地等の情報が含まれており7)，個々のデータを

MMSI等の船舶固有の情報で船舶毎に振り分け，時

刻順にソートすることにより航跡が得られることか

ら，同様な手法を用いてシナリオデータベースを構

築することを検討している。なお，AIS非搭載船の

再現は，500GT未満の内航船ではAIS搭載船のデー

タからの推定やレーダデータの利用等により，漁船

では漁協等へのヒアリングなどにより対象となる海

域の航行状況を調査し，現況を反映したモデルを作

成しシナリオに付加することを検討している。 
5.3 評価指標検討 

避航操船の評価指標として，実験時に取得された

航跡や操船記録を用いて最接近距離（DCPA）や最

接近時間（TCPA），表1に示すような従来の衝突危

険度などの定量的な評価等を組み合わせることが考

えられる。また，ノルウェーを中心に法令への適合

性を評価する方法が提唱されている8) 9)。この評価

法では， The Convention on the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea

（COLREGs）に挙げられる3種類の船舶見合い関係

である，行会い（head-on），横切り（crossing），
追い越し（overtaking）における避航の評価が行わ

れている。また，操船者の主観的評価及び主観的危

険度を適用した評価10)，OZTを利用した評価等11)い

くつか提案されている。 

表1 衝突危険度 

対象 評価指標 概要 

衝突 
危険度 

CJ12) 相手船との相対方位とその変化率，2船間距離とその変化率から衝

突の危険度を計算する。 
SJ13) 相手船との相対距離及び相対方位変化を，見合い関係を考慮した3

段階でファジー表現し，両変数の組み合わせにより2船の衝突危険

度を3（安全）から-3（危険）の指標で示す。 
CR14) TCPAとDCPAを変数として，船長及び操縦性能を考慮したファジ

ー推論により2船の衝突危険度を示す。 

操船 
困難度 

BC15) 他船による衝突危険度に変速と変針による避航手段の選好度に応

じた重みを乗じて，周囲に存在する船舶によって閉塞される度合

い（避航操船空間閉塞度）を求めて操船困難性を評価する。 
ES16) 操船者に課される負荷の大きさを，障害物や他船との衝突の危険

が顕在化するまでの時間余裕を操船者が感じる危険感に置き換え

ることにより定量化して示す。 
OZT11) 自船の進行方向で相手船の存在により妨害される領域をOZT

（Obstacle Zone by Target）とし，OZTの分布から自船の避航操船

余裕を評価する。 
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自動運航船が航行のルールを遵守することは，海

難事故防止のためにも重要なことであるが，現行の

ルールは人の操船を前提に曖昧さを含んだものとな

っており7)，定量的な評価が困難である。ノルウェ

ーで提唱されている手法では，複数のパラメータを

用いてルールを数式で示し評価する。パラメータは

過去の事故事例や避航について述べた論文等から導

出しており，検討の余地があるが定量的評価手法と

して興味深いものである。また，複数船舶が影響し

合う見合いでは，船員の常務（Good Seamanship）
に則り操船することが求められる。関係が明らかな

見合いについては，ルールに従って評価し，複雑な

見合いについては主観的な観点を用いた評価を行う

など対象に応じた評価指標が必要である。なお，シ

ステムとしてはどちらの評価も満たす必要があると

考えている。 

6．まとめ 

当所で開発中の総合シミュレーションシステムの

概要と自動避航操船を対象とした評価法について述

べた。自動運航船の実用化には，安全性評価は不可

欠であり，またそれらの基準は今後開発の目安にも

なるものである。MEGURI2040プロジェクトに参

画の開発事業者を始めとする関係各社と連携し，開

発を支える総合シミュレーションシステム，及び安

全性評価基準の整備を進めていきたい。 

謝辞 
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一般財団法人日本船舶技術研究協会が行う

「MEGURI2040に係る安全性評価」事業の委託研

究として行われております。関係各位に深く感謝申

し上げます。 

参考文献 

1) 自動走行ビジネス検討会：自動走行の実現及び

普及に向けた取組報告と方針（2021年4月） 
2) Blochwitz Torsten, Martin Otter, et al.: The 

Functional Mockup Interface for Tool 
independent Exchange of Simulation Models, 
Preprint of the 8th International Modelica 
Conference,（2011） 

3) Open Simulation Platform, Maritime 
Reference Models: https://open-simulation-
platform.github.io/demo-cases 

4) 例えば，今津隼馬：避航法に関する研究，東京

大学博士論文（1987年） 
5) 南真紀子，丹羽康之，庄司るり：事故事例を参

考にした自動運航船安全評価シナリオの作成に

関する検討，日本航海学会講演予稿集vol.7
（2019年） 

6) 日本自動車工業会：自動運転の安全性評価フレ

ームワークVer1.0（2020年10月） 
7) 増田憲司，原大地，西澤慶介：AISの概要とデ

ータ構成，日本航海学会誌，第188号（2014
年） 

8) K.Woerner et al.: Quantifying protocol 
evaluation for autonomous collision 
avoidance, Autonomous Robots, Vol.43

（2019.4.） 
9) P.K.E. Minne: Automatic testing of maritime 

collision avoidance algorithms, 
http://hdl.handle.net/11250/2452112

（2017.） 
10) 中村紳也，岡田尚樹：自動避航システムの安全

性評価，航海学会論文集vol.142（2020年） 
11) 西崎ちひろ，榧野純，庄司るり，今津隼馬：

OZTを用いた伊豆大島西方海域における衝突危

険の遭遇特徴に関する解析，航海学会論文集

vol.139（2018年） 
12) 小林弘明，遠藤真：船舶避航操縦の解析-人

間・機械系解析の観点より-，航海学会論文集

vol.56（1976年） 
13) 原潔：輻輳海域における避航操船基準の有効

性，航海学会論文集vol.85（1991年） 
14) An Intelligent Ship Handling Simulator With 

Automatic Collision Avoidance Function of 
Target Ships, INSLC17（2012年） 

15) 長澤明，原潔，井上欣三，小瀬邦治：避航操船

環境の困難度Ⅱ，航海学会論文集vol.88（1992
年） 

16) 井上欣三，増田憲司，世良亘：海上交通安全評

価のための技術的ガイドライン策定に関する研

究-Ⅰ，航海学会論文集vol.98（1997年） 

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

仮（P.26）

NK技報No4（和文）_1.indd   26NK技報No4（和文）_1.indd   26 2021/11/01   11:112021/11/01   11:11



 
 
 
 ClassNK技報 No.4，2021（Ⅱ） 

－24－ 

5.2 評価用シナリオ 

自動避航操船機能等の自動化システムの認証にお

いて，ソフトウェアの信頼性，妥当性についてはハ

ザードを特定して試験項目として設定し，その状況

でのシミュレーションを行い，問題点のないことを

確認する必要がある。ハザードとしては，他船との

遭遇，見合い関係の判断，信号のロスト等を考慮し，

網羅的な環境条件下でのシナリオを設定し，テスト

を行う。 
避航アルゴリズムの評価をFTSSで実施する場合

の評価シナリオは，1対1の遭遇で基本機能を確認

するためのシナリオと，輻輳海域を想定した他船と

の多重遭遇シナリオが考えられる。1対1の遭遇に

ついては，見張りが行われる範囲に限定することで

必要なシナリオ数は有限となり，相手船の配置，針

路，速度を網羅的に設定したシナリオが作成される。

また，多重遭遇については，シナリオが無限に作成

できるため，避航操船機能に主題をおいた場合は，

以下の観点からシナリオを作成する。 
1) ランダムに遭遇他船を設定 
2) AIS（Automatic Identification System：船

舶自動識別装置）データ等に記録された航跡

から頻発する見合い関係及び操船が困難と思

われる見合い関係を抽出 
3) 避航操船関係の論文等から，避航操船機能評

価に使われたシナリオを収集4) 
4) 海難事故例からシナリオを抽出5) 
AISデータを用いたシナリオの作成について，自

動車分野では，蓄積した交通流観測データを体系的

なカテゴリに分類して蓄積することでシナリオデー

タベースを形成する，データ分類型シナリオベース

アプローチが提案されている6)。AISデータには，

船位，対地速度，船首方位，MMSI，IMO番号，

目的地等の情報が含まれており7)，個々のデータを

MMSI等の船舶固有の情報で船舶毎に振り分け，時

刻順にソートすることにより航跡が得られることか

ら，同様な手法を用いてシナリオデータベースを構

築することを検討している。なお，AIS非搭載船の

再現は，500GT未満の内航船ではAIS搭載船のデー

タからの推定やレーダデータの利用等により，漁船

では漁協等へのヒアリングなどにより対象となる海

域の航行状況を調査し，現況を反映したモデルを作

成しシナリオに付加することを検討している。 
5.3 評価指標検討 

避航操船の評価指標として，実験時に取得された

航跡や操船記録を用いて最接近距離（DCPA）や最

接近時間（TCPA），表1に示すような従来の衝突危

険度などの定量的な評価等を組み合わせることが考

えられる。また，ノルウェーを中心に法令への適合

性を評価する方法が提唱されている8) 9)。この評価

法では， The Convention on the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea

（COLREGs）に挙げられる3種類の船舶見合い関係

である，行会い（head-on），横切り（crossing），
追い越し（overtaking）における避航の評価が行わ

れている。また，操船者の主観的評価及び主観的危

険度を適用した評価10)，OZTを利用した評価等11)い

くつか提案されている。 

表1 衝突危険度 

対象 評価指標 概要 

衝突 
危険度 

CJ12) 相手船との相対方位とその変化率，2船間距離とその変化率から衝

突の危険度を計算する。 
SJ13) 相手船との相対距離及び相対方位変化を，見合い関係を考慮した3

段階でファジー表現し，両変数の組み合わせにより2船の衝突危険

度を3（安全）から-3（危険）の指標で示す。 
CR14) TCPAとDCPAを変数として，船長及び操縦性能を考慮したファジ

ー推論により2船の衝突危険度を示す。 

操船 
困難度 

BC15) 他船による衝突危険度に変速と変針による避航手段の選好度に応

じた重みを乗じて，周囲に存在する船舶によって閉塞される度合

い（避航操船空間閉塞度）を求めて操船困難性を評価する。 
ES16) 操船者に課される負荷の大きさを，障害物や他船との衝突の危険

が顕在化するまでの時間余裕を操船者が感じる危険感に置き換え

ることにより定量化して示す。 
OZT11) 自船の進行方向で相手船の存在により妨害される領域をOZT

（Obstacle Zone by Target）とし，OZTの分布から自船の避航操船

余裕を評価する。 
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自動運航船が航行のルールを遵守することは，海

難事故防止のためにも重要なことであるが，現行の

ルールは人の操船を前提に曖昧さを含んだものとな

っており7)，定量的な評価が困難である。ノルウェ

ーで提唱されている手法では，複数のパラメータを

用いてルールを数式で示し評価する。パラメータは

過去の事故事例や避航について述べた論文等から導

出しており，検討の余地があるが定量的評価手法と

して興味深いものである。また，複数船舶が影響し

合う見合いでは，船員の常務（Good Seamanship）
に則り操船することが求められる。関係が明らかな

見合いについては，ルールに従って評価し，複雑な

見合いについては主観的な観点を用いた評価を行う

など対象に応じた評価指標が必要である。なお，シ

ステムとしてはどちらの評価も満たす必要があると

考えている。 

6．まとめ 

当所で開発中の総合シミュレーションシステムの

概要と自動避航操船を対象とした評価法について述

べた。自動運航船の実用化には，安全性評価は不可

欠であり，またそれらの基準は今後開発の目安にも

なるものである。MEGURI2040プロジェクトに参

画の開発事業者を始めとする関係各社と連携し，開

発を支える総合シミュレーションシステム，及び安

全性評価基準の整備を進めていきたい。 
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自動運航船の自動化レベルについて 
 

 
福戸 淳司＊ 

 
1．はじめに 

現在，急速に進展したICTやセンサ技術を背景に，

航行の安全性の向上と海上での労働環境の改善を目

的に自動運航船の研究開発が進んでおり，日本のみ

ならず世界各国で実用化に向けた実証実験等が行わ

れ，数年以内に実用化される勢いである。日本にお

いても， 2019年より日本財団の助成のもと，

MEGURI2040プロジェクト（無人運航船の実証実

験にかかる技術開発共同プログラム）が進められて

おり，2021年度末までに，同プロジェクトに参加

した5つのコンソシアムで6隻の無人運航船の実証

が行われる。 
一方，こうしたシステムの実用化においては，社

会に受け入れられることが重要であり，受容性を高

め普及させるためには，自動運航船を知ってもらい，

自動運航船を安全なものと理解してもらう必要があ

る。（一財）日本船舶技術研究協会は，無人運航船

の実用化を支え，その社会における受容性を高め，

普及を支援するため，2020年度より4年計画で，日

本財団の助成のもと，MEGURI2040プロジェクト

と連動して，「無人運航船に係わる安全性評価事業」

を実施している。本事業では，MEGURI2040プロ

ジェクトの実証実験の事前評価及び安全評価を行う

安全評価環境の整備を行うとともに，無人運航船の

実現時に必要となる安全上の要件を取りまとめ，自

動・遠隔及び無人運航を統一して取り扱うガイドラ

インを策定する事となっている。 
ここまで，無人運航船あるいは自動運航船といっ

た言葉を使ってきたが，この言葉からイメージされ

る船舶あるいは操船のイメージは必ずしも固まって

いない。例えば，無人運航船についても，無人とは

何を意味しているのか？，運転時に船員の介入はあ

るのか？等，人により想定しているイメージが異な

る。特に，人との関わりを考慮した操船の形態には，

手動操船から，完全自動操船まで多様な形態があり，

開発や評価の対象となる自動操船（運転）システム

がどの形態であるのか等システムのイメージについ

て関係者間で共通の認識を持つ必要がある。 
このため，本報告では，自動化システムとこれを

                                                      
＊ 一般財団法人 日本船舶技術研究協会 

用いる運転員との関わりを定義する自動化レベルと

その要件について報告する。 

2．制御モードと自動化レベルについて 

一般に，船舶の操船等制御対象を望む状態に移

行・保持するようなタスクを運転員が実施する際は，

運転員は制御対象の情報を自身の五感を通じて収集

し，収集した情報を基に状況を認識し，実行すべき

行動を判断する。次に，制御システムを通じて実行

内容を制御対象のアクチュエータに指示し制御対象

の行動変化をもたらす。このループを繰り返すこと

によりタスクを実現する。さらに，制御対象が大き

い場合あるいは遠隔にある場合は，制御対象の情報

は自身の五感の他，センサで収集し表示器に統合表

示して得る事となる。この制御ループは，制御対象，

センサ，情報表示器（ディスプレー），運転員，制

御器（コントローラ）及びアクチュエータから構成

される。自動化はこのループの中に制御システムが

入り，運転員に代わり，センサ情報の統合表示や行

動判断及びその行動を実現する操作指示を行う。 
この制御には，導入される制御システムと人間の

関わりにより手動から完全自動までいくつかの段階

がある。Sheridanは，遠隔ロボットの監視制御

（Supervisory control）の研究等を通じて，図1に示

す制御モード1)を定義している。 
図中(a)は，「手動制御モード」の状況を表す。図

中(b)は，制御システムがループ中に入り情報の収

図1 制御モードの範囲1) 
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自動運航船の自動化レベルについて 
 

 
福戸 淳司＊ 

 
1．はじめに 

現在，急速に進展したICTやセンサ技術を背景に，

航行の安全性の向上と海上での労働環境の改善を目

的に自動運航船の研究開発が進んでおり，日本のみ

ならず世界各国で実用化に向けた実証実験等が行わ

れ，数年以内に実用化される勢いである。日本にお

いても， 2019年より日本財団の助成のもと，

MEGURI2040プロジェクト（無人運航船の実証実

験にかかる技術開発共同プログラム）が進められて

おり，2021年度末までに，同プロジェクトに参加

した5つのコンソシアムで6隻の無人運航船の実証

が行われる。 
一方，こうしたシステムの実用化においては，社

会に受け入れられることが重要であり，受容性を高

め普及させるためには，自動運航船を知ってもらい，

自動運航船を安全なものと理解してもらう必要があ

る。（一財）日本船舶技術研究協会は，無人運航船

の実用化を支え，その社会における受容性を高め，

普及を支援するため，2020年度より4年計画で，日

本財団の助成のもと，MEGURI2040プロジェクト

と連動して，「無人運航船に係わる安全性評価事業」

を実施している。本事業では，MEGURI2040プロ

ジェクトの実証実験の事前評価及び安全評価を行う

安全評価環境の整備を行うとともに，無人運航船の

実現時に必要となる安全上の要件を取りまとめ，自

動・遠隔及び無人運航を統一して取り扱うガイドラ

インを策定する事となっている。 
ここまで，無人運航船あるいは自動運航船といっ

た言葉を使ってきたが，この言葉からイメージされ

る船舶あるいは操船のイメージは必ずしも固まって

いない。例えば，無人運航船についても，無人とは

何を意味しているのか？，運転時に船員の介入はあ

るのか？等，人により想定しているイメージが異な

る。特に，人との関わりを考慮した操船の形態には，

手動操船から，完全自動操船まで多様な形態があり，

開発や評価の対象となる自動操船（運転）システム

がどの形態であるのか等システムのイメージについ

て関係者間で共通の認識を持つ必要がある。 
このため，本報告では，自動化システムとこれを

                                                      
＊ 一般財団法人 日本船舶技術研究協会 

用いる運転員との関わりを定義する自動化レベルと

その要件について報告する。 

2．制御モードと自動化レベルについて 

一般に，船舶の操船等制御対象を望む状態に移

行・保持するようなタスクを運転員が実施する際は，

運転員は制御対象の情報を自身の五感を通じて収集

し，収集した情報を基に状況を認識し，実行すべき

行動を判断する。次に，制御システムを通じて実行

内容を制御対象のアクチュエータに指示し制御対象

の行動変化をもたらす。このループを繰り返すこと

によりタスクを実現する。さらに，制御対象が大き

い場合あるいは遠隔にある場合は，制御対象の情報

は自身の五感の他，センサで収集し表示器に統合表

示して得る事となる。この制御ループは，制御対象，

センサ，情報表示器（ディスプレー），運転員，制

御器（コントローラ）及びアクチュエータから構成

される。自動化はこのループの中に制御システムが

入り，運転員に代わり，センサ情報の統合表示や行

動判断及びその行動を実現する操作指示を行う。 
この制御には，導入される制御システムと人間の

関わりにより手動から完全自動までいくつかの段階

がある。Sheridanは，遠隔ロボットの監視制御

（Supervisory control）の研究等を通じて，図1に示

す制御モード1)を定義している。 
図中(a)は，「手動制御モード」の状況を表す。図

中(b)は，制御システムがループ中に入り情報の収

図1 制御モードの範囲1) 
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集・表示を行うと共に運転員が設定した制御コマン

ドをアクチュエータに伝えるが，制御自体は運転員

が行う。(c)及び(d)は制御の一部を制御システムが

担うもので，制御システムで小さいループを形成し

ており，(c)は，運転員のループが主，制御システ

ムのループが補助となっており，(d)では，制御シ

ステムのループが主，運転員ループが補助となって

いる。この制御モードは，「監視制御モード」と呼

ばれており，運転員は，制御対象と制御システムの

動作を監視し，必要に応じて，制御コマンドを出す

ことにより，制御システムの制御に介入して制御目

標を実現する。最後の(e)は，「完全自動制御モード」

で，運転員は，情報表示器を介して制御対象と制御

システムの動作の監視はできるが，制御システムへ

の介入はできない。この制御モードの考えは，運転

員がどのように制御に関わっているかを表す指標と

なる。 
さらに，Sheridanは，自動制御システムと運転

員の関わりを示すレベルとして，10段階の自動化

レベル1)を示した。この自動化レベルは，運転員が

与えられる情報と取り得る操作方法を中心にまとめ

られている。表1にこの自動化レベルを示す。 
 

表1 Sheridanの自動化レベル1) 2) 

自動化
レベル 定義 

1 システムの支援なしに，全てを人が実
行。 

2 システムは全ての選択肢を提示し，人は
その内の1つを選択して実行。 

3 システムは有効な少数の選択肢を提示。
それらのいずれかを実行するか否かは人
が決定し，全てを人が実行。 

4 システムは可能な選択肢の中から1つを
選びこれを人に提案。それを実行するか
否かは人が決定し，全てを人が実行。 

5 システムは1つの案を人に提示。人が了
承すれば，システムが実行。 

6 システムは1つの案を人に提示。人が一
定時間内に実行中止を指令しない限り，
システムはその案を実行。 

6.5 システムは1つの案を提示すると同時
に，その案を実行。 

7 システムが全てを行い，何を実行したか
を人に報告。 

8 システムが全てを決定・実行。人による
問い合わせがあれば，何を実行したかを
報告。 

9 システムが全てを決定・実行。何を実行
したかを人に報告するのは，報告の必要
性をシステムが認めた時のみ。 

10 システムが全てを決定・実行。 
 

なお，表1には，自動化により引き起こされる驚

きを緩和する目的で追加したレベル6.5を加えた11
段階の自動化レベル2)を示す。 

ここで，人との関わりで大きく変わる段階として

は，以下がある。 
(1) レベル1と2の間で，制御の方針決定の参考と

なる支援情報の提供の有無。 
(2) レベル4と5の間で，人による制御の実行から，

システムによる制御に移行。 
(3) レベル6と7の間で，人による介入手段がなく

なると共に，システムは制御結果の報告のみ

を行う。 
(4) レベル9とレベル10の間では，人への報告さ

えも行わなくなる。 
制御モードの観点から見ると，レベル1からレベ

ル4までが手動制御モード，レベル5からレベル6ま
でが監視制御モード，レベル6.5以降が完全自動制

御モードとなる。 
このSheridanの自動化のレベルは，航空機や原

子力プラントの運転の自動化についてのヒューマン

ファクタの検討に利用されている他，米国NHTSA 
（National Highway Traffic Safety Administration）
の自動化レベル2および3の自動運転概念のヒュー

マンファクタの検討3)においても，最も広く使用さ

れている自動化システムの分類法として紹介されて

いる。このように，Sheridanの自動化のレベルは，

手動制御から完全自動制御までをカバーし，経験の

少ない無人運航船の自動化レベルの設定に際し，そ

の定義および定義の設定時に考慮すべき事項の検討

に資すると考えられる。 

3．他の輸送機関の自動化レベル 

ここでは，船舶以外の自動化レベルとして，自動

車の運転自動化レベルおよびドローンの飛行レベル

について報告する。 
3.1 自動車の運転自動化レベル 

自動車の運転自動化レベルは，2010年代の初め

から 2015年頃まで，German Federal Highway 
Research Institute（BASt）4)，National Highway 
Traffic Safety Administration （ NHTSA ） 5) ，

Society of Automotive Engineers（SAE）6)等の機

関で独自に作成されていた。 
2016年になると，NHTSAおよびEuropean Road 

Transport Research Advisory Council（ERTRAC）

は，SAEの文書 SAE J3016で定義された運転自動

化レベル（LoDA：Level of Driving Automation）
を採用するとの判断があり，以降，自動運転システ
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ムの運転自動化レベルは，世界的にSAEのレベル

が採用されるようになった。 
3.1.1 SAEの運転自動化レベル 

SAEの最初の運転自動化レベルは，2014年に

SAE J3016（2014）6)として，陸上の自動車を対象

に発表された。 
運転自動化レベルは，運転自動化システムの分類

法で，運転員と運転自動化システムの相互の役割の

違いで，レベルを分類しており， SAE J3016
（2014）6)では，表2の6つの分類になっている。 

 
表2 SAEの2014年度版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

運転員が環境監視 
LoDA 1  
手動 

運転員が，全ての動的運転タスクを
行う。 

LoDA 2  
運転員支
援 

システムが操舵操作か加減速のどち
らかを運転支援し，残りの動的運転
タスクを運転員が実施する。 

LoDA 3  
部分自動 

システムが操舵操作と加減速のどち
らも運転支援し，残りの動的運転タ
スクを運転員が実施する。 

自動運転システムが環境監視 
LoDA 4  
条件付き
自動 

いくつかの運転モードでシステムが
全ての動的運転タスクを行う。緊急
時は運転員が介入。 

LoDA 5  
高度自動 

運転員が介入要求に応答しない場合
でも，いくつかの運転モードで全て
の動的運転タスクを行う。 

LoDA 6  
完全自動 

全ての運転モードで，全ての動的運
転タスクをシステムが全て操作。 

 
表中の「運転モード」とは，運転シナリオのタイ

プを表し，高速道路走行や渋滞運転等が挙げられる。

ま た ，「 動 的 運 転 タ ス ク 」（ DDT ： Dynamic 
Driving Task）は，自動車を運転するために必要な

機能を表し，例として加減速，レーン保持等が挙げ

られる。 
なお，SAE J3016は，過去2回の改訂があり，第

3版が2021年4月に公開された。これまでの主な追

加事項としては，以下が挙げられる。 
・ LoDA へ の フ ォ ー ル バ ッ ク 機 能 （ DDT 

Fallback）の関連付け 
・自動化システムである自動運転システム

（ADS：Automated Driving System）の遠隔

制御を含む機能の明確化 
・自動化システムの限界と限界を超えた時の対応

を自動化レベルに組み込むための，運用設計ド

メイン（ODD：Operational Design Domain）
の概念の導入 

・障害物およびイベント検出・対応（OEDR：

Object and Event Detection and Response）
サブタスクの概念の導入 

・運転における3つの主要な役割であるユーザー，

運転自動化システム，およびその他の車両システ

ムとコンポーネントについての詳細記述の追加 
 
LoDAを分けるファクタは，追加した項目をもと

に，下記のようにまとめることができ，表3に示す

2021年に改定されたSAEの運転自動化レベルの定

義7)には取り込まれている。 
a) 運転自動化システムが，DDTの縦方向または

横方向の車両運動制御サブタスクを実行する

かどうか。 
b) 運転自動化システムが，DDTの縦方向と横方

向の両方の車両運動制御サブタスクを同時に

実行するかどうか。 
c) 運転自動化システムがDDTのOEDRサブタス

クも実行するかどうか。 
d) 運転自動化システムがDDTフォールバックも

実行するかどうか。 
e) 運転自動化システムがODDによって制限され

ているかどうか。 
 
表3 SAEの2021年版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

LoDA 0  
運転の自
動化なし 

アクティブセーフティシステムによ
る支援も含めた，DDT全体の運転員
による運転。 

LoDA 1  
運転支援 

運転自動化システムが動的運転タス
クの内の横方向または縦方向の車両
運動制御サブタスクをODD範囲内で
実施し，その他のタスクを運転員が
実施することによる持続的な運転。 

LoDA 2  
部分的な
運転自動
化 

運転自動化システムが動的運転タス
クの横方向および縦方向の車両運動
制御サブタスクをODD範囲内で実施
し，運転員が障害物検出タスクを実
施するとともに運転自動化システム
を監視制御する持続的な運転。 

LoDA 3  
条件付き
運転自動
化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクをODD内で実施し，フォー
ルバック要員が運転自動化システム
の介入要求の他，他のシステムの不
具合にも対応することによる持続的
な運転。 

LoDA 4  
高度な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックをODD内
で実施することによる持続的な運
転。 

LoDA 5  
完全な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックを実施す
ることによる持続的な運転。 
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集・表示を行うと共に運転員が設定した制御コマン

ドをアクチュエータに伝えるが，制御自体は運転員

が行う。(c)及び(d)は制御の一部を制御システムが

担うもので，制御システムで小さいループを形成し

ており，(c)は，運転員のループが主，制御システ

ムのループが補助となっており，(d)では，制御シ

ステムのループが主，運転員ループが補助となって

いる。この制御モードは，「監視制御モード」と呼

ばれており，運転員は，制御対象と制御システムの

動作を監視し，必要に応じて，制御コマンドを出す

ことにより，制御システムの制御に介入して制御目

標を実現する。最後の(e)は，「完全自動制御モード」

で，運転員は，情報表示器を介して制御対象と制御

システムの動作の監視はできるが，制御システムへ

の介入はできない。この制御モードの考えは，運転

員がどのように制御に関わっているかを表す指標と

なる。 
さらに，Sheridanは，自動制御システムと運転

員の関わりを示すレベルとして，10段階の自動化

レベル1)を示した。この自動化レベルは，運転員が

与えられる情報と取り得る操作方法を中心にまとめ

られている。表1にこの自動化レベルを示す。 
 

表1 Sheridanの自動化レベル1) 2) 

自動化
レベル 定義 

1 システムの支援なしに，全てを人が実
行。 

2 システムは全ての選択肢を提示し，人は
その内の1つを選択して実行。 

3 システムは有効な少数の選択肢を提示。
それらのいずれかを実行するか否かは人
が決定し，全てを人が実行。 

4 システムは可能な選択肢の中から1つを
選びこれを人に提案。それを実行するか
否かは人が決定し，全てを人が実行。 

5 システムは1つの案を人に提示。人が了
承すれば，システムが実行。 

6 システムは1つの案を人に提示。人が一
定時間内に実行中止を指令しない限り，
システムはその案を実行。 

6.5 システムは1つの案を提示すると同時
に，その案を実行。 

7 システムが全てを行い，何を実行したか
を人に報告。 

8 システムが全てを決定・実行。人による
問い合わせがあれば，何を実行したかを
報告。 

9 システムが全てを決定・実行。何を実行
したかを人に報告するのは，報告の必要
性をシステムが認めた時のみ。 

10 システムが全てを決定・実行。 
 

なお，表1には，自動化により引き起こされる驚

きを緩和する目的で追加したレベル6.5を加えた11
段階の自動化レベル2)を示す。 

ここで，人との関わりで大きく変わる段階として

は，以下がある。 
(1) レベル1と2の間で，制御の方針決定の参考と

なる支援情報の提供の有無。 
(2) レベル4と5の間で，人による制御の実行から，

システムによる制御に移行。 
(3) レベル6と7の間で，人による介入手段がなく

なると共に，システムは制御結果の報告のみ

を行う。 
(4) レベル9とレベル10の間では，人への報告さ

えも行わなくなる。 
制御モードの観点から見ると，レベル1からレベ

ル4までが手動制御モード，レベル5からレベル6ま
でが監視制御モード，レベル6.5以降が完全自動制

御モードとなる。 
このSheridanの自動化のレベルは，航空機や原

子力プラントの運転の自動化についてのヒューマン

ファクタの検討に利用されている他，米国NHTSA 
（National Highway Traffic Safety Administration）
の自動化レベル2および3の自動運転概念のヒュー

マンファクタの検討3)においても，最も広く使用さ

れている自動化システムの分類法として紹介されて

いる。このように，Sheridanの自動化のレベルは，

手動制御から完全自動制御までをカバーし，経験の

少ない無人運航船の自動化レベルの設定に際し，そ

の定義および定義の設定時に考慮すべき事項の検討

に資すると考えられる。 

3．他の輸送機関の自動化レベル 

ここでは，船舶以外の自動化レベルとして，自動

車の運転自動化レベルおよびドローンの飛行レベル

について報告する。 
3.1 自動車の運転自動化レベル 

自動車の運転自動化レベルは，2010年代の初め

から 2015年頃まで，German Federal Highway 
Research Institute（BASt）4)，National Highway 
Traffic Safety Administration （ NHTSA ） 5) ，

Society of Automotive Engineers（SAE）6)等の機

関で独自に作成されていた。 
2016年になると，NHTSAおよびEuropean Road 

Transport Research Advisory Council（ERTRAC）

は，SAEの文書 SAE J3016で定義された運転自動

化レベル（LoDA：Level of Driving Automation）
を採用するとの判断があり，以降，自動運転システ
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ムの運転自動化レベルは，世界的にSAEのレベル

が採用されるようになった。 
3.1.1 SAEの運転自動化レベル 

SAEの最初の運転自動化レベルは，2014年に

SAE J3016（2014）6)として，陸上の自動車を対象

に発表された。 
運転自動化レベルは，運転自動化システムの分類

法で，運転員と運転自動化システムの相互の役割の

違いで，レベルを分類しており， SAE J3016
（2014）6)では，表2の6つの分類になっている。 

 
表2 SAEの2014年度版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

運転員が環境監視 
LoDA 1  
手動 

運転員が，全ての動的運転タスクを
行う。 

LoDA 2  
運転員支
援 

システムが操舵操作か加減速のどち
らかを運転支援し，残りの動的運転
タスクを運転員が実施する。 

LoDA 3  
部分自動 

システムが操舵操作と加減速のどち
らも運転支援し，残りの動的運転タ
スクを運転員が実施する。 

自動運転システムが環境監視 
LoDA 4  
条件付き
自動 

いくつかの運転モードでシステムが
全ての動的運転タスクを行う。緊急
時は運転員が介入。 

LoDA 5  
高度自動 

運転員が介入要求に応答しない場合
でも，いくつかの運転モードで全て
の動的運転タスクを行う。 

LoDA 6  
完全自動 

全ての運転モードで，全ての動的運
転タスクをシステムが全て操作。 

 
表中の「運転モード」とは，運転シナリオのタイ

プを表し，高速道路走行や渋滞運転等が挙げられる。

ま た ，「 動 的 運 転 タ ス ク 」（ DDT ： Dynamic 
Driving Task）は，自動車を運転するために必要な

機能を表し，例として加減速，レーン保持等が挙げ

られる。 
なお，SAE J3016は，過去2回の改訂があり，第

3版が2021年4月に公開された。これまでの主な追

加事項としては，以下が挙げられる。 
・ LoDA へ の フ ォ ー ル バ ッ ク 機 能 （ DDT 

Fallback）の関連付け 
・自動化システムである自動運転システム

（ADS：Automated Driving System）の遠隔

制御を含む機能の明確化 
・自動化システムの限界と限界を超えた時の対応

を自動化レベルに組み込むための，運用設計ド

メイン（ODD：Operational Design Domain）
の概念の導入 

・障害物およびイベント検出・対応（OEDR：

Object and Event Detection and Response）
サブタスクの概念の導入 

・運転における3つの主要な役割であるユーザー，

運転自動化システム，およびその他の車両システ

ムとコンポーネントについての詳細記述の追加 
 
LoDAを分けるファクタは，追加した項目をもと

に，下記のようにまとめることができ，表3に示す

2021年に改定されたSAEの運転自動化レベルの定

義7)には取り込まれている。 
a) 運転自動化システムが，DDTの縦方向または

横方向の車両運動制御サブタスクを実行する

かどうか。 
b) 運転自動化システムが，DDTの縦方向と横方

向の両方の車両運動制御サブタスクを同時に

実行するかどうか。 
c) 運転自動化システムがDDTのOEDRサブタス

クも実行するかどうか。 
d) 運転自動化システムがDDTフォールバックも

実行するかどうか。 
e) 運転自動化システムがODDによって制限され

ているかどうか。 
 
表3 SAEの2021年版運転自動化レベルの概要 

運転自動
化レベル 定義 

LoDA 0  
運転の自
動化なし 

アクティブセーフティシステムによ
る支援も含めた，DDT全体の運転員
による運転。 

LoDA 1  
運転支援 

運転自動化システムが動的運転タス
クの内の横方向または縦方向の車両
運動制御サブタスクをODD範囲内で
実施し，その他のタスクを運転員が
実施することによる持続的な運転。 

LoDA 2  
部分的な
運転自動
化 

運転自動化システムが動的運転タス
クの横方向および縦方向の車両運動
制御サブタスクをODD範囲内で実施
し，運転員が障害物検出タスクを実
施するとともに運転自動化システム
を監視制御する持続的な運転。 

LoDA 3  
条件付き
運転自動
化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクをODD内で実施し，フォー
ルバック要員が運転自動化システム
の介入要求の他，他のシステムの不
具合にも対応することによる持続的
な運転。 

LoDA 4  
高度な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックをODD内
で実施することによる持続的な運
転。 

LoDA 5  
完全な運
転自動化 

運転自動化システムが全ての動的運
転タスクとフォールバックを実施す
ることによる持続的な運転。 
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こうした分類の考え方は，a)やb)等自動車特有の

項目もあるが，自動運航船の自動化レベルを検討す

る上で，重要であり，一部の船級のガイドラインに

は取り込まれている。 
3.2 無人航空機の飛行レベル 

現在，無人航空機（人を乗せない航空機・回転翼

飛行機の内，遠隔操縦または自動操縦により飛行さ

せることができる物）の低価格化と高性能下に伴い，

回転翼飛行機である「ドローン」の普及が進んでお

り，無人での貨物輸送の担い手として，大きな期待

がかけられている。 
このドローンの利用促進と安全確保の観点から，

ドローンの自動化レベルにあたる飛行レベル8)が，

平成28年4月に開催された「小型無人機に係る環境

整備に向けた官民協議会」で設定された。 
図2に，無人航空機の飛行レベルを示す。この飛

行レベルを決めるファクタとしては，以下の3つが

挙げられている。 
(1) 操縦方法：遠隔操縦か？，あるいは自動・自

律操縦か？ 
(2) 目視範囲：飛行領域が目視範囲内（範囲外で

あっても補助者がいる場合は範囲内となる。）

か？，あるいは目視範囲外か？ 
(3) 有人地帯：飛行区域が有人地帯か？，あるい

は無人地帯（第3者が立ち入る可能性の低い

山，海水域，河川，湖沼，森林等）か？ 
飛行レベルはこの3つのファクタの組み合わせに

より，以下の4つの飛行レベルが設定されている。 
レベル1：目視視界内の操縦飛行 
レベル2：目視視界内の自動・自律飛行 
レベル3：無人地帯での目視外飛行（補助者配置

無し） 
レベル4：有人地帯（第三者上空）での目視外飛

行（補助者配置無し） 
 

 
図2 無人航空機の飛行レベル9) 

 

2021年現在，日本の航空法は，以下の空域でド

ローンを飛行させる場合，安全措置を講じて国土交

通省の許可を得る必要がある。 
空域A 空港等の周辺の上空の空域 
空域B 地表又は水面から150m以上の高さの空域 
空域C 国勢調査の結果を受け設定されている人

口集中地区の上空 
現在，飛行レベル4は，空域Cにあたり飛行を認

めていないが，今後のドローンの有効活用が望まれ

ている。このため，飛行レベル4をリスクの高い飛

行カテゴリーとして設定し，現行の飛行の許可・承

認制度を合理化・簡略化してドローンの利用促進を

進めるとともに，必要な安全性を確保するため，機

体認証及び操縦者の操縦ライセンス制度の創設，操

縦者が遵守すべき共通的な運航ルールの確立が進め

られている9)。 
この無人航空機の飛行レベルの特徴としては，操

縦方法として，遠隔操縦と自動・自律操縦を区別す

るとともに，目視の範囲であるかどうかを区別して

いることが挙げられる。こうした考え方は，今後，

自動運航船の自動化レベルを考える際に，遠隔操船

をどのように扱うかについての示唆を与える。 

4．船舶の自動化レベル 

ここでは，いくつかの組織で検討されている船舶

および各種舶用機器の自動化レベルについて，その

概要を示す。 
4.1 IMO 

国際海事機構（IMO）は，安全性および経済性

を向上すると期待される自動運航船（MASS：

Maritime Autonomous Surface Ship）の開発プロ

ジェクトの増加を考慮して，自動運航船の設計者や

所有者等に，明確で一貫性のある規制の枠組みを提

供する準備として，2018年より自動運航船に関す

る IMOの諸基準の論点整理（RSE：Regulatory 
Scoping Exercise）が行われ，その結果10)は，2021
年開催の第103回海上安全委員会に報告され承認さ

れた。この活動の中でいくつかの自動化のレベルが

示された。 
4.1.1 IMOの諸基準の論点整理のための自動

化の程度 

自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理に

先立ち，この論点整理を各機関で整合性を持って実

施するため，暫定的に自動運航船の定義と自動化の

程度（Degree of Automation）が設定された。以下

に，自動運航船（MASS）の定義と自動化の程度の

暫定案を示す。 
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自動運航船の暫定定義： 
Maritime Autonomous Surface Ship

（MASS） is defined as a ship which, to a 
varying degree, can operate independent of 
human interaction. 

自動化の程度の暫定定義： 
DDeeggrreeee  OOnnee：自動化されたプロセス処理機能

と意思決定支援機能を持った船舶 
船員が，船上システムおよび機能を操作・

制御するために乗船する。 
DDeeggrreeee  TTwwoo：船員が乗船する遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

を船内システムや機能の操作に使用できる。 
DDeeggrreeee  TThhrreeee：船員が乗船しない遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

は船内にはいない。 
DDeeggrreeee  FFoouurr：完全自律船 

船上システムが意思決定と行動判断ができ

る。 
この自動化の程度を決めるファクタとしては，以

下の2つが挙げられた。 
(1) 操船形態：手動操船，遠隔操船，自動操船の

別 
(2) 船員搭乗の有無：船上に船員が搭乗している

か？ 
なお，この自動化の程度については，諸基準の論

点整理をする際，安全な運用と規制を検討するため

には，より詳細な自動化の程度に改善すべきとの意

見もあったが，この議論の結論を得るには時間がか

かるため，論点の整理の議論においてはこの自動化

の程度をこのまま使用し，論点の整理が終了した後

で，改めて，検討することとなった。 
4.1.2 その他の提案された自動化レベル 

前の項の自動化の程度の他，IMOの諸基準の論

点整理の議論の中で，いくつか自動化レベルが提案

された。 
1つは，オーストラリア他4カ国からの共同提案

で，諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強

を目的とした提案11)であった。この提案では，自動

運航が，社会的，倫理的に受け入れられるためには，

自動運航船といえども人間に最終的な制御と責任が

あるべきとの考えをベースにしており，自律システ

ムは適切な資格を持つ人間の監督と責任の下にとど

まる監視制御（Supervisory Control）であるべき

と主張している。 
自動化のレベルを決定するファクタとして，技術

的な自動化のレベルと人間による運用管理が挙げら

れ，これをベースとして，自律化と制御のレベルを

設定した。具体的には，以下に示す技術的な自動化

レベルを4段階に，運用管理を2段階に設定し，こ

の組み合わせで自律化と制御のレベルを定義してい

る。 
技術的自動化レベル 

AA00：手動 
単純なタスクと機能のための個別システム

レベルの自動化を含む，船舶のシステムと機

能の手動操作と制御。 
AA11：委任 

各種機能，判断，行動には，運転員の許可

が必要。運転員は，どの段階でもシステムへ

の介入が可能。 
AA22：監視 

各種機能，判断，行動に，運転員の許可は

不要。運転員には，システムが行った全ての

決定が常に通知されると共に，どの段階でも

システムへの介入が可能。 
AA33：自律 

緊急時または船舶システムがODD外にあ

る場合，システムが運転員に通知。各種機能，

判断，行動に，運転員の許可は不要。どの段

階でもシステムへの介入が可能。 
運用管理 

BB00：資格のある船員は船上に不在 
人による意味ある監視および制御は，遠隔

から実施。 
BB11：資格のある船員が乗船 

人による意味ある監視および制御を行う船

員が乗船。 
自律化と制御のレベル（Levels of Autonomy and 

Control）は，表4に示すように技術的自動化レベル

と運用管理レベルのマトリックスとして整理される。 
例えば，表中のA2-B0は，船舶は監視レベルA2

で動いており，資格のある船員が遠隔地から操船し 
 

表4 自律性と制御のレベル 

 運用管理 
B0：資格の 
ある船員不在 

B1：資格の 
ある船員乗船 

技
術
的 

自
動
化
レ
ベ
ル 

A0：手動  A0-B1 

A1：委任 A1-B0 A1-B1 

A2：監視 A2-B0 A2-B1 

A3：自律 A3-B0 A3-B1 
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こうした分類の考え方は，a)やb)等自動車特有の

項目もあるが，自動運航船の自動化レベルを検討す

る上で，重要であり，一部の船級のガイドラインに

は取り込まれている。 
3.2 無人航空機の飛行レベル 

現在，無人航空機（人を乗せない航空機・回転翼

飛行機の内，遠隔操縦または自動操縦により飛行さ

せることができる物）の低価格化と高性能下に伴い，

回転翼飛行機である「ドローン」の普及が進んでお

り，無人での貨物輸送の担い手として，大きな期待

がかけられている。 
このドローンの利用促進と安全確保の観点から，

ドローンの自動化レベルにあたる飛行レベル8)が，

平成28年4月に開催された「小型無人機に係る環境

整備に向けた官民協議会」で設定された。 
図2に，無人航空機の飛行レベルを示す。この飛

行レベルを決めるファクタとしては，以下の3つが

挙げられている。 
(1) 操縦方法：遠隔操縦か？，あるいは自動・自

律操縦か？ 
(2) 目視範囲：飛行領域が目視範囲内（範囲外で

あっても補助者がいる場合は範囲内となる。）

か？，あるいは目視範囲外か？ 
(3) 有人地帯：飛行区域が有人地帯か？，あるい

は無人地帯（第3者が立ち入る可能性の低い

山，海水域，河川，湖沼，森林等）か？ 
飛行レベルはこの3つのファクタの組み合わせに

より，以下の4つの飛行レベルが設定されている。 
レベル1：目視視界内の操縦飛行 
レベル2：目視視界内の自動・自律飛行 
レベル3：無人地帯での目視外飛行（補助者配置

無し） 
レベル4：有人地帯（第三者上空）での目視外飛

行（補助者配置無し） 
 

 
図2 無人航空機の飛行レベル9) 

 

2021年現在，日本の航空法は，以下の空域でド

ローンを飛行させる場合，安全措置を講じて国土交

通省の許可を得る必要がある。 
空域A 空港等の周辺の上空の空域 
空域B 地表又は水面から150m以上の高さの空域 
空域C 国勢調査の結果を受け設定されている人

口集中地区の上空 
現在，飛行レベル4は，空域Cにあたり飛行を認

めていないが，今後のドローンの有効活用が望まれ

ている。このため，飛行レベル4をリスクの高い飛

行カテゴリーとして設定し，現行の飛行の許可・承

認制度を合理化・簡略化してドローンの利用促進を

進めるとともに，必要な安全性を確保するため，機

体認証及び操縦者の操縦ライセンス制度の創設，操

縦者が遵守すべき共通的な運航ルールの確立が進め

られている。9) 
この無人運航機の飛行レベルの特徴としては，操

縦方法として，遠隔操縦と自動・自律操縦を区別す

るとともに，目視の範囲であるかどうかを区別して

いることが挙げられる。こうした考え方は，今後，

自動運航船の自動化レベルを考える際に，遠隔操船

をどのように扱うかについての示唆を与える。 

4．船舶の自動化レベル 

ここでは，いくつかの組織で検討されている船舶

および各種舶用機器の自動化レベルについて，その

概要を示す。 
4.1 IMO 

国際海事機構（IMO）は，安全性および経済性

を向上すると期待される自動運航船（MASS：

Maritime Autonomous Surface Ship）の開発プロ

ジェクトの増加を考慮して，自動運航船の設計者や

所有者等に，明確で一貫性のある規制の枠組みを提

供する準備として，2018年より自動運航船に関す

る IMOの諸基準の論点整理（RSE：Regulatory 
Scoping Exercise）が行われ，その結果10)は，2021
年開催の第103回海上安全委員会に報告され承認さ

れた。この活動の中でいくつかの自動化のレベルが

示された。 
4.1.1 IMOの諸基準の論点整理のための自動

化の程度 

自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理に

先立ち，この論点整理を各機関で整合性を持って実

施するため，暫定的に自動運航船の定義と自動化の

程度（Degree of Automation）が設定された。以下

に，自動運航船（MASS）の定義と自動化の程度の

暫定案を示す。 
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自動運航船の暫定定義： 
Maritime Autonomous Surface Ship

（MASS） is defined as a ship which, to a 
varying degree, can operate independent of 
human interaction. 

自動化の程度の暫定定義： 
DDeeggrreeee  OOnnee：自動化されたプロセス処理機能

と意思決定支援機能を持った船舶 
船員が，船上システムおよび機能を操作・

制御するために乗船する。 
DDeeggrreeee  TTwwoo：船員が乗船する遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

を船内システムや機能の操作に使用できる。 
DDeeggrreeee  TThhrreeee：船員が乗船しない遠隔制御船 

船舶は，船外から操作・制御される。船員

は船内にはいない。 
DDeeggrreeee  FFoouurr：完全自律船 

船上システムが意思決定と行動判断ができ

る。 
この自動化の程度を決めるファクタとしては，以

下の2つが挙げられた。 
(1) 操船形態：手動操船，遠隔操船，自動操船の

別 
(2) 船員搭乗の有無：船上に船員が搭乗している

か？ 
なお，この自動化の程度については，諸基準の論

点整理をする際，安全な運用と規制を検討するため

には，より詳細な自動化の程度に改善すべきとの意

見もあったが，この議論の結論を得るには時間がか

かるため，論点の整理の議論においてはこの自動化

の程度をこのまま使用し，論点の整理が終了した後

で，改めて，検討することとなった。 
4.1.2 その他の提案された自動化レベル 

前の項の自動化の程度の他，IMOの諸基準の論

点整理の議論の中で，いくつか自動化レベルが提案

された。 
1つは，オーストラリア他4カ国からの共同提案

で，諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強

を目的とした提案11)であった。この提案では，自動

運航が，社会的，倫理的に受け入れられるためには，

自動運航船といえども人間に最終的な制御と責任が

あるべきとの考えをベースにしており，自律システ

ムは適切な資格を持つ人間の監督と責任の下にとど

まる監視制御（Supervisory Control）であるべき

と主張している。 
自動化のレベルを決定するファクタとして，技術

的な自動化のレベルと人間による運用管理が挙げら

れ，これをベースとして，自律化と制御のレベルを

設定した。具体的には，以下に示す技術的な自動化

レベルを4段階に，運用管理を2段階に設定し，こ

の組み合わせで自律化と制御のレベルを定義してい

る。 
技術的自動化レベル 

AA00：手動 
単純なタスクと機能のための個別システム

レベルの自動化を含む，船舶のシステムと機

能の手動操作と制御。 
AA11：委任 

各種機能，判断，行動には，運転員の許可

が必要。運転員は，どの段階でもシステムへ

の介入が可能。 
AA22：監視 

各種機能，判断，行動に，運転員の許可は

不要。運転員には，システムが行った全ての

決定が常に通知されると共に，どの段階でも

システムへの介入が可能。 
AA33：自律 

緊急時または船舶システムがODD外にあ

る場合，システムが運転員に通知。各種機能，

判断，行動に，運転員の許可は不要。どの段

階でもシステムへの介入が可能。 
運用管理 

BB00：資格のある船員は船上に不在 
人による意味ある監視および制御は，遠隔

から実施。 
BB11：資格のある船員が乗船 

人による意味ある監視および制御を行う船

員が乗船。 
自律化と制御のレベル（Levels of Autonomy and 

Control）は，表4に示すように技術的自動化レベル

と運用管理レベルのマトリックスとして整理される。 
例えば，表中のA2-B0は，船舶は監視レベルA2

で動いており，資格のある船員が遠隔地から操船し 
 

表4 自律性と制御のレベル 

 運用管理 
B0：資格の 
ある船員不在 

B1：資格の 
ある船員乗船 

技
術
的 

自
動
化
レ
ベ
ル 

A0：手動  A0-B1 

A1：委任 A1-B0 A1-B1 

A2：監視 A2-B0 A2-B1 

A3：自律 A3-B0 A3-B1 
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ている状況B0であることを示す。 
この自律化と制御のレベルは，2020年に欧州海

上保安機関（EMSA）で実施された「自動運航船の

リスクと規制の問題点に関する研究」12)でも検討対

象の設定に使用されており，同研究では，A3-B1
（船上の船員が自律レベルのシステムで運航）と，

A2-B0（遠隔から監視レベルのシステムで運航）の

自律化と制御のレベルの船舶を対象に，新しく生ま

れるリスクと規制の問題点の検討を行った。 
もう1件はISOの活動で，現在，自動運航船の概

念等をより適切で曖昧さの少ない伝え方を提供する

ため，基本的な用語と概念の国際標準の策定を計画

し て お り ， IMO の 第 100 回 海 上 安 全 委 員 会

（MSC100）において，自律化の度合（Degree of 
Autonomy）のさまざまな定義を比較するために使

用できる一般的なフレームワークを提案13)している。

この提案では，自律化のレベルを特定する3つのフ

ァクタとして，操作の複雑さ，自動化レベル，人間

の存在をあげており，これに加えて人間の責任，タ

イミングの遅れが加えられている。 
ここでは，詳細は割愛するが，基本的な考え方は，

最新の自動車の運転自動化レベルの考え方である

SAE J30167)を踏襲していると思われる。 
4.2 ロイド船級協会の自動化レベル 

ロイド船級協会は，他の船級に先駆けて2016年
に自動運航船のガイドライン14)を発表し，この中で

自動化レベルが定義された。ロイド船級協会では，

自動運航船のガイドラインに先立ち，ICTやサイバ

ーシステムを装備したサイバー対応船のガイドライ

ンを発表し，安全性・品質・信頼性を確保する包括

的な認証手順を提供した。自動運航船は，このサイ

バー対応船の1つと位置付けられている。また，自

動化レベルは，自動運航船に対して作成されており，

航海のみならず，機関運用，各種情報サービスにつ

いても適用される。 
以下に，7つの自律化レベル（AL：Autonomy 

Level）を示す。 
自律化レベル 

AALL00：手動–自律機能はなし 
・全ての行動と意思決定を運転員が実行。 

AALL11：船内の意思決定支援 
・全ての行動を船内の運転員が実行。 
・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
AALL22：船内および船外の意思決定支援 

・船内レベルの全ての行動は船内の運転員

が実行。 

・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL33：活動的な人間参加型自動化（‘Active’ 

human in the loop） 
・船内レベルの意思決定と行動は，人間の

監視下でシステムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL44：人間参加型自動化 監視制御による 

・意思決定と行動は，人間の監視下でシス

テムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
AALL55：完全自律（アクセス可） 

・ほとんど監視されずシステムにより意思

決定と行動が行われる運転。 
AALL66：完全自律（アクセス不可） 

・全く監視されずシステムにより意思決定

と行動が行われる運転。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

AL0とAL1を分ける意思決定支援システムの有

無， 
AL1とAL2を分ける船外からの情報の有無， 
AL2とAL3を分ける行動の実施主体の人間から

システムへの移行， 
AL4とAL5を分ける人間の介入の可否および 
AL5とAL6を分ける人間によるシステムへのア

クセスの可否 
が挙げられる。 

また，制御モードとしては，AL0からAL2までが

手動制御モード，AL3とAL4が監視制御モード，

AL5とAL6が完全自動制御モードとなる。 
4.3 DNVの自動化レベル 

DNVでは，2018年に，自動運航船および遠隔操

縦船のガイドライン15)を発表し，この中で自動化レ

ベルを定義している。DNVでは，自動化レベルは

それが使用されるコンテキストにより異なると考え，

高度な観察，分析，判断が必要となる航海作業の自

動化レベルと，自動支援と自動操作の機能に分かれ

る機関運用作業の自動化レベルをこのガイドライン

では示している。ここでは，航海作業の自動化レベ

ルを紹介する。 
DNVでは，CONOPS / HAZIDの一部として設定
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された航海の運用要件と危険性に基づいて，人間が

やるべきタスクとタスク等を実施する場所の特定を

行い，以下の航海機能の自動化のレベルを定義した。 
航海機能の自動化のレベル 

MM：手動操作機能 
DDSS：意思決定支援機能 
DDSSEE：条件付きシステム実行機能を備えた意

思決定機能 
・システムによる行動の実行前に人間の

許可が必要。 
・Human in the Loopと呼ばれる。 

SSCC：自己制御機能（Self-controlled function） 
・システムが操作を実行。 
・運転員による行動のオーバーライドが

可能。 
・Human on the Loopと呼ばれる。 

AA：自律機能 
・人間の介入なしに，システムが行動を

実行。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

MとDSを分ける意思決定支援システムの有無 
DSとDSEを分ける行動実行の主体の人からシ

ステムへの移行と行動実行前の人間の許可の

要否 
DSEとSCを分ける行動実行前の人間の許可か

らオーバーライドへの移行 
SCとAを分ける人間の介入の可否 

が挙げられる。この内容は，ロイド船級協会のファ

クタと重なるものが多かった。 
また，上述の航海を対象にした自動化レベルの例

は，自動運転車のガイドライン7)の内容に沿って作

成されたとのことで，船舶と自動車の特性の違いに

よる影響は検討する必要はあるものの自動運転車の

ガイドライン7)の内容を，自動運航船のガイドライ

ンに取り込む検討をすることは，重要である。 
4.4 Bureau Veritasの自動化レベル 

Bureau Veritasは，2019年に自律型輸送のガイ

ドライン16)を発表した。このガイドラインは，輸送

の自動化を強化するシステムやさまざまな程度の意

思決定と行動を実行できる自動化システムを備えた

船舶，関連する遠隔制御センタおよび海上推進シス

テムを対象としている。こうした機器やシステムが

動作する環境を人間の関与を含めて表現するため，

「自動化の程度」，自動化システムに対する「直接制

御の程度」および「遠隔制御の程度」の3つを定義

し，この3つの程度の組み合わせで，自動化システ

ムの状況を表現した。 
以下に，3つの内容を示す。 

自動化の程度 
AA00：人間が操作 

・人間が全ての意思決定をし，機能を制御。 
・乗組員は乗船している。 
・システムあるいは船舶は情報の収集はで

きるが，人間に代わって情報の分析，意

思決定および操作の実行はできない。 
AA11：人間主導 

・人間が意思決定と行動を実施。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の提案を実行でき

るが，人間に代わって意思決定し，操作

を実行することは不可。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA22：人間に委任 

・人間はシステムが下した決定を拒否でき

る。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の開始はできるが，

人間による確認が必要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA33：人間の監視制御 

・人間は常に意思決定と行動について知ら

されており，いつでもコントロールする

ことができる。 
・システムまたは船舶は，人間の監督下で

情報の取得，情報の分析，および行動の

開始はできる。人間による確認が不要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA44：完全自動 

・人はいつでもコントロールすることがで

きる。 
・システムまたは船舶は，人間の介入や監

督無しに，情報の取得と分析を実行し，

意思決定を行い，操作を実行できる。シ

ステムは，緊急の場合を除いて，人間に

通知せずに機能を呼び出す。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
直接制御の程度 

DDCC00：直接制御なし 
・システムまたは船舶を監視および制御し

たり，システムエラー時に対処するため

の乗組員不在。 
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ている状況B0であることを示す。 
この自律化と制御のレベルは，2020年に欧州海

上保安機関（EMSA）で実施された「自動運航船の

リスクと規制の問題点に関する研究」12)でも検討対

象の設定に使用されており，同研究では，A3-B1
（船上の船員が自律レベルのシステムで運航）と，

A2-B0（遠隔から監視レベルのシステムで運航）の

自律化と制御のレベルの船舶を対象に，新しく生ま

れるリスクと規制の問題点の検討を行った。 
もう1件はISOの活動で，現在，自動運航船の概

念等をより適切で曖昧さの少ない伝え方を提供する

ため，基本的な用語と概念の国際標準の策定を計画

し て お り ， IMO の 第 100 回 海 上 安 全 委 員 会

（MSC100）において，自律化の度合（Degree of 
Autonomy）のさまざまな定義を比較するために使

用できる一般的なフレームワークを提案13)している。

この提案では，自律化のレベルを特定する3つのフ

ァクタとして，操作の複雑さ，自動化レベル，人間

の存在をあげており，これに加えて人間の責任，タ

イミングの遅れが加えられている。 
ここでは，詳細は割愛するが，基本的な考え方は，

最新の自動車の運転自動化レベルの考え方である

SAE J30167)を踏襲していると思われる。 
4.2 ロイド船級協会の自動化レベル 

ロイド船級協会は，他の船級に先駆けて2016年
に自動運航船のガイドライン14)を発表し，この中で

自動化レベルが定義された。ロイド船級協会では，

自動運航船のガイドラインに先立ち，ICTやサイバ

ーシステムを装備したサイバー対応船のガイドライ

ンを発表し，安全性・品質・信頼性を確保する包括

的な認証手順を提供した。自動運航船は，このサイ

バー対応船の1つと位置付けられている。また，自

動化レベルは，自動運航船に対して作成されており，

航海のみならず，機関運用，各種情報サービスにつ

いても適用される。 
以下に，7つの自律化レベル（AL：Autonomy 

Level）を示す。 
自律化レベル 

AALL00：手動–自律機能はなし 
・全ての行動と意思決定を運転員が実行。 

AALL11：船内の意思決定支援 
・全ての行動を船内の運転員が実行。 
・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
AALL22：船内および船外の意思決定支援 

・船内レベルの全ての行動は船内の運転員

が実行。 

・意思決定支援ツールは，運転員にオプシ

ョンの提示等を行い，行動の選択に影響

を与えることができる。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL33：活動的な人間参加型自動化（‘Active’ 

human in the loop） 
・船内レベルの意思決定と行動は，人間の

監視下でシステムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
・情報は，船内または船外から提供される

場合がある。 
AALL44：人間参加型自動化 監視制御による 

・意思決定と行動は，人間の監視下でシス

テムが自律的に実施。 
・影響の大きい行動決定については，運転

員による介入が可能。 
AALL55：完全自律（アクセス可） 

・ほとんど監視されずシステムにより意思

決定と行動が行われる運転。 
AALL66：完全自律（アクセス不可） 

・全く監視されずシステムにより意思決定

と行動が行われる運転。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

AL0とAL1を分ける意思決定支援システムの有

無， 
AL1とAL2を分ける船外からの情報の有無， 
AL2とAL3を分ける行動の実施主体の人間から

システムへの移行， 
AL4とAL5を分ける人間の介入の可否および 
AL5とAL6を分ける人間によるシステムへのア

クセスの可否 
が挙げられる。 

また，制御モードとしては，AL0からAL2までが

手動制御モード，AL3とAL4が監視制御モード，

AL5とAL6が完全自動制御モードとなる。 
4.3 DNVの自動化レベル 

DNVでは，2018年に，自動運航船および遠隔操

縦船のガイドライン15)を発表し，この中で自動化レ

ベルを定義している。DNVでは，自動化レベルは

それが使用されるコンテキストにより異なると考え，

高度な観察，分析，判断が必要となる航海作業の自

動化レベルと，自動支援と自動操作の機能に分かれ

る機関運用作業の自動化レベルをこのガイドライン

では示している。ここでは，航海作業の自動化レベ

ルを紹介する。 
DNVでは，CONOPS / HAZIDの一部として設定
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された航海の運用要件と危険性に基づいて，人間が

やるべきタスクとタスク等を実施する場所の特定を

行い，以下の航海機能の自動化のレベルを定義した。 
航海機能の自動化のレベル 

MM：手動操作機能 
DDSS：意思決定支援機能 
DDSSEE：条件付きシステム実行機能を備えた意

思決定機能 
・システムによる行動の実行前に人間の

許可が必要。 
・Human in the Loopと呼ばれる。 

SSCC：自己制御機能（Self-controlled function） 
・システムが操作を実行。 
・運転員による行動のオーバーライドが

可能。 
・Human on the Loopと呼ばれる。 

AA：自律機能 
・人間の介入なしに，システムが行動を

実行。 
この自律化レベルを分けるファクタとしては， 

MとDSを分ける意思決定支援システムの有無 
DSとDSEを分ける行動実行の主体の人からシ

ステムへの移行と行動実行前の人間の許可の

要否 
DSEとSCを分ける行動実行前の人間の許可か

らオーバーライドへの移行 
SCとAを分ける人間の介入の可否 

が挙げられる。この内容は，ロイド船級協会のファ

クタと重なるものが多かった。 
また，上述の航海を対象にした自動化レベルの例

は，自動運転車のガイドライン7)の内容に沿って作

成されたとのことで，船舶と自動車の特性の違いに

よる影響は検討する必要はあるものの自動運転車の

ガイドライン7)の内容を，自動運航船のガイドライ

ンに取り込む検討をすることは，重要である。 
4.4 Bureau Veritasの自動化レベル 

Bureau Veritasは，2019年に自律型輸送のガイ

ドライン16)を発表した。このガイドラインは，輸送

の自動化を強化するシステムやさまざまな程度の意

思決定と行動を実行できる自動化システムを備えた

船舶，関連する遠隔制御センタおよび海上推進シス

テムを対象としている。こうした機器やシステムが

動作する環境を人間の関与を含めて表現するため，

「自動化の程度」，自動化システムに対する「直接制

御の程度」および「遠隔制御の程度」の3つを定義

し，この3つの程度の組み合わせで，自動化システ

ムの状況を表現した。 
以下に，3つの内容を示す。 

自動化の程度 
AA00：人間が操作 

・人間が全ての意思決定をし，機能を制御。 
・乗組員は乗船している。 
・システムあるいは船舶は情報の収集はで

きるが，人間に代わって情報の分析，意

思決定および操作の実行はできない。 
AA11：人間主導 

・人間が意思決定と行動を実施。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の提案を実行でき

るが，人間に代わって意思決定し，操作

を実行することは不可。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA22：人間に委任 

・人間はシステムが下した決定を拒否でき

る。 
・システムまたは船舶は，情報の取得，情

報の分析，および行動の開始はできるが，

人間による確認が必要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA33：人間の監視制御 

・人間は常に意思決定と行動について知ら

されており，いつでもコントロールする

ことができる。 
・システムまたは船舶は，人間の監督下で

情報の取得，情報の分析，および行動の

開始はできる。人間による確認が不要。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
AA44：完全自動 

・人はいつでもコントロールすることがで

きる。 
・システムまたは船舶は，人間の介入や監

督無しに，情報の取得と分析を実行し，

意思決定を行い，操作を実行できる。シ

ステムは，緊急の場合を除いて，人間に

通知せずに機能を呼び出す。 
・人間を，船内（乗組員）または船外の遠

隔操作センタ（運転員）に配置できる。 
直接制御の程度 

DDCC00：直接制御なし 
・システムまたは船舶を監視および制御し

たり，システムエラー時に対処するため

の乗組員不在。 
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DDCC11：利用可能な直接制御 
・乗組員が乗船しており，システムの警報

等に対処できるが船内の制御ステーショ

ンには人がいない場合がある。 
DDCC22：不連続な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって監視および制

御される。ただし，監視と制御は短期間

中断される場合がある。 
・乗組員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
DDCC33：完全な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって，常に監視お

よび制御される。 
遠隔制御の程度 

RRCC00：遠隔制御なし 
・船外の遠隔操作センタに運転員不在。 

RRCC11：利用可能遠隔制御 
・船外の遠隔操作センタに運転員がおり，

システムの警報等に対処できる。 
・制御ステーションに人がいない場合があ

る。 
RRCC22：不連続な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によって監視および制御

される。ただし，監視と制御は短期間中

断される場合がある。 
・運転員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
RRCC33：完全な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によっていつでもアクテ

ィブに監視および制御されます。 
このガイドラインでは，情報収集，情報分析，意

思決定，行動の実行といった内容で構成されるタス

クをこなす際の人間とシステムの関わりを表現する

自動化の程度と，船上および遠隔地での運転員の

在・不在や2章で述べた制御モード，および常時監

視の有無等を表す制御の程度で，自動化システムの

形態を表現している。 
この自動化の程度を分けるファクタとしては， 

意思決定支援システムの有無 
行動実行前の人間の許可の要否 
人間の介入機能の有無 
人間への報告の有無 

が挙げられる。 
このファクタは，ロイド船級協会のファクタと重

なるものが多かった。 
また，制御の程度を分けるファクタは，直接制御

および遠隔制御ともに， 
運転員の有無 
人のいない時間帯の有無および多寡 

であった。 
制御の程度での常時監視については，ここで初め

て明確に記述されていたが，自動車の自動運転のレ

ベル3でも一時的な常時監視の中断が許されており，

船舶の自動化レベルの検討には加えるべきと考える。 
4.5 日本海事協会の自動化レベル 

日本海事協会は，2020年に自動運航，自律運航

に関するガイドライン Ver.1.017)を発表した。この

ガイドラインは，船上作業における認知，判断，対

応，といった人間の意思決定プロセスの一部もしく

は全てが自動化あるいは遠隔制御されたシステム，

並びに，これらを搭載した船舶を対象としている。 
このガイドラインでは，自動化システムおよび遠

隔制御システムを分類するため，以下の4つの指標

を用いている。 
(1) 自動化の範囲 
(2) 遠隔制御の範囲 
(3) フォールバックの実行主体 
(4) 限定領域の内容 
この内，3つの指標 (1) 自動化の範囲，(2) 遠

隔制御の範囲，(3) フォールバックの実行主体 に

ついては，分類例を示されているので，以下に示す。 
自動化の範囲 

レレベベルル00： 
・人間が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータお

よび人間 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータシ

ステム 
遠隔制御の範囲 

レレベベルル00： 
・船上の乗組員が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員 
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レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員お

よび遠隔制御施設の遠隔運転員 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は遠隔制御施設の

遠隔運転員 
フォールバックの実行主体 

レレベベルル00： 
・フォールバックを人間が実行 
・フォールバックの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・フォールバックを人間とコンピュータシ

ステムシステムが分担して実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
レレベベルルIIII： 

・フォールバックをコンピュータシステム

システムが実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
この分類では，各指標のシステムの性質と実行主

体が定義されており，自動化システムの分類をする

際に用いられている。 
ただし，この分類は，各要素をわかりやすく説明

するために個別に設定したもので，実際のシステム

は，この3つの要素の指標の組み合わせで分類でき

るとしており，例えば，「一部の意思決定サブタス

クをコンピュータシステムが実行し，フォールバッ

クを人間が実施する」システムの場合，表5のよう

な組み合わせがあることを示している。 
 
表5 自動化システムと遠隔制御システムおよび 

フォールバックの組み合わせの例 

分類 
タスクの実行主体 フォール 

バックの 
主体 船内 RCC 

AC RC FB Human CS Human CS Human CS 
I 0 0 ○ ○   ◎  
I I 0 ○   ○ ◎  
I I 0  ○ ○  ◎  
AC：自動化の範囲 
RC：遠隔制御の範囲 
FB：フォールバックの実行主体 
RCC：遠隔制御施設 
CS：コンピュータシステム 
◎：全て実施 
○：分担して実施 

日本海事協会のガイドラインには，DNVと同じ

く自動化のレベルは，一意に決められるものではな

くタスクや状況等により変わるものとの立場から，

自動化の範囲，遠隔操作の範囲，フォールバックの

実行主体に対して，抽象的な対象への基本的な分類

法として示されていた。このため，レベルを分ける

ファクタは明確には規定されていなかった。 
また，フォールバックの実行主体を加えたのは，

海事分野の自動化レベルの表現では，新しい考えで

あった。 
4.6 American Bureau of Shipping（ABS）の

自動化レベル 

ABSは，2021年に自律と遠隔制御の機能のガイ

ドライン18)を発表した。このガイドラインは，全て

の船舶およびオフショアユニットを対象としている。

また，このガイドラインでカバーされている自律機

能は，船舶およびオフショアユニットの操作を可能

にする機能に焦点を当てており，無人操作を意味す

るものではなかった。 
このガイドラインが適用される対象としては，航

海（NAV），操船（MNV），係留（MOR），着桟

（DOC），推進器（PRP），補機（AUX），環境保護

（ENV），貨物操作（CGH），バラスト操作（BAL），
工業プロセス（IND）の多岐にわたる機能が設定さ

れており，自律レベルはこの全ての機能について適

用される。また，各機能はコード化されており，以

下で示す自律機能のノーテーションの表示時に使用

される。 
このガイドラインでは，自律性を「スマート」，

「半自律」，「完全自律」の3つレベルで定義してお

り，これに基づきノーテーションも設定している。

以下に自律のレベルの定義を示す。 
自律性のレベル 

自自律律レレベベルル11：スマート：システムによる人間

の機能の拡張 
・システムは，システムの異常の検出，

診断，予測，決定/アクションの代替等

の受動的な意思決定支援を提供。 
・ノーテーション：SMART 

自自律律レレベベルル22：半自律：人間によるシステムの

機能の拡張 
・スマートな基盤上の構成されたシステ

ムと人間の意思決定および行動の組み

合わせによって管理。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

自自律律レレベベルル33：完全自律：システム機能への人

間の関与なし 
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DDCC11：利用可能な直接制御 
・乗組員が乗船しており，システムの警報

等に対処できるが船内の制御ステーショ

ンには人がいない場合がある。 
DDCC22：不連続な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって監視および制

御される。ただし，監視と制御は短期間

中断される場合がある。 
・乗組員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
DDCC33：完全な直接制御 

・システムまたは船舶は，船内の制御ステ

ーションの乗組員によって，常に監視お

よび制御される。 
遠隔制御の程度 

RRCC00：遠隔制御なし 
・船外の遠隔操作センタに運転員不在。 

RRCC11：利用可能遠隔制御 
・船外の遠隔操作センタに運転員がおり，

システムの警報等に対処できる。 
・制御ステーションに人がいない場合があ

る。 
RRCC22：不連続な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によって監視および制御

される。ただし，監視と制御は短期間中

断される場合がある。 
・運転員は，システムからの警告に対応し

て制御を行う準備ができており，船内の

制御ステーションを常に利用可能。 
RRCC33：完全な遠隔制御 

・システムまたは船舶は，船外の遠隔操作

センタの運転員によっていつでもアクテ

ィブに監視および制御されます。 
このガイドラインでは，情報収集，情報分析，意

思決定，行動の実行といった内容で構成されるタス

クをこなす際の人間とシステムの関わりを表現する

自動化の程度と，船上および遠隔地での運転員の

在・不在や2章で述べた制御モード，および常時監

視の有無等を表す制御の程度で，自動化システムの

形態を表現している。 
この自動化の程度を分けるファクタとしては， 

意思決定支援システムの有無 
行動実行前の人間の許可の要否 
人間の介入機能の有無 
人間への報告の有無 

が挙げられる。 
このファクタは，ロイド船級協会のファクタと重

なるものが多かった。 
また，制御の程度を分けるファクタは，直接制御

および遠隔制御ともに， 
運転員の有無 
人のいない時間帯の有無および多寡 

であった。 
制御の程度での常時監視については，ここで初め

て明確に記述されていたが，自動車の自動運転のレ

ベル3でも一時的な常時監視の中断が許されており，

船舶の自動化レベルの検討には加えるべきと考える。 
4.5 日本海事協会の自動化レベル 

日本海事協会は，2020年に自動運航，自律運航

に関するガイドライン Ver.1.017)を発表した。この

ガイドラインは，船上作業における認知，判断，対

応，といった人間の意思決定プロセスの一部もしく

は全てが自動化あるいは遠隔制御されたシステム，

並びに，これらを搭載した船舶を対象としている。 
このガイドラインでは，自動化システムおよび遠

隔制御システムを分類するため，以下の4つの指標

を用いている。 
(1) 自動化の範囲 
(2) 遠隔制御の範囲 
(3) フォールバックの実行主体 
(4) 限定領域の内容 
この内，3つの指標 (1) 自動化の範囲，(2) 遠

隔制御の範囲，(3) フォールバックの実行主体 に

ついては，分類例を示されているので，以下に示す。 
自動化の範囲 

レレベベルル00： 
・人間が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータお

よび人間 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクをコンピュー

タシステムが実行 
・サブタスクの実行主体はコンピュータシ

ステム 
遠隔制御の範囲 

レレベベルル00： 
・船上の乗組員が全てのサブタスクを実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員 
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レレベベルルII： 
・一部の意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は船上の乗組員お

よび遠隔制御施設の遠隔運転員 
レレベベルルIIII： 

・全ての意思決定サブタスクを遠隔で実行 
・サブタスクの実行主体は遠隔制御施設の

遠隔運転員 
フォールバックの実行主体 

レレベベルル00： 
・フォールバックを人間が実行 
・フォールバックの実行主体は人間 

レレベベルルII： 
・フォールバックを人間とコンピュータシ

ステムシステムが分担して実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
レレベベルルIIII： 

・フォールバックをコンピュータシステム

システムが実行 
・フォールバックの実行主体は人間および

コンピュータシステムシステム 
この分類では，各指標のシステムの性質と実行主

体が定義されており，自動化システムの分類をする

際に用いられている。 
ただし，この分類は，各要素をわかりやすく説明

するために個別に設定したもので，実際のシステム

は，この3つの要素の指標の組み合わせで分類でき

るとしており，例えば，「一部の意思決定サブタス

クをコンピュータシステムが実行し，フォールバッ

クを人間が実施する」システムの場合，表5のよう

な組み合わせがあることを示している。 
 
表5 自動化システムと遠隔制御システムおよび 

フォールバックの組み合わせの例 

分類 
タスクの実行主体 フォール 

バックの 
主体 船内 RCC 

AC RC FB Human CS Human CS Human CS 
I 0 0 ○ ○   ◎  
I I 0 ○   ○ ◎  
I I 0  ○ ○  ◎  
AC：自動化の範囲 
RC：遠隔制御の範囲 
FB：フォールバックの実行主体 
RCC：遠隔制御施設 
CS：コンピュータシステム 
◎：全て実施 
○：分担して実施 

日本海事協会のガイドラインには，DNVと同じ

く自動化のレベルは，一意に決められるものではな

くタスクや状況等により変わるものとの立場から，

自動化の範囲，遠隔操作の範囲，フォールバックの

実行主体に対して，抽象的な対象への基本的な分類

法として示されていた。このため，レベルを分ける

ファクタは明確には規定されていなかった。 
また，フォールバックの実行主体を加えたのは，

海事分野の自動化レベルの表現では，新しい考えで

あった。 
4.6 American Bureau of Shipping（ABS）の

自動化レベル 

ABSは，2021年に自律と遠隔制御の機能のガイ

ドライン18)を発表した。このガイドラインは，全て

の船舶およびオフショアユニットを対象としている。

また，このガイドラインでカバーされている自律機

能は，船舶およびオフショアユニットの操作を可能

にする機能に焦点を当てており，無人操作を意味す

るものではなかった。 
このガイドラインが適用される対象としては，航

海（NAV），操船（MNV），係留（MOR），着桟

（DOC），推進器（PRP），補機（AUX），環境保護

（ENV），貨物操作（CGH），バラスト操作（BAL），
工業プロセス（IND）の多岐にわたる機能が設定さ

れており，自律レベルはこの全ての機能について適

用される。また，各機能はコード化されており，以

下で示す自律機能のノーテーションの表示時に使用

される。 
このガイドラインでは，自律性を「スマート」，

「半自律」，「完全自律」の3つレベルで定義してお

り，これに基づきノーテーションも設定している。

以下に自律のレベルの定義を示す。 
自律性のレベル 

自自律律レレベベルル11：スマート：システムによる人間

の機能の拡張 
・システムは，システムの異常の検出，

診断，予測，決定/アクションの代替等

の受動的な意思決定支援を提供。 
・ノーテーション：SMART 

自自律律レレベベルル22：半自律：人間によるシステムの

機能の拡張 
・スマートな基盤上の構成されたシステ

ムと人間の意思決定および行動の組み

合わせによって管理。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

自自律律レレベベルル33：完全自律：システム機能への人

間の関与なし 
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・システムは意思決定を行い，自律的に

行動実施。 
・人間は監視機能のみを実行。システム

に介入するオーバーライド機能あり。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

また，このガイドラインでは，人の関わりを明確

にするため，操作監視レベルが定義されている。操

作監視レベルは，運転員の作業場所を2箇所（船内

あるいは遠隔地），運転員に要求される注意の度合

いを3段階で定義し，この組み合わせで定義される。 
以下，要求注意レベルを示した後，表6に操作監

視レベルを示す。 
要求注意レベル 

要要求求注注意意レレベベルル11：継続的な監視 
・機能の運用全体を通じて，（中断なしの）

継続的な操作員による監視。 
要要求求注注意意レレベベルル22：間欠的な監視 

・機能の運用全体を通じて，設定された間

隔で運転員による監視が必要。間隔の長

さと運転員による監視を確実にする手段

は，船舶運航者によって決定され，運航

概念文書に記載。 
要要求求注注意意レレベベルル33：必要ベースの監視（システ

ム通知または操作モードに対応） 
・機能の操作全体を通して，運転員による

監視は必要に応じてのみ実施。詳細は船

舶運航者が決定し，運航概念文書に記載。 
 
この要求注意レベルは，対象機能とともに，ノー

テーションAUTONOMOUSの属性値となっており，

例えば，AUTONOMOUS（NAV,OP1,RO1）と記

述する航海関係の船上および遠隔地の運転員による 
 

表6 操作監視レベル 

操作監視 
レベルと 
その符号 

求められる 
注意レベル 

運転員 
作業場所 

OP1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

船上 

OP2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

船上 

OP3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

船上 

RO1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

遠隔地 

RO2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

遠隔地 

RO3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

遠隔地 

継続的な監視がいる操作であることを示している。 
本ガイドラインでは，自律のレベルの他に，要求

注意レベルと運転員の作業場所（船上か遠隔地か）

を組み合わせて人間と機械の関わりを示していた。 
自律のレベルは，比較的簡単に記述している他，

要求注意レベルは，Bureau Veritasの直接・遠隔制

御の程度の内容にあたり，自動運航船を考える上で，

重要な検討項目である人による常時監視の有無の段

階的な状況を示しており，重要な検討課題である。 

5．自動化レベルの分類のファクタ 

今回示した自動化レベルを俯瞰してみると，自動

化レベルの多くは，自動化システムを，情報収集，

認識，判断，行動の各タスクをループして行う運転

作業を支援・代行するシステムとしてとらえており，

それぞれの自動化システムが支援・代行をどこまで

やるかで，自動化のレベルを設定している。 
また，自動化レベルには，手動制御から完全自動

制御までのレベルがあり，具体的には，手動，委任，

監視，完全自動の4つのレベルの制御モードをベー

スに多くの自動化レベルが設定されていた。このレ

ベル分けは，Sheridanが示した制御モードの手動

制御から監視制御，完全自動制御までの制御法の変

遷に対応しており，比較的複雑なシステムでも，こ

の制御モードを使用することにより，容易に説明で

きる。特に，人がどのような役割を担っているかあ

るいは制御の主体がどのレベルで変わるのかが分か

りやすく表現されているので，Sheridanが示した

制御モードは自動化システムの動きの概要を適切に

理解するためには良い指標と考えられる。 
この制御モードをベースとした自動化レベルを分

類するファクタとしては，以下が挙げられる。 
・支援情報の提供の有無 
・行動前の人の許可 
・制御実施主体の人からシステムへの移行 
・介入手段の有無 
・制御結果の人への報告の有無 

次に，制御モードに関連する項目以外で自動化レ

ベルを分けるファクタとしては，以下がある。 
・常時監視の要否 
・運転員の有無と所在地 

常時監視の要否は，自動車の自動化レベル3では，

携帯電話の利用等間欠的な監視を許容している他，

ABSのガイドラインでは人による監視の度合いを

常時監視，間欠監視，必要ベースの監視に分けてい

る等，比較的後に発表された船級協会のガイドライ

ンの中には，示されている。 
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もう1つのファクタとして，運転員の有無と所在

地がある。運転員の所在は，運転員が船上にいる場

合といない場合，遠隔制御センタにいる場合といな

い場合があり，この組み合わせで4ケースある。こ

れも多くの船級の自動化レベルで，運転員の監視の

度合いと組み合わせて分類に用いられている。また，

船舶の遠隔操縦については，現在目視の範囲内にあ

るかについての言及はないが，今後特に無人の小型

船の検討をする場合加える必要がある。 
最後に，自動車の自動化レベルには，表3に示す

通り自動化システムを作成する上で必要となる

ConOps等で示された動的運転タスク（DDT：

Dynamic Driving Task ）， 運 用 設 計 ド メ イ ン

（ODD：Operational Design Domain）の概念，障

害物およびイベント検出対応（OEDR：Object and 
event detection and response）等のサブタスクと

しての概念等が含まれており，いくつかの船級協会

ではこの概念を踏襲している。こうした概念を，取

り込むことによるコストについては考慮が必要であ

るが，こうした概念は，今後自動化レベルを検討す

る上で重要となると考える。 

6．まとめ 

本報告では，自動運航船およびこれを実現する各

種自動化システムの機能と人間との関わりについて，

共通の理解を得ることを目的とした自動化レベルに

ついて，過去の検討内容を調査するとともに，自動

化が進んでいる自動車の自動化レベルと無人航空機

(ドローン)の飛行レベル，および現在までに各種海

事関係機関およびいくつかの船級協会から示された

自動化レベルについて，その概要と自動化レベルを

分類するファクタについて取りまとめた。このファ

クタは，各システムへの人間の関わり方の違いを明

確にし，常時監視や非常時の介入等人間に求められ

るタスクも明らかにしている。 
これにより，これまでの自動化レベル作成の経緯

や，自動化レベルで示される自動化システムの機能

が明確になり，自動化システムを表現する時に有用

な分類法が整理できた。 
自動車の自動化レベルに見られるように，自動化

システムが進化していくにつれて，自動化レベルに

も多様なファクタが追加され進化していくと考えら

れ，今後船舶の自動化レベルの検討の際にこの調査

内容が活用されればありがたい。 
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・システムは意思決定を行い，自律的に

行動実施。 
・人間は監視機能のみを実行。システム

に介入するオーバーライド機能あり。 
・ノーテーション：AUTONOMOUS 

また，このガイドラインでは，人の関わりを明確

にするため，操作監視レベルが定義されている。操

作監視レベルは，運転員の作業場所を2箇所（船内

あるいは遠隔地），運転員に要求される注意の度合

いを3段階で定義し，この組み合わせで定義される。 
以下，要求注意レベルを示した後，表6に操作監

視レベルを示す。 
要求注意レベル 

要要求求注注意意レレベベルル11：継続的な監視 
・機能の運用全体を通じて，（中断なしの）

継続的な操作員による監視。 
要要求求注注意意レレベベルル22：間欠的な監視 

・機能の運用全体を通じて，設定された間

隔で運転員による監視が必要。間隔の長

さと運転員による監視を確実にする手段

は，船舶運航者によって決定され，運航

概念文書に記載。 
要要求求注注意意レレベベルル33：必要ベースの監視（システ

ム通知または操作モードに対応） 
・機能の操作全体を通して，運転員による

監視は必要に応じてのみ実施。詳細は船

舶運航者が決定し，運航概念文書に記載。 
 
この要求注意レベルは，対象機能とともに，ノー

テーションAUTONOMOUSの属性値となっており，

例えば，AUTONOMOUS（NAV,OP1,RO1）と記

述する航海関係の船上および遠隔地の運転員による 
 

表6 操作監視レベル 

操作監視 
レベルと 
その符号 

求められる 
注意レベル 

運転員 
作業場所 

OP1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

船上 

OP2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

船上 

OP3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

船上 

RO1 要要求求注注意意レレベベルル11： 
継続的な監視 

遠隔地 

RO2 要要求求注注意意レレベベルル22： 
間欠的な監視 

遠隔地 

RO3 要要求求注注意意レレベベルル33： 
必要ベースの監視 

遠隔地 

継続的な監視がいる操作であることを示している。 
本ガイドラインでは，自律のレベルの他に，要求

注意レベルと運転員の作業場所（船上か遠隔地か）

を組み合わせて人間と機械の関わりを示していた。 
自律のレベルは，比較的簡単に記述している他，

要求注意レベルは，Bureau Veritasの直接・遠隔制

御の程度の内容にあたり，自動運航船を考える上で，

重要な検討項目である人による常時監視の有無の段

階的な状況を示しており，重要な検討課題である。 

5．自動化レベルの分類のファクタ 

今回示した自動化レベルを俯瞰してみると，自動

化レベルの多くは，自動化システムを，情報収集，

認識，判断，行動の各タスクをループして行う運転

作業を支援・代行するシステムとしてとらえており，

それぞれの自動化システムが支援・代行をどこまで

やるかで，自動化のレベルを設定している。 
また，自動化レベルには，手動制御から完全自動

制御までのレベルがあり，具体的には，手動，委任，

監視，完全自動の4つのレベルの制御モードをベー

スに多くの自動化レベルが設定されていた。このレ

ベル分けは，Sheridanが示した制御モードの手動

制御から監視制御，完全自動制御までの制御法の変

遷に対応しており，比較的複雑なシステムでも，こ

の制御モードを使用することにより，容易に説明で

きる。特に，人がどのような役割を担っているかあ

るいは制御の主体がどのレベルで変わるのかが分か

りやすく表現されているので，Sheridanが示した

制御モードは自動化システムの動きの概要を適切に

理解するためには良い指標と考えられる。 
この制御モードをベースとした自動化レベルを分

類するファクタとしては，以下が挙げられる。 
・支援情報の提供の有無 
・行動前の人の許可 
・制御実施主体の人からシステムへの移行 
・介入手段の有無 
・制御結果の人への報告の有無 

次に，制御モードに関連する項目以外で自動化レ

ベルを分けるファクタとしては，以下がある。 
・常時監視の要否 
・運転員の有無と所在地 

常時監視の要否は，自動車の自動化レベル3では，

携帯電話の利用等間欠的な監視を許容している他，

ABSのガイドラインでは人による監視の度合いを

常時監視，間欠監視，必要ベースの監視に分けてい

る等，比較的後に発表された船級協会のガイドライ

ンの中には，示されている。 
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もう1つのファクタとして，運転員の有無と所在

地がある。運転員の所在は，運転員が船上にいる場

合といない場合，遠隔制御センタにいる場合といな

い場合があり，この組み合わせで4ケースある。こ

れも多くの船級の自動化レベルで，運転員の監視の

度合いと組み合わせて分類に用いられている。また，

船舶の遠隔操縦については，現在目視の範囲内にあ

るかについての言及はないが，今後特に無人の小型

船の検討をする場合加える必要がある。 
最後に，自動車の自動化レベルには，表3に示す

通り自動化システムを作成する上で必要となる

ConOps等で示された動的運転タスク（DDT：

Dynamic Driving Task ）， 運 用 設 計 ド メ イ ン

（ODD：Operational Design Domain）の概念，障

害物およびイベント検出対応（OEDR：Object and 
Event Detection and Response）等のサブタスクと

しての概念等が含まれており，いくつかの船級協会

ではこの概念を踏襲している。こうした概念を，取

り込むことによるコストについては考慮が必要であ

るが，こうした概念は，今後自動化レベルを検討す

る上で重要となると考える。 

6．まとめ 

本報告では，自動運航船およびこれを実現する各

種自動化システムの機能と人間との関わりについて，

共通の理解を得ることを目的とした自動化レベルに

ついて，過去の検討内容を調査するとともに，自動

化が進んでいる自動車の自動化レベルと無人航空機

(ドローン)の飛行レベル，および現在までに各種海

事関係機関およびいくつかの船級協会から示された

自動化レベルについて，その概要と自動化レベルを

分類するファクタについて取りまとめた。このファ

クタは，各システムへの人間の関わり方の違いを明

確にし，常時監視や非常時の介入等人間に求められ

るタスクも明らかにしている。 
これにより，これまでの自動化レベル作成の経緯

や，自動化レベルで示される自動化システムの機能

が明確になり，自動化システムを表現する時に有用

な分類法が整理できた。 
自動車の自動化レベルに見られるように，自動化

システムが進化していくにつれて，自動化レベルに

も多様なファクタが追加され進化していくと考えら

れ，今後船舶の自動化レベルの検討の際にこの調査

内容が活用されればありがたい。 
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船舶の火災安全対策への取り組み 
 

 
機関開発部，材料艤装部 

 
1．はじめに 

船舶の火災安全対策はSOLAS条約において規定

されており，これまで大規模な火災事故が発生する

たびに改正が重ねられてきた。近年の大型化するコ

ンテナ運搬船に対しても条約改正が行われてきたも

のの大きな損害を被る火災事故が複数発生しており，

更なる安全性の向上のためにIMOにおいて見直し

が行われようとしている。また，現在審議されてい

るロールオン・ロールオフ旅客船の火災安全対策に

加え，リチウムイオン電池を搭載する自動車や水素，

天然ガス，メタノールやエタノール等の新燃料を利

用する自動車の火災に対する安全要件についても

IMOで問題提起され，今後検討が予定されている。

これとは別に，ガソリンを燃料とする自動車を主に

運搬する大型の自動車運搬船においても火災事故が

報告されており，国土交通省の主導によって，国内

検討会において安全対策の検討が行われ，「固定式

泡消火装置の効果的使用のための改善策」がとりま

とめられた。 
本稿では，コンテナ運搬船及び自動車運搬船に関

し，IMOで議論されている火災安全対策の動向に

ついて解説するとともに，今後の条約改正に先んじ

て，コンテナ運搬船を運航する船主や船舶管理会社

が自発的に進める追加の火災安全対策の動きに対応

した本会の取り組み及び自動車運搬船に対する国内

検討会での火災安全対策について紹介する。 

2．コンテナ運搬船の火災安全対策 

2.1 IMOの動向 

コンテナ運搬船の大型化に伴いこれまでIMOで

は火災安全性を向上・確保するためにSOLAS条約

の改正を重ねてきているが，依然として火災事故が

発生している現状を考慮して，更なる安全性を高め

るための検討が提案されている。具体的には，第

102回海上安全委員会（MSC102）に，コンテナ運

搬船の火災安全対策に関する新たな要件の策定を提

案する新規作業計画案について，マーシャル諸島，

シンガポール，世界海運評議会WSC及び国際船級

協会連合IACSの共同提案文書，並びにバハマ，ド

イツ，国際海上保険連合IUMI及びボルチック国際

海運協議会BIMCO等の共同提案文書がそれぞれ提

出された。 
これらの提案は，2021年5月開催の第103回海上

安全委員会（MSC103）において，コンテナ運搬船

の火災安全対策に関する新規作業計画として承認さ

れ，翌年開催の第8回船舶設備小委員会（SSE8）
から，コンテナ運搬船の貨物倉及び甲板上の貨物区

域に対する安全対策の具体的な審議が開始される。

この計画では，SOLAS II-2章及び火災安全設備コ

ード（FSSコード）の改正審議は2025年までに完

了し，2028年1月の発効が目標となっている。 
 

 
図1 コンテナ運搬船 
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されており，これまで大規模な火災事故が発生する

たびに改正が重ねられてきた。近年の大型化するコ

ンテナ運搬船に対しても条約改正が行われてきたも

のの大きな損害を被る火災事故が複数発生しており，

更なる安全性の向上のためにIMOにおいて見直し

が行われようとしている。また，現在審議されてい

るロールオン・ロールオフ旅客船の火災安全対策に

加え，リチウムイオン電池を搭載する自動車や水素，

天然ガス，メタノールやエタノール等の新燃料を利
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IMOで問題提起され，今後検討が予定されている。
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運搬する大型の自動車運搬船においても火災事故が
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泡消火装置の効果的使用のための改善策」がとりま

とめられた。 
本稿では，コンテナ運搬船及び自動車運搬船に関

し，IMOで議論されている火災安全対策の動向に

ついて解説するとともに，今後の条約改正に先んじ

て，コンテナ運搬船を運航する船主や船舶管理会社

が自発的に進める追加の火災安全対策の動きに対応
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検討会での火災安全対策について紹介する。 

2．コンテナ運搬船の火災安全対策 

2.1 IMOの動向 

コンテナ運搬船の大型化に伴いこれまでIMOで

は火災安全性を向上・確保するためにSOLAS条約

の改正を重ねてきているが，依然として火災事故が

発生している現状を考慮して，更なる安全性を高め

るための検討が提案されている。具体的には，第
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搬船の火災安全対策に関する新たな要件の策定を提

案する新規作業計画案について，マーシャル諸島，

シンガポール，世界海運評議会WSC及び国際船級

協会連合IACSの共同提案文書，並びにバハマ，ド

イツ，国際海上保険連合IUMI及びボルチック国際
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これらの提案は，2021年5月開催の第103回海上

安全委員会（MSC103）において，コンテナ運搬船
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ード（FSSコード）の改正審議は2025年までに完
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2.2 コンテナ運搬船の貨物区域における火災

安全対策 

IMOにてコンテナ運搬船の火災安全対策で指摘

されている問題点を以下に概説する。これらの検討

項目を中心にIMOにおいて審議される予定である。 
(1) 貨物倉の固定式消火装置 

貨物倉には固定式炭酸ガス消火装置が設置されて

いるが，貨物の性状等により，この固定式消火装置

を作動させた場合でも鎮火に至らず，当該貨物倉の

内部に漲水しなければならない場合がある。この場

合には，例えば固定式消火装置の2次的措置や代替

の消火装置が必要となる。 
(2) 甲板上貨物区域の消火設備 

暴露甲板上に積載されるコンテナの火災に対応す

るため，2016年1月1日以降に建造される船舶には，

水噴霧ランス及び移動式水モニタを備えることが要

求されている。しかしながら，コンテナの囲壁を貫

通してコンテナ内部へ射水する水噴霧ランスに対す

る性能基準がなく，それぞれの装置で材料や貫通の

方法等が異なる。このため，水噴霧ランスには一定

の効力を担保させる基準が必要である。性能基準が

ある移動式水モニタにあっても，搭載が要求される

数が十分でなく，または効果的な配置の要件が不足

している可能性がある。これらに加えて，遠隔操作

ができる水系の消火装置が必要である可能性がある。 
(3) 消防員装具の通信設備 

すべての船舶には，2018年7月1日以降の最初の

定期的な検査までに，消防員のための通信手段を備

えることが要求されている。しかしながら，当該通

信手段では，通信範囲や効果的な消火活動のための

ハンズ・フリー機能の要件等が欠けている。 
(4) 火災探知 

現行SOLASの要求により設置されている貨物倉

内の試料抽出式煙探知装置（煙を感知するもの）で

は，コンテナ内部の火災が伝播している段階では熱

の伝搬によって火災を探知することができず，火災

が伝播した後に，コンテナ囲壁の変形や破壊により

貨物倉内に煙が発生した時点で火災を探知する。ま

た，当該装置では火災が発生しているコンテナの位

置を特定することは難しい。火災の早期発見のため，

例えば，追加の熱探知装置の要件等を検討する必要

もある。 
(5) コンテナ貨物 

特に危険物貨物にあっては，熱を切っ掛けに化学

的な反応を引き起こし，火災や爆発の原因となる。

これらを防ぐためには，コンテナ内部の貨物の情報

が正しく伝えられ，船舶でも貨物の種別等を把握す

ることでコンテナ積載を適切に行う必要がある。一

方で，貨物の情報が正確でない場合に，これが原因

となり火災が発生又は拡大する可能性がある。貨物

の識別，梱包，情報伝達等を含むコンテナ貨物の扱

い方について，改めて議論する必要がある。 
2.3 本会の取り組み 

前述の通り，コンテナ運搬船の火災安全対策は

IMOにおいて審議が開始されるところである。一

方で，これに先んじてコンテナ運搬船を運航する船

主や船舶管理会社の一部において，自発的な対応を

進める意向があり，実際に独自に追加の火災安全対

策を施す動きもある。 
IMOにコンテナ運搬船の火災事故の分析結果を

提示したIUMIは，独自に火災安全強化策のコンセ

プト（図2参照）を示している。詳しくは，2017年
に 発 表 さ れ て い る IUMI Position Paper
“Firefighting systems on board container vessels”
を参照して頂きたい。また，このコンセプトに近い

設計思想の大型コンテナ運搬船も既に建造されてい

る。 
このような動向に合わせて，任意に追加された火

災安全対策の評価を要望する声がある。これらの要

望に応えるため，本会は，例えば以下のような追加

の火災安全対策を行った船舶を評価するため，船級

符号へ付記できるような規則面の整備を検討してい

る。 
(1) 貨物倉の追加の火災探知装置 

例えば，従来の試料抽出式煙探知装置に加えて，

サーモグラフィーカメラや光学撮像を用いた熱探知

装置や，火災が発生したコンテナを探知するための

温度監視装置を備えた船舶に対して，当該追加装置

の設置を示す付記。 
(2) 追加の水噴霧装置 

コンテナ火災の伝播を防ぐために，貨物倉，デッ

キハウス端壁，エンジンケーシング端壁，コンテナ

ラッシングブリッジ等にノズルを配置した水噴霧消

火装置を備えた船舶に対して，当該追加装置の設置

を示す付記。（図3参照） 
(3) 貨物倉への漲水 

貨物倉に漲水できる手段を備え，漲水した場合の

強度や復原性に問題が無いことを確認した船舶に対

して，当該追加措置が実施できることを示す付記。 
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図2 甲板上の水噴霧装置のイメージ（IUMIによる提唱） 

 
図3 水噴霧装置のイメージ 
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2.2 コンテナ運搬船の貨物区域における火災

安全対策 

IMOにてコンテナ運搬船の火災安全対策で指摘

されている問題点を以下に概説する。これらの検討

項目を中心にIMOにおいて審議される予定である。 
(1) 貨物倉の固定式消火装置 

貨物倉には固定式炭酸ガス消火装置が設置されて

いるが，貨物の性状等により，この固定式消火装置

を作動させた場合でも鎮火に至らず，当該貨物倉の

内部に漲水しなければならない場合がある。この場

合には，例えば固定式消火装置の2次的措置や代替

の消火装置が必要となる。 
(2) 甲板上貨物区域の消火設備 

暴露甲板上に積載されるコンテナの火災に対応す

るため，2016年1月1日以降に建造される船舶には，

水噴霧ランス及び移動式水モニタを備えることが要

求されている。しかしながら，コンテナの囲壁を貫

通してコンテナ内部へ射水する水噴霧ランスに対す

る性能基準がなく，それぞれの装置で材料や貫通の

方法等が異なる。このため，水噴霧ランスには一定

の効力を担保させる基準が必要である。性能基準が

ある移動式水モニタにあっても，搭載が要求される

数が十分でなく，または効果的な配置の要件が不足

している可能性がある。これらに加えて，遠隔操作

ができる水系の消火装置が必要である可能性がある。 
(3) 消防員装具の通信設備 

すべての船舶には，2018年7月1日以降の最初の

定期的な検査までに，消防員のための通信手段を備

えることが要求されている。しかしながら，当該通

信手段では，通信範囲や効果的な消火活動のための

ハンズ・フリー機能の要件等が欠けている。 
(4) 火災探知 

現行SOLASの要求により設置されている貨物倉

内の試料抽出式煙探知装置（煙を感知するもの）で

は，コンテナ内部の火災が伝播している段階では熱

の伝搬によって火災を探知することができず，火災

が伝播した後に，コンテナ囲壁の変形や破壊により

貨物倉内に煙が発生した時点で火災を探知する。ま

た，当該装置では火災が発生しているコンテナの位

置を特定することは難しい。火災の早期発見のため，

例えば，追加の熱探知装置の要件等を検討する必要

もある。 
(5) コンテナ貨物 

特に危険物貨物にあっては，熱を切っ掛けに化学

的な反応を引き起こし，火災や爆発の原因となる。

これらを防ぐためには，コンテナ内部の貨物の情報

が正しく伝えられ，船舶でも貨物の種別等を把握す

ることでコンテナ積載を適切に行う必要がある。一

方で，貨物の情報が正確でない場合に，これが原因

となり火災が発生又は拡大する可能性がある。貨物

の識別，梱包，情報伝達等を含むコンテナ貨物の扱

い方について，改めて議論する必要がある。 
2.3 本会の取り組み 

前述の通り，コンテナ運搬船の火災安全対策は

IMOにおいて審議が開始されるところである。一

方で，これに先んじてコンテナ運搬船を運航する船

主や船舶管理会社の一部において，自発的な対応を

進める意向があり，実際に独自に追加の火災安全対

策を施す動きもある。 
IMOにコンテナ運搬船の火災事故の分析結果を

提示したIUMIは，独自に火災安全強化策のコンセ

プト（図2参照）を示している。詳しくは，2017年
に 発 表 さ れ て い る IUMI Position Paper
“Firefighting systems on board container vessels”
を参照して頂きたい。また，このコンセプトに近い

設計思想の大型コンテナ運搬船も既に建造されてい

る。 
このような動向に合わせて，任意に追加された火

災安全対策の評価を要望する声がある。これらの要

望に応えるため，本会は，例えば以下のような追加

の火災安全対策を行った船舶を評価するため，船級

符号へ付記できるような規則面の整備を検討してい

る。 
(1) 貨物倉の追加の火災探知装置 

例えば，従来の試料抽出式煙探知装置に加えて，

サーモグラフィーカメラや光学撮像を用いた熱探知

装置や，火災が発生したコンテナを探知するための

温度監視装置を備えた船舶に対して，当該追加装置

の設置を示す付記。 
(2) 追加の水噴霧装置 

コンテナ火災の伝播を防ぐために，貨物倉，デッ

キハウス端壁，エンジンケーシング端壁，コンテナ

ラッシングブリッジ等にノズルを配置した水噴霧消

火装置を備えた船舶に対して，当該追加装置の設置

を示す付記。（図3参照） 
(3) 貨物倉への漲水 

貨物倉に漲水できる手段を備え，漲水した場合の

強度や復原性に問題が無いことを確認した船舶に対

して，当該追加措置が実施できることを示す付記。 
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図2 甲板上の水噴霧装置のイメージ（IUMIによる提唱） 

 
図3 水噴霧装置のイメージ 

 
図4 大型自動車運搬船 
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3．大型自動車運搬船の火災安全対策 

3.1 IMOの動向 

IMOでは，2020年3月に開催されたIMO第7回船

舶設備小委員会（SSE7）において，リチウムイオ

ン電池を搭載する自動車の火災に対する安全要件の

開発が提案された。 
本件に関しては，リチウムイオン電池だけでなく

他の新エネルギー自動車も含めた幅広い検討が必要

との結論となり，2021年10月開催のIMO第104回
海上安全委員会（MSC104）において今後の作業計

画が協議される予定となっている（執筆時点）。こ

れは現在審議されているロールオン・ロールオフ旅

客船だけの問題ではなく，新エネルギー自動車を積

載するSOLAS条約が適用となるすべての船舶が対

象となる可能性があり，今後の動向に注目する必要

がある。 
3.2 日本国内における安全対策検討会 

3.2.1 火災事故発生時の対応策の検討 

IMOで審議が予定されている新エネルギー自動

車を積載する車両区域・ロールオン・ロールオフ船

の議論が開始される一方で，現在就航中の，ガソリ

ンを燃料とする自動車を主に運搬する大型の自動車

運搬船においても，車両積載区域での火災事故が近

年複数件発生している状況を踏まえ，国土交通省を

中心として，同種事故発生時の被害軽減を目的に安

全対策の検討が行われた。 
前述の通り，IMOでは新エネルギー自動車（リ

チウムイオン電池を搭載する車両等）の火災安全に

関する議論が開始されているが，貨物として積載さ

れている車両のうち，新エネルギー自動車はまだ高

い割合にあるとは言えないこと，報告されている火

災事故に関してもガソリンを燃料とする自動車が貨

物の大宗を占めていたこと，また，車両積載区域で

一番発熱量の大きい物が自動車であること等を踏ま

え，発火源は不明であったが，この検討は通常のガ

ソリンを燃料とする自動車を発火源と仮定して実施

された。 
具体的には，2019年12月に一般財団法人 日本船

舶技術研究協会（JSTRA）を事務局として，国内

関係者（船社，造船所，火災探知機／泡消火装置メ

ーカー，国立研究開発法人，大学，国等）を構成メ

ンバーとする「自動車運搬船の火災事故再発防止検討

会」を設置して上述の安全対策を検討した。なお，

本会も委員として参画した。 
この検討会では，まず，実際の火災事故に関する

情報収集及び火災延焼／消火シナリオの検証を実施

し，事故による被害を抑制するための課題を抽出し

た。続いて，この結果に対し，実験・調査を実施し

て，具体的な改善方法を策定した。実施した実験は

自動車運搬船に特有の甲板裏の構造による煙探知へ

の影響を調べるための火災探知性能の実験と，甲板

間高さが低くかつ車両が密接して配置される自動車

運搬船の車両区域内における車両の燃焼・延焼のメ

カニズムを探るための車両燃焼実験である。例とし

て，図5及び図6に車両燃焼実験の様子を示す。 

 
図5 車両燃焼実験の写真：水平配置の様子 
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図6 車両燃焼実験の写真：上下配置の様子 

検討会では，その結果を「固定式泡消火装置の効

果的な使用のための改善策」としてとりまとめ，同

省は2021年6月10日付で一般社団法人 日本船主協

会に対し，同改善策等を活用して，同種船舶の安全

性向上への一層の自主的な取り組みを行うよう要請

し，その事実が本会を含む登録船級協会に対し通知

された。 
本会は船級協会として安全な運航確保を追求する

との立場から当該検討会に積極的に貢献してきたこ

とも踏まえ2021年6月11日にClassNKテクニカルイ

ンフォメーションTEC-1239を発行し，大型自動車

運搬船の運航に携わる船主殿及び管理会社殿に対し

て同改善策の導入の検討を御願いした。 
3.2.2 被害低減に向けた改善措置 

前述の「固定式泡消火装置の効果的な使用のため

の改善策」は，現在多くの大型自動車運搬船の車両

積載区域に設置される固定式泡消火装置のより効果

的な使用を通じて，火災事故の被害を低減すること

を目的としている。当該措置は，ガソリンを燃料と

する自動車を用いた車両燃焼実験等で得られた新し

い知見を踏まえ，具体的な安全対策をとりまとめた

ものであり，ここでその内容を紹介する。 
車両積載区域内で発生した火災は，初期消火によ

り消火ができなかった場合は，車両から車両へ延焼

していくが，延焼により火災規模が一定以上に拡大

してしまうと，装備されている固定式消火装置では

延焼を食い止めることが困難になる。以下に挙げる

各対策は，SOLAS条約及びFSSコードで要求され

ている固定式泡消火装置をより効果的に機能させる

ことを目的としたものである。 
(1) 対象船舶 

車両積載区域の固定式泡消火装置を使用する大型

自動車運搬船。ここでは総トン数6万トン程度を想

定し，積載状態は満載状態とする。 
(2) 基本方針 

前述の検討会で得られた知見を基に，固定式泡消

火装置をより効果的に使用するために起動までの目

標時間を設定し，これを達成するためにソフト及び

ハード面で対策を行う。 
● 国際安全管理規則（ISMコード）に基づく安全

管理システム（SMS）に関連した「消火対応

手順書」等に規定されている「泡消火装置の

起動に係る手順」に，警報発報から固定式泡

消火装置の作動ボタンを押すまでの目標時間

（標準時間を14分とする）を設定し，船員に周

知すること。 
なお，上記標準時間は目安であり，実際の目

標時間は各船舶の仕様や構造及び貨物の種類

や積載状況等に応じて船舶所有者や運航者等

が自ら設定するものである。また，この改善

策で想定している総トン数6万トン程度以外の

場合においても，火災現場の確認等に要する

時間を各船の大きさ等を勘案して適正に設定

することにより，本改善策は同様に適用可能

である。 
また，ここでいう14分とは，表1の各対策の実

施を前提とし，車両燃焼実験の結果から得ら

れた自動車の延焼速度も考慮の上で，警報が

発せられてから最もブリッジから遠い最下層

の貨物層まで船員が移動し火災を現認するの

に10分，防火部署発令に1分，人員の点呼に3
分を要するとした，その合計時間である。 

● 上述の目標時間を達成するために，表1に示す

ソフト及びハード面の対策を現存船及び新造
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3．大型自動車運搬船の火災安全対策 

3.1 IMOの動向 

IMOでは，2020年3月に開催されたIMO第7回船

舶設備小委員会（SSE7）において，リチウムイオ

ン電池を搭載する自動車の火災に対する安全要件の

開発が提案された。 
本件に関しては，リチウムイオン電池だけでなく

他の新エネルギー自動車も含めた幅広い検討が必要

との結論となり，2021年10月開催のIMO第104回
海上安全委員会（MSC104）において今後の作業計

画が協議される予定となっている（執筆時点）。こ

れは現在審議されているロールオン・ロールオフ旅

客船だけの問題ではなく，新エネルギー自動車を積

載するSOLAS条約が適用となるすべての船舶が対

象となる可能性があり，今後の動向に注目する必要

がある。 
3.2 日本国内における安全対策検討会 

3.2.1 火災事故発生時の対応策の検討 

IMOで審議が予定されている新エネルギー自動

車を積載する車両区域・ロールオン・ロールオフ船

の議論が開始される一方で，現在就航中の，ガソリ

ンを燃料とする自動車を主に運搬する大型の自動車

運搬船においても，車両積載区域での火災事故が近

年複数件発生している状況を踏まえ，国土交通省を

中心として，同種事故発生時の被害軽減を目的に安

全対策の検討が行われた。 
前述の通り，IMOでは新エネルギー自動車（リ

チウムイオン電池を搭載する車両等）の火災安全に

関する議論が開始されているが，貨物として積載さ

れている車両のうち，新エネルギー自動車はまだ高

い割合にあるとは言えないこと，報告されている火

災事故に関してもガソリンを燃料とする自動車が貨

物の大宗を占めていたこと，また，車両積載区域で

一番発熱量の大きい物が自動車であること等を踏ま

え，発火源は不明であったが，この検討は通常のガ

ソリンを燃料とする自動車を発火源と仮定して実施

された。 
具体的には，2019年12月に一般財団法人 日本船

舶技術研究協会（JSTRA）を事務局として，国内

関係者（船社，造船所，火災探知機／泡消火装置メ

ーカー，国立研究開発法人，大学，国等）を構成メ

ンバーとする「自動車運搬船の火災事故再発防止検討

会」を設置して上述の安全対策を検討した。なお，

本会も委員として参画した。 
この検討会では，まず，実際の火災事故に関する

情報収集及び火災延焼／消火シナリオの検証を実施

し，事故による被害を抑制するための課題を抽出し

た。続いて，この結果に対し，実験・調査を実施し

て，具体的な改善方法を策定した。実施した実験は

自動車運搬船に特有の甲板裏の構造による煙探知へ

の影響を調べるための火災探知性能の実験と，甲板

間高さが低くかつ車両が密接して配置される自動車

運搬船の車両区域内における車両の燃焼・延焼のメ

カニズムを探るための車両燃焼実験である。例とし

て，図5及び図6に車両燃焼実験の様子を示す。 

 
図5 車両燃焼実験の写真：水平配置の様子 
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図6 車両燃焼実験の写真：上下配置の様子 

検討会では，その結果を「固定式泡消火装置の効

果的な使用のための改善策」としてとりまとめ，同

省は2021年6月10日付で一般社団法人 日本船主協

会に対し，同改善策等を活用して，同種船舶の安全

性向上への一層の自主的な取り組みを行うよう要請

し，その事実が本会を含む登録船級協会に対し通知

された。 
本会は船級協会として安全な運航確保を追求する

との立場から当該検討会に積極的に貢献してきたこ

とも踏まえ2021年6月11日にClassNKテクニカルイ

ンフォメーションTEC-1239を発行し，大型自動車

運搬船の運航に携わる船主殿及び管理会社殿に対し

て同改善策の導入の検討を御願いした。 
3.2.2 被害低減に向けた改善措置 

前述の「固定式泡消火装置の効果的な使用のため

の改善策」は，現在多くの大型自動車運搬船の車両

積載区域に設置される固定式泡消火装置のより効果

的な使用を通じて，火災事故の被害を低減すること

を目的としている。当該措置は，ガソリンを燃料と

する自動車を用いた車両燃焼実験等で得られた新し

い知見を踏まえ，具体的な安全対策をとりまとめた

ものであり，ここでその内容を紹介する。 
車両積載区域内で発生した火災は，初期消火によ

り消火ができなかった場合は，車両から車両へ延焼

していくが，延焼により火災規模が一定以上に拡大

してしまうと，装備されている固定式消火装置では

延焼を食い止めることが困難になる。以下に挙げる

各対策は，SOLAS条約及びFSSコードで要求され

ている固定式泡消火装置をより効果的に機能させる

ことを目的としたものである。 
(1) 対象船舶 

車両積載区域の固定式泡消火装置を使用する大型

自動車運搬船。ここでは総トン数6万トン程度を想

定し，積載状態は満載状態とする。 
(2) 基本方針 

前述の検討会で得られた知見を基に，固定式泡消

火装置をより効果的に使用するために起動までの目

標時間を設定し，これを達成するためにソフト及び

ハード面で対策を行う。 
● 国際安全管理規則（ISMコード）に基づく安全

管理システム（SMS）に関連した「消火対応

手順書」等に規定されている「泡消火装置の

起動に係る手順」に，警報発報から固定式泡

消火装置の作動ボタンを押すまでの目標時間

（標準時間を14分とする）を設定し，船員に周

知すること。 
なお，上記標準時間は目安であり，実際の目

標時間は各船舶の仕様や構造及び貨物の種類

や積載状況等に応じて船舶所有者や運航者等

が自ら設定するものである。また，この改善

策で想定している総トン数6万トン程度以外の

場合においても，火災現場の確認等に要する

時間を各船の大きさ等を勘案して適正に設定

することにより，本改善策は同様に適用可能

である。 
また，ここでいう14分とは，表1の各対策の実

施を前提とし，車両燃焼実験の結果から得ら

れた自動車の延焼速度も考慮の上で，警報が

発せられてから最もブリッジから遠い最下層

の貨物層まで船員が移動し火災を現認するの

に10分，防火部署発令に1分，人員の点呼に3
分を要するとした，その合計時間である。 

● 上述の目標時間を達成するために，表1に示す

ソフト及びハード面の対策を現存船及び新造
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船において実施し，消火対応の方針を策定

（又は見直し）する。 
● 実施するソフト及びハード面の対策を前提にし

て，消火栓からの消火射水（以下，消火栓消

火）の省略に関する事項など，「消火対応手順

書」に記載すべき船員による消火活動に関連

する事項を明記する。

表1 固定式泡消火装置の効果的な使用のための対策一覧＊1 

項目 内容 

実施すべき項目 

発電機の自動（遠隔）起動（消火装置起動後の電源容量の迅速な確保）＊2 

通風筒蓋の閉鎖省略／常時開放又は自動起動化（消火装置起動までの時間

の短縮化）＊2 

消火栓消火の省略（同上）＊3 

その他実施が推奨さ

れる項目（オプショ

ン） 

カメラによる貨物倉の遠隔監視（火災探知遅延の防止，火災発生場所確認

の迅速化） 

RFID (Radio Frequency Identification) タグ等による人員安全確保（人員

点呼に要する時間の短縮化） 
車両甲板天井部の各升溜まりに1個の煙探知器の設置（火災探知の遅延の

防止） 
貨物倉の仕切り追加（被害拡大抑制，消火装置作動時の心理的障害の除

去）＊4 
 ＊1. 表1で示す対策は，前述の通り現時点で輸送の大宗を占めるガソリンを燃料とする自動車を

積載した状況におけるものであり，電気自動車や燃料電池自動車の混載までを想定したもの

ではない。 
 ＊2. 通風筒蓋開閉と発電機自動（遠隔）起動の代替措置として，船員を複数チームに分けて対応

する場合は，ソフト面の対応とすることは可能。ただし，固定式消火装置作動までの目標時

間に影響を及ぼさないことを条件とする。 
 ＊3. 消火器や消火栓消火によって確実に消火できる場合はこの限りでない。具体的には，船橋近

傍における火災の場合，乗組員が巡回中に偶然発見したボヤ火災の場合を想定する。十分な

数の船員が乗船し複数チームに分けて対応する場合は，現場確認と並行して消火栓消火に取

り組むことは可能とする。ただし，固定式消火装置作動までの目標時間に影響を及ぼさない

ことを条件とする。 
 ＊4. この項目は，新造船に対してのみ適用を想定する。 
 
4．おわりに 

本稿では，コンテナ運搬船及び自動車運搬船に対

するIMOの動き，コンテナ運搬船に関する本会の

活動や取り組み及び自動車運搬船に関する国内検討

会での火災安全対策について，それらの現状を紹介

した。 
今後，コンテナ運搬船や自動車運搬船に対する火

災安全対策関連の新要件については，IMOにおい

て審議が進められて行くこととなるが，これには数

年の時間が必要となる。本会は継続的にその動きを

注視し，必要に応じて独自もしくは海事業界と共同

で安全対策を検討していく所存である。 
新しく策定された火災安全対策は，本会のガイド

ライン等を通じて公表し，業界への貢献を考えてい

る。
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実船計測データ及び機械学習を用いた船体構造の応力推定 
 

 
宮島 秀規＊ 

 
1．はじめに 

実船計測プロジェクトでは，航行中の船舶の状態

を把握するために主機回転数や船速，針路などの航

海データや，風や波などの気海象データ，船体の運

動に関するデータとして加速度や船体構造に生じる

応力など，様々なデータの取得・蓄積が行われてい

る。これらのデータは，船体強度の評価や疲労被害

度評価による予寿命予測，設計へのフィードバック

といったところを目的に様々な検討1)~3)がなされて

おり，船舶の安全性確保の観点から，実際に船体に

生じた応力の履歴を把握することの意義は大きい。 
実船計測における応力計測の課題としては，セン

サーの設置やメンテナンスなどにコストがかかる点

が挙げられる。需要のあるすべての計測箇所に対し

て計測を行うことは難しいため，より少ない計測箇

所で船全体の応力を把握できる手法が望まれる。実

船計測と異なる応力履歴把握のアプローチとしては，

構造解析を取り入れて船体構造に生じる応力を推定

する「荷重構造一貫解析」に関する研究が行われて

いる。しかしながら，応力推定手法として確立した

手法はないため，新たなアプローチの検討の余地が

ある。 
船体構造に生じる応力の推定を回帰問題として捉

えると，近年発展している機械学習を用いたアプロ

ーチが効果的だと考えられる。機械学習では課題に

関連した様々な要素を考慮した推定を行うことがで

きるため，実船計測で得られた応力に関連するデー

タを用いることで，船体構造に生じる応力を推定可

能だと思われる。 
実船計測で得られたデータには風，波，潮流とい

った自然環境の影響を受けるデータが含まれている。

気海象の状況を正確に把握することは難しく，実船

計測データには不確実性のある計測値が多く含まれ

ることとなる。このようなデータをもとに数値推定

を行う場合に有効な手法として，機械学習分野では，

確率分布を推定する手法である自然勾配ブースティ

ング（Natural Gradient Boosting：NGBoost）4)

が提案されている。NGBoostを用いることで，確

率分布を考慮した合理的な数値推定を行うことがで

                                                      
＊ 技術研究所 

きると考えられる。そこで，本会では，従来とは異

なるアプローチによる応力推定の実現可能性を確認

するために，実船計測データ及びNGBoostを活用

した船体構造に生じる応力推定の研究を実施してい

る。本稿ではその取り組み内容について紹介する。 

2．実船計測概要 

本研究では，計測項目やデータ数の観点から，

8,600TEUのコンテナ船における実船計測プロジェ

クトで得られた約2年分のデータを使用している。

表1に本船の主要目，表2に本船の計測項目を示す。 
本船は加速度，応力を計測するためのセンサーを

搭載している。それぞれの設置箇所を図1に示す。

船体の応力計測には，光ファイバーを利用して構造

部材の歪を測定する OSMOS （ Optical Strand 
Monitoring System）が用いられており，船体の3
断面に4か所ずつ，計12か所に設置された。加速度

の計測には3軸（x, y, z）の加速度計が用いられてお

り，船首・船体中央部・船尾の計3か所に設置され

た。海象データに関しては，ヨーロッパ中期予報セ

ンター（ECMWF, European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts）が提供しているERA-5
の波浪追算データを用いた。なお，本船では計測期

間中に定期航路の変更が行われている。 
 

表1 実船計測対象船舶の主要目 

全長（LOA） Abt. 334.5 m 
幅 45.6 m 

深さ 24.4 m 
計画満載喫水 14.0 m 

総トン数 Abt. 97,000 GT 
 

表2 データ項目 

分類 詳細 

航海データ 対水・対地船速，針路，主機回転数，
主機馬力 

気象データ 風向き，風速 
加速度データ 3軸（x, y, z）加速度 
応力データ 船体構造に生じる応力（縦曲げ応力） 

海象データ 
波高，波向き，出会波向き，波周期，
波の方向幅，波の尖度，波の周波数集
中度，水深 
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船において実施し，消火対応の方針を策定

（又は見直し）する。 
● 実施するソフト及びハード面の対策を前提にし

て，消火栓からの消火射水（以下，消火栓消

火）の省略に関する事項など，「消火対応手順

書」に記載すべき船員による消火活動に関連

する事項を明記する。

表1 固定式泡消火装置の効果的な使用のための対策一覧＊1 

項目 内容 

実施すべき項目 

発電機の自動（遠隔）起動（消火装置起動後の電源容量の迅速な確保）＊2 

通風筒蓋の閉鎖省略／常時開放又は自動起動化（消火装置起動までの時間

の短縮化）＊2 

消火栓消火の省略（同上）＊3 

その他実施が推奨さ

れる項目（オプショ

ン） 

カメラによる貨物倉の遠隔監視（火災探知遅延の防止，火災発生場所確認

の迅速化） 

RFID (Radio Frequency Identification) タグ等による人員安全確保（人員

点呼に要する時間の短縮化） 
車両甲板天井部の各升溜まりに1個の煙探知器の設置（火災探知の遅延の

防止） 
貨物倉の仕切り追加（被害拡大抑制，消火装置作動時の心理的障害の除

去）＊4 
 ＊1. 表1で示す対策は，前述の通り現時点で輸送の大宗を占めるガソリンを燃料とする自動車を

積載した状況におけるものであり，電気自動車や燃料電池自動車の混載までを想定したもの

ではない。 
 ＊2. 通風筒蓋開閉と発電機自動（遠隔）起動の代替措置として，船員を複数チームに分けて対応

する場合は，ソフト面の対応とすることは可能。ただし，固定式消火装置作動までの目標時

間に影響を及ぼさないことを条件とする。 
 ＊3. 消火器や消火栓消火によって確実に消火できる場合はこの限りでない。具体的には，船橋近

傍における火災の場合，乗組員が巡回中に偶然発見したボヤ火災の場合を想定する。十分な

数の船員が乗船し複数チームに分けて対応する場合は，現場確認と並行して消火栓消火に取

り組むことは可能とする。ただし，固定式消火装置作動までの目標時間に影響を及ぼさない

ことを条件とする。 
 ＊4. この項目は，新造船に対してのみ適用を想定する。 
 
4．おわりに 

本稿では，コンテナ運搬船及び自動車運搬船に対

するIMOの動き，コンテナ運搬船に関する本会の

活動や取り組み及び自動車運搬船に関する国内検討

会での火災安全対策について，それらの現状を紹介

した。 
今後，コンテナ運搬船や自動車運搬船に対する火

災安全対策関連の新要件については，IMOにおい

て審議が進められて行くこととなるが，これには数

年の時間が必要となる。本会は継続的にその動きを

注視し，必要に応じて独自もしくは海事業界と共同

で安全対策を検討していく所存である。 
新しく策定された火災安全対策は，本会のガイド

ライン等を通じて公表し，業界への貢献を考えてい

る。
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実船計測データ及び機械学習を用いた船体構造の応力推定 
 

 
宮島 秀規＊ 

 
1．はじめに 

実船計測プロジェクトでは，航行中の船舶の状態

を把握するために主機回転数や船速，針路などの航

海データや，風や波などの気海象データ，船体の運

動に関するデータとして加速度や船体構造に生じる

応力など，様々なデータの取得・蓄積が行われてい

る。これらのデータは，船体強度の評価や疲労被害

度評価による予寿命予測，設計へのフィードバック

といったところを目的に様々な検討1)~3)がなされて

おり，船舶の安全性確保の観点から，実際に船体に

生じた応力の履歴を把握することの意義は大きい。 
実船計測における応力計測の課題としては，セン

サーの設置やメンテナンスなどにコストがかかる点

が挙げられる。需要のあるすべての計測箇所に対し

て計測を行うことは難しいため，より少ない計測箇

所で船全体の応力を把握できる手法が望まれる。実

船計測と異なる応力履歴把握のアプローチとしては，

構造解析を取り入れて船体構造に生じる応力を推定

する「荷重構造一貫解析」に関する研究が行われて

いる。しかしながら，応力推定手法として確立した

手法はないため，新たなアプローチの検討の余地が

ある。 
船体構造に生じる応力の推定を回帰問題として捉

えると，近年発展している機械学習を用いたアプロ

ーチが効果的だと考えられる。機械学習では課題に

関連した様々な要素を考慮した推定を行うことがで

きるため，実船計測で得られた応力に関連するデー

タを用いることで，船体構造に生じる応力を推定可

能だと思われる。 
実船計測で得られたデータには風，波，潮流とい

った自然環境の影響を受けるデータが含まれている。

気海象の状況を正確に把握することは難しく，実船

計測データには不確実性のある計測値が多く含まれ

ることとなる。このようなデータをもとに数値推定

を行う場合に有効な手法として，機械学習分野では，

確率分布を推定する手法である自然勾配ブースティ

ング（Natural Gradient Boosting：NGBoost）4)

が提案されている。NGBoostを用いることで，確

率分布を考慮した合理的な数値推定を行うことがで

                                                      
＊ 技術研究所 

きると考えられる。そこで，本会では，従来とは異

なるアプローチによる応力推定の実現可能性を確認

するために，実船計測データ及びNGBoostを活用

した船体構造に生じる応力推定の研究を実施してい

る。本稿ではその取り組み内容について紹介する。 

2．実船計測概要 

本研究では，計測項目やデータ数の観点から，

8,600TEUのコンテナ船における実船計測プロジェ

クトで得られた約2年分のデータを使用している。

表1に本船の主要目，表2に本船の計測項目を示す。 
本船は加速度，応力を計測するためのセンサーを

搭載している。それぞれの設置箇所を図1に示す。

船体の応力計測には，光ファイバーを利用して構造

部材の歪を測定する OSMOS （ Optical Strand 
Monitoring System）が用いられており，船体の3
断面に4か所ずつ，計12か所に設置された。加速度

の計測には3軸（x, y, z）の加速度計が用いられてお

り，船首・船体中央部・船尾の計3か所に設置され

た。海象データに関しては，ヨーロッパ中期予報セ

ンター（ECMWF, European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts）が提供しているERA-5
の波浪追算データを用いた。なお，本船では計測期

間中に定期航路の変更が行われている。 
 

表1 実船計測対象船舶の主要目 

全長（LOA） Abt. 334.5 m 
幅 45.6 m 

深さ 24.4 m 
計画満載喫水 14.0 m 

総トン数 Abt. 97,000 GT 
 

表2 データ項目 

分類 詳細 

航海データ 対水・対地船速，針路，主機回転数，
主機馬力 

気象データ 風向き，風速 
加速度データ 3軸（x, y, z）加速度 
応力データ 船体構造に生じる応力（縦曲げ応力） 

海象データ 
波高，波向き，出会波向き，波周期，
波の方向幅，波の尖度，波の周波数集
中度，水深 
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図1 センサー設置箇所 

3．応力推定手法 

3.1 推定対象について 

コンテナ船は大きな開口部を有しており，船体構

造に高い応力が生じるため，船体上部の構造に生じ

る応力を精度良く推定することが重要である。また，

計測箇所の中でも船体中央部は相対的に応力が高く

なるため，重要な箇所である。そのため，本研究で

は船体中央，左舷デッキ側の計測箇所（図1中No.6）
における応力を推定対象とした。 
3.2 NGBoost 

本研究では，実船計測データの不確実性を考慮し，

確率分布を推定することが可能な手法である

NGBoostを用いて船体構造に生じる応力の推定を

行う。NGBoostは確率分布の形で推定結果を出力

することができる回帰モデルであり，勾配ブーステ

ィングを拡張した手法を用いている。勾配ブーステ

ィングは，単独では推定精度が低い弱学習器を複数

組み合わせることで1つの学習器を作るアンサンブ

ル学習の手法の一種であるが，NGBoostでは，複

数の確率分布のパラメータを同時に推定するために，

弱学習器の学習効率化に自然勾配5)を用いている点

が特徴である。 
本研究では，NGBoostの学習段階で最適化する

損失関数として式(1)に示す対数尤度𝐿𝐿�𝜃𝜃,𝑦𝑦�を用い

る。また，このとき自然勾配∇�𝐿𝐿�𝜃𝜃,𝑦𝑦�は式(2)で表さ

れる。ここで確率分布のパラメータ𝜃𝜃，正解ラベル

𝑦𝑦，確率分布𝑃𝑃であり，𝐼𝐼�(𝜃𝜃)はフィッシャー情報行

列である。推定分布には正規分布，弱学習器には決

定木を用いる。 
 

𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃�(𝑦𝑦) (1) 
∇�𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) ∝ −𝐼𝐼�(𝜃𝜃)��𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) (2) 

4．実船計測データの統計処理 

本研究では実船計測データを1時間ごとの統計値

として処理し，応力推定用のデータセットを作成し

た。各データの処理，及び作成したデータセットに

ついて記述する。 
4.1 航海データ，気象データ，海象データ 

航海データ，気象データについては，1時間ごと

の平均値として処理を行った。また，海象データに

ついては1時間毎の波浪追算値を用いた。なお，波

向きや風向き等の角度に関しては，船首方向を0度
として時計回りに360度のデータとなっているため，

船首方向からの角度の変化量を変数として加えてい

る。 
4.2 応力データ 

船体構造に生じる応力は，周波数分析を行うこと

で波浪応答成分と弾性応答成分の大きく2つに分離

することができ，それぞれ0.1Hzと0.5Hz付近にピ

ークが現れる2)。そのため本研究では，1時間ごと

に区切った応力の時系列データについて，

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

成分を分離し，ゼロアップクロス法により波の1周
期毎の応力範囲を抽出した後，標準偏差を算出した

値を用いた。 
4.3 加速度データ 

周波数分析を実施したところ， 0.1Hz 及び

0.6~0.8Hz付近にピークが確認された。これらの成

分は，それぞれ波浪応答成分と主に弾性応答成分で

ある。本研究では，ピーク部分を含むように

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

成分を分離し，1時間ごとの最大値及び標準偏差を

算出した値を特徴量として用いた。 
4.4 応力推定用データセット 

上記の処理を行い，目的変数1項目（No.6の応力

実測値），説明変数108項目からなるデータセット

を作成した。表3にデータ点数，図2に目的変数であ

る応力の時系列プロット及びヒストグラムを示す。 
図2(b)の応力のヒストグラムから，No.6の応力計

測値は高応力が計測されたデータが少ないことが確

認できる。このように不均衡データを用いて機械学

習を行う場合，データ数の少ない部分については，

推定モデルの推定精度が低下することが懸念される。

そのため，不均衡データの偏りの補正を目的とし，

サンプル数の少ないデータを増やすオーバーサンプ

リングの手法であるSMOTE6)を用いてオーバーサ

ンプリングを実施した。 
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SMOTEはk近傍法を利用してデータを増やす手

法であり，少数派に属する特定のデータと，その近

傍にあるk個のデータからランダムに選択されたデ

ータを用いて，新たなデータを内挿する。本研究で

は目的変数となる応力に閾値を設け，閾値以上・未

満のデータにラベル分けしたうえで，多数派と少数

派が同程度のデータ数になるようオーバーサンプリ

ングを行った。 
 
表3 応力推定用データセットのデータ点数 

 データ点数 
学習データ 11,435 
検証データ  2,614 

テストデータ  2,288 
合計 16,337 

 

 
(a) 時系列のプロット 

 
(b) ヒストグラム 

図2 No.6の応力実測値の時系列プロット及び 

ヒストグラム 

 
4.5 応力推定モデル 

本研究では，表4に示すように全説明変数を用い

るケース①と，航海・気象・海象データのみを用い

るケース②を設定し，NGBoostによる応力推定モ

デルを作成した。なお，ケース②では推定精度が悪

化する傾向にあったため，オーバーサンプリングは

実施していない。原因としては，ケース①よりも説

明変数が少なくなったことで，学習データ内に含ま

れるデータのパターンが減少し，類似したデータが

増えてしまうためではないかと考えられる。 
 
 

表4 データ項目 

 ケース① ケース② 
航海データ 〇 〇 
気象データ 〇 〇 
海象データ 〇 〇 

加速度データ 〇 － 
応力データ 〇 － 

5．応力推定結果 

5.1 ケース①及び②の推定結果の比較 

ケース①及び②における，テストデータに対する

応力推定結果をそれぞれ図3，図4に示す。x軸に実

測値，y軸に推定値として正規分布の平均値をプロ

ットした散布図となっており，応力の実測値と推定

値が等しい場合，対角線に引いた基準線上にプロッ

トされる。また，推定した正規分布の2σ信頼区間

を示している。表5には実測値と推定値の平均二乗

誤差及び相関係数，推定した標準偏差の平均値を示

す。 
ケース①について，図3を見ると，推定結果のプ

ロットが基準線に沿って分布しており，また相関係

数の値が0.99程度であることから，実測値と推定値

が精度よく一致していると考えられる。 
ケース②について，図4を見ると，プロットが基

準線付近に分布しており，船体構造に生じる応力を

捉えることができている。一方で，表5から，ケー

ス①と比較して相関係数の値が減少し，平均二乗誤

差及び標準偏差の平均値が増加しており，推定精度

が低下していることが確認できる。また，ケース②

では高応力部分で推定値が実測値を下回る傾向が見

られた。船体構造の強度の観点からは，推定値が応

力を過小評価するのは好ましくないため，高応力部

分における推定精度向上も課題である。 
ケース②の高応力部分における推定精度低下の原

因としては，高応力が計測されたデータの不足が考

えられる。実海域における計測で高い応力を計測す

る頻度は低く，また，航路によって船舶が遭遇する

気象・海象の傾向は異なる。航海・気象・海象デー

タのみを用いた場合の高応力部分の推定精度向上に

は，より長期間の計測データ収集や，航路別の応力

推定モデル作成が有効ではないかと考えられる。 
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図1 センサー設置箇所 

3．応力推定手法 

3.1 推定対象について 

コンテナ船は大きな開口部を有しており，船体構

造に高い応力が生じるため，船体上部の構造に生じ

る応力を精度良く推定することが重要である。また，

計測箇所の中でも船体中央部は相対的に応力が高く

なるため，重要な箇所である。そのため，本研究で

は船体中央，左舷デッキ側の計測箇所（図1中No.6）
における応力を推定対象とした。 
3.2 NGBoost 

本研究では，実船計測データの不確実性を考慮し，

確率分布を推定することが可能な手法である

NGBoostを用いて船体構造に生じる応力の推定を

行う。NGBoostは確率分布の形で推定結果を出力

することができる回帰モデルであり，勾配ブーステ

ィングを拡張した手法を用いている。勾配ブーステ

ィングは，単独では推定精度が低い弱学習器を複数

組み合わせることで1つの学習器を作るアンサンブ

ル学習の手法の一種であるが，NGBoostでは，複

数の確率分布のパラメータを同時に推定するために，

弱学習器の学習効率化に自然勾配5)を用いている点

が特徴である。 
本研究では，NGBoostの学習段階で最適化する

損失関数として式(1)に示す対数尤度𝐿𝐿�𝜃𝜃,𝑦𝑦�を用い

る。また，このとき自然勾配∇�𝐿𝐿�𝜃𝜃,𝑦𝑦�は式(2)で表さ

れる。ここで確率分布のパラメータ𝜃𝜃，正解ラベル

𝑦𝑦，確率分布𝑃𝑃であり，𝐼𝐼�(𝜃𝜃)はフィッシャー情報行

列である。推定分布には正規分布，弱学習器には決

定木を用いる。 
 

𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃�(𝑦𝑦) (1) 
∇�𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) ∝ −𝐼𝐼�(𝜃𝜃)��𝐿𝐿(𝜃𝜃,𝑦𝑦) (2) 

4．実船計測データの統計処理 

本研究では実船計測データを1時間ごとの統計値

として処理し，応力推定用のデータセットを作成し

た。各データの処理，及び作成したデータセットに

ついて記述する。 
4.1 航海データ，気象データ，海象データ 

航海データ，気象データについては，1時間ごと

の平均値として処理を行った。また，海象データに

ついては1時間毎の波浪追算値を用いた。なお，波

向きや風向き等の角度に関しては，船首方向を0度
として時計回りに360度のデータとなっているため，

船首方向からの角度の変化量を変数として加えてい

る。 
4.2 応力データ 

船体構造に生じる応力は，周波数分析を行うこと

で波浪応答成分と弾性応答成分の大きく2つに分離

することができ，それぞれ0.1Hzと0.5Hz付近にピ

ークが現れる2)。そのため本研究では，1時間ごと

に区切った応力の時系列データについて，

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

成分を分離し，ゼロアップクロス法により波の1周
期毎の応力範囲を抽出した後，標準偏差を算出した

値を用いた。 
4.3 加速度データ 

周波数分析を実施したところ， 0.1Hz 及び

0.6~0.8Hz付近にピークが確認された。これらの成

分は，それぞれ波浪応答成分と主に弾性応答成分で

ある。本研究では，ピーク部分を含むように

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

成分を分離し，1時間ごとの最大値及び標準偏差を

算出した値を特徴量として用いた。 
4.4 応力推定用データセット 

上記の処理を行い，目的変数1項目（No.6の応力

実測値），説明変数108項目からなるデータセット

を作成した。表3にデータ点数，図2に目的変数であ

る応力の時系列プロット及びヒストグラムを示す。 
図2(b)の応力のヒストグラムから，No.6の応力計

測値は高応力が計測されたデータが少ないことが確

認できる。このように不均衡データを用いて機械学

習を行う場合，データ数の少ない部分については，

推定モデルの推定精度が低下することが懸念される。

そのため，不均衡データの偏りの補正を目的とし，

サンプル数の少ないデータを増やすオーバーサンプ

リングの手法であるSMOTE6)を用いてオーバーサ

ンプリングを実施した。 
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SMOTEはk近傍法を利用してデータを増やす手

法であり，少数派に属する特定のデータと，その近

傍にあるk個のデータからランダムに選択されたデ

ータを用いて，新たなデータを内挿する。本研究で

は目的変数となる応力に閾値を設け，閾値以上・未

満のデータにラベル分けしたうえで，多数派と少数

派が同程度のデータ数になるようオーバーサンプリ

ングを行った。 
 
表3 応力推定用データセットのデータ点数 

 データ点数 
学習データ 11,435 
検証データ  2,614 

テストデータ  2,288 
合計 16,337 

 

 
(a) 時系列のプロット 

 
(b) ヒストグラム 

図2 No.6の応力実測値の時系列プロット及び 

ヒストグラム 

 
4.5 応力推定モデル 

本研究では，表4に示すように全説明変数を用い

るケース①と，航海・気象・海象データのみを用い

るケース②を設定し，NGBoostによる応力推定モ

デルを作成した。なお，ケース②では推定精度が悪

化する傾向にあったため，オーバーサンプリングは

実施していない。原因としては，ケース①よりも説

明変数が少なくなったことで，学習データ内に含ま

れるデータのパターンが減少し，類似したデータが

増えてしまうためではないかと考えられる。 
 
 

表4 データ項目 

 ケース① ケース② 
航海データ 〇 〇 
気象データ 〇 〇 
海象データ 〇 〇 

加速度データ 〇 － 
応力データ 〇 － 

5．応力推定結果 

5.1 ケース①及び②の推定結果の比較 

ケース①及び②における，テストデータに対する

応力推定結果をそれぞれ図3，図4に示す。x軸に実

測値，y軸に推定値として正規分布の平均値をプロ

ットした散布図となっており，応力の実測値と推定

値が等しい場合，対角線に引いた基準線上にプロッ

トされる。また，推定した正規分布の2σ信頼区間

を示している。表5には実測値と推定値の平均二乗

誤差及び相関係数，推定した標準偏差の平均値を示

す。 
ケース①について，図3を見ると，推定結果のプ

ロットが基準線に沿って分布しており，また相関係

数の値が0.99程度であることから，実測値と推定値

が精度よく一致していると考えられる。 
ケース②について，図4を見ると，プロットが基

準線付近に分布しており，船体構造に生じる応力を

捉えることができている。一方で，表5から，ケー

ス①と比較して相関係数の値が減少し，平均二乗誤

差及び標準偏差の平均値が増加しており，推定精度

が低下していることが確認できる。また，ケース②

では高応力部分で推定値が実測値を下回る傾向が見

られた。船体構造の強度の観点からは，推定値が応

力を過小評価するのは好ましくないため，高応力部

分における推定精度向上も課題である。 
ケース②の高応力部分における推定精度低下の原

因としては，高応力が計測されたデータの不足が考

えられる。実海域における計測で高い応力を計測す

る頻度は低く，また，航路によって船舶が遭遇する

気象・海象の傾向は異なる。航海・気象・海象デー

タのみを用いた場合の高応力部分の推定精度向上に

は，より長期間の計測データ収集や，航路別の応力

推定モデル作成が有効ではないかと考えられる。 
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図3 ケース①の実測値及び推定結果のプロット 

 

 
図4 ケース②の実測値及び推定結果のプロット 

 
表5 推定結果 

 ケース① ケース② 
平均二乗誤差 0.13 1.10 

相関係数 0.99 0.91 
標準偏差の平均値 0.19 0.74 

 
5.2 説明変数の重要度の算出 

決定木をベースとした機械学習手法では，作成し

た推定モデルの推定結果に対する各説明変数の重要

度を算出することができる。NGBoostを用いた応

力推定モデルでは，推定結果として正規分布のパラ

メータである平均値及び標準偏差を出力しているた

め，それぞれについて重要度が算出できる。表6，

表7に，ケース①，ケース②における説明変数の重

要度の一部として，上位5個を示す。 
ケース①では目的変数である計測箇所No.6の応

力の近辺や，船体上部であるNo.1，No.5，No.9，
No.10における応力の重要度が高くなっていた。一

方で，船体下部や船首側のNo.3，No.4，No.7につ

いては他の計測箇所と比較して重要度が低くなって

いた。本研究では計測箇所No.6を対象としたが，

他の計測箇所や船舶を推定対象とした際の知見を蓄

積することで，応力推定に必要な計測箇所を明らか

にすることや，少ない計測箇所で複数の箇所におけ

る応力を精度よく推定できるようになることが期待

される。 
ケース②では波浪荷重に関わる波高や波周期，出

会い波向きの重要度が高くなっていた。特に波高に

ついては，図5に示す通り計測箇所No.6の応力と線

形に近い関係にあるため，推定に大きく寄与したも

のと考えられる。 
 

表6 ケース①の説明変数の重要度 

 平均値について 標準偏差について 

1 応力（No.5） 
波浪成分＋弾性応答成分 

応力（No.5） 
波浪成分 

2 応力（No.1） 
波浪成分＋弾性応答成分 

応力（No.5） 
波浪成分＋弾性応答成分 

3 応力（No.9） 
波浪成分＋弾性応答成分 

応力（No.10） 
波浪成分＋弾性応答成分 

4 応力（No.10） 
波浪成分＋弾性応答成分 

応力（No.12） 
波浪成分＋弾性応答成分 

5 応力（No.10） 
波浪成分 

応力（No.9） 
波浪成分＋弾性応答成分 

 
表7 ケース②の説明変数の重要度 

 平均値について 標準偏差について 
1 波高（風浪＋うねり） 波高（風浪＋うねり） 
2 波周期 風速 
3 風速 出会い波向き 
4 対水船速 主機回転数 
5 主機馬力 対水船速 
 

 
図5 応力（No.6）及び波高 

 
 
 

実船計測データ及び機械学習を用いた船体構造の応力推定 

－49－ 

6．おわりに 

本稿では，実船計測データ及び機械学習を用いた

船体構造に生じる応力推定の研究の内容を紹介した。 
本研究は特定の船舶1隻を対象にしたものである

ため，他船に適用した場合の応力推定結果との比

較・検証を通じて本手法の有効性・汎用性を確認す

る必要がある。また，そのような取り組みを行うこ

とで，一定の推定精度を確保するために必要なデー

タ数や，推定精度向上に有効な説明変数について知

見を得ることが期待される。 
今後の展望として，非計測箇所の応力推定が挙げ

られる。本研究では実船計測で応力が計測された箇

所を対象に，実測値を正解データとして応力推定の

取り組みを行った。一方で，実際に船体構造に生じ

る応力推定の需要がある箇所は多数あり，そのよう

な箇所すべてにセンサーを設置し実測値を得ること

は困難である。そのため，直接的な計測に頼らずに，

精度よく応力履歴を推定する手法の確立に取り組む

ことに意義がある。 
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図3 ケース①の実測値及び推定結果のプロット 

 

 
図4 ケース②の実測値及び推定結果のプロット 

 
表5 推定結果 
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5.2 説明変数の重要度の算出 

決定木をベースとした機械学習手法では，作成し

た推定モデルの推定結果に対する各説明変数の重要

度を算出することができる。NGBoostを用いた応

力推定モデルでは，推定結果として正規分布のパラ

メータである平均値及び標準偏差を出力しているた

め，それぞれについて重要度が算出できる。表6，

表7に，ケース①，ケース②における説明変数の重
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ケース①では目的変数である計測箇所No.6の応

力の近辺や，船体上部であるNo.1，No.5，No.9，
No.10における応力の重要度が高くなっていた。一

方で，船体下部や船首側のNo.3，No.4，No.7につ
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る応力を精度よく推定できるようになることが期待

される。 
ケース②では波浪荷重に関わる波高や波周期，出

会い波向きの重要度が高くなっていた。特に波高に

ついては，図5に示す通り計測箇所No.6の応力と線

形に近い関係にあるため，推定に大きく寄与したも
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6．おわりに 

本稿では，実船計測データ及び機械学習を用いた

船体構造に生じる応力推定の研究の内容を紹介した。 
本研究は特定の船舶1隻を対象にしたものである

ため，他船に適用した場合の応力推定結果との比

較・検証を通じて本手法の有効性・汎用性を確認す

る必要がある。また，そのような取り組みを行うこ

とで，一定の推定精度を確保するために必要なデー

タ数や，推定精度向上に有効な説明変数について知

見を得ることが期待される。 
今後の展望として，非計測箇所の応力推定が挙げ

られる。本研究では実船計測で応力が計測された箇

所を対象に，実測値を正解データとして応力推定の

取り組みを行った。一方で，実際に船体構造に生じ

る応力推定の需要がある箇所は多数あり，そのよう

な箇所すべてにセンサーを設置し実測値を得ること

は困難である。そのため，直接的な計測に頼らずに，

精度よく応力履歴を推定する手法の確立に取り組む

ことに意義がある。 
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自律飛行ドローンの船舶の検査・点検への活用検討 
─ 非GNSS環境かつ暗所における実証実験 ─ 

 
徳永 純路＊ 

 
1．はじめに 

1.1 背景 

近年，様々な分野において，ドローンなどのロボ

ティクス技術の活用が活発化している。この動きは

海事業界でも生じており，これら最新技術を用いた

船級検査員による検査や船員による点検への有効活

用に対する期待感が高まってきている。このため，

船級協会としては，2018年1月にいち早く，船体構

造の検査に対して遠隔検査技術（RIT：Remote 
Inspection Techniques）が活用できるようにIACS 
UR Z17を改正した。このような状況を踏まえ，日

本海事協会でも2018年4月に「船舶検査におけるド

ローン使用に係るガイドライン」（以下，ガイドラ

イン）を策定している1)。ドローンを船舶検査に使

用する際の適用範囲や手順，安全に運用するための

技術的な注意点，並びにドローンサービス事業所に

対する要件などをまとめている。貨物艙などの高所，

狭所，暗所での検査にドローンを活用することで，

検査の安全性，効率性，品質向上が期待されている。 
ドローンの操作方法として，オペレーターが手動

で操作する“マニュアル操作”と，周囲の環境をセ

ンシングし，自己位置，向きを推定することで自律

的に飛行する“自律飛行”の2種類あるが，ガイド

ラインでは，ドローンの運用方法は前者を対象とし

ている。これは，船舶内の自律飛行ドローンの使用

には， SLAM （ Simultaneous Localization and 
Mapping）等の技術が必要になるが，ガイドライ

ンを発行した当時は，まだ技術開発段階であり，船

舶検査に使用することは困難だと考えられていたた

めである。しかし，近年，技術開発が進んだことで

屋内でも自律飛行できるドローンが登場しており2) 3)，

他業界では，屋内のインフラ点検や巡回警備での活

用が検討されている4) 5)。 
1.2 目的 

現状は，船舶内のような鋼板で囲われた環境では，

GNSS電波が入らず，地磁気も安定しないため，マ

ニュアル操作による船舶の検査・点検には，高度な

操縦技能を有するオペレーターが必要となってくる。

一方で，自律飛行ドローンでは，オペレーターの技

                                                      
＊ 技術研究所 

量に依存することなく運用できる。ただし，前述し

た通り，ガイドラインでは自律飛行ドローンを想定

していないため，船舶検査に自律飛行ドローンを使

用する場合の技術要件を作成する必要がある。 
船舶内は非GNSS環境下であるとともに，暗所区

画も多い。そのため，自律飛行に関する技術要件だ

けでなく，照明が備え付けられていない暗所であっ

ても，検査・点検が行えることが重要な要件となる。

したがって，暗所においても十分な品質の映像を撮

影できるよう，照明の搭載，カメラの選定並びにチ

ューニングも重要である。 
また，近年では，撮影した映像を有効に活用する

ための技術開発も進んでいる。例えば，カメラ画像

を3D点群データやオルソ画像に加工する技術は既に

確立されており，こういった技術を有効活用するこ

とで，検査・点検の効率や品質の向上が期待される。 
自律飛行ドローンの利用による利点を最大化する

ためには，既存の検査・点検スキームに固執するこ

となく，柔軟な考えで活用することが重要となる。

そこで，本会では，船舶内のような非GNSS環境下

や暗所において安定して自律飛行するドローンに対

する技術要件の抽出と，自律飛行ドローンを用いた

際の船舶の検査・点検に適したスキームの研究を進

めている。 
本稿では，GNSSの代わりにカメラで撮影された

映像から環境の3次元情報と機体の位置姿勢を同時

に推定するVisual SLAM技術を用いた自律飛行ド

ローンを使用し，船舶内を模擬した環境下で飛行実

験を行い（写真1参照），非GNSS環境下及び暗所で

のドローンの自動飛行性能並びに撮影品質を検証し

た結果について記述する。 

 

写真1 資材置き場概観 
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1．はじめに 

1.1 背景 

近年，様々な分野において，ドローンなどのロボ

ティクス技術の活用が活発化している。この動きは

海事業界でも生じており，これら最新技術を用いた

船級検査員による検査や船員による点検への有効活

用に対する期待感が高まってきている。このため，

船級協会としては，2018年1月にいち早く，船体構

造の検査に対して遠隔検査技術（RIT：Remote 
Inspection Techniques）が活用できるようにIACS 
UR Z17を改正した。このような状況を踏まえ，日

本海事協会でも2018年4月に「船舶検査におけるド

ローン使用に係るガイドライン」（以下，ガイドラ

イン）を策定している1)。ドローンを船舶検査に使

用する際の適用範囲や手順，安全に運用するための

技術的な注意点，並びにドローンサービス事業所に

対する要件などをまとめている。貨物艙などの高所，

狭所，暗所での検査にドローンを活用することで，

検査の安全性，効率性，品質向上が期待されている。 
ドローンの操作方法として，オペレーターが手動

で操作する“マニュアル操作”と，周囲の環境をセ

ンシングし，自己位置，向きを推定することで自律

的に飛行する“自律飛行”の2種類あるが，ガイド

ラインでは，ドローンの運用方法は前者を対象とし

ている。これは，船舶内の自律飛行ドローンの使用

には， SLAM （ Simultaneous Localization and 
Mapping）等の技術が必要になるが，ガイドライ

ンを発行した当時は，まだ技術開発段階であり，船

舶検査に使用することは困難だと考えられていたた

めである。しかし，近年，技術開発が進んだことで

屋内でも自律飛行できるドローンが登場しており2) 3)，

他業界では，屋内のインフラ点検や巡回警備での活

用が検討されている4) 5)。 
1.2 目的 

現状は，船舶内のような鋼板で囲われた環境では，

GNSS電波が入らず，地磁気も安定しないため，マ

ニュアル操作による船舶の検査・点検には，高度な

操縦技能を有するオペレーターが必要となってくる。

一方で，自律飛行ドローンでは，オペレーターの技
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量に依存することなく運用できる。ただし，前述し

た通り，ガイドラインでは自律飛行ドローンを想定

していないため，船舶検査に自律飛行ドローンを使

用する場合の技術要件を作成する必要がある。 
船舶内は非GNSS環境下であるとともに，暗所区

画も多い。そのため，自律飛行に関する技術要件だ

けでなく，照明が備え付けられていない暗所であっ

ても，検査・点検が行えることが重要な要件となる。

したがって，暗所においても十分な品質の映像を撮

影できるよう，照明の搭載，カメラの選定並びにチ

ューニングも重要である。 
また，近年では，撮影した映像を有効に活用する

ための技術開発も進んでいる。例えば，カメラ画像

を3D点群データやオルソ画像に加工する技術は既に

確立されており，こういった技術を有効活用するこ

とで，検査・点検の効率や品質の向上が期待される。 
自律飛行ドローンの利用による利点を最大化する

ためには，既存の検査・点検スキームに固執するこ

となく，柔軟な考えで活用することが重要となる。

そこで，本会では，船舶内のような非GNSS環境下

や暗所において安定して自律飛行するドローンに対

する技術要件の抽出と，自律飛行ドローンを用いた

際の船舶の検査・点検に適したスキームの研究を進

めている。 
本稿では，GNSSの代わりにカメラで撮影された

映像から環境の3次元情報と機体の位置姿勢を同時

に推定するVisual SLAM技術を用いた自律飛行ド

ローンを使用し，船舶内を模擬した環境下で飛行実

験を行い（写真1参照），非GNSS環境下及び暗所で

のドローンの自動飛行性能並びに撮影品質を検証し

た結果について記述する。 
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2．実験概要 

2.1 使用したドローンと実験環境 

GNSS電波に依存することなく，自己位置を認識

する方法として，一般的に下記3つが挙げられる6)。 
① 画像によるビジョンセンサを用いる方法 
② LiDARなどのレーザー測距系を用いる方法 
③ 外部からのセンシングにより位置情報を機体

に送る方法 
それぞれの方法における長所と短所を表1に示す。 

表1 自律飛行のためのセンサの種類と長所・短所6) 

 長所 短所 

①ビジョン
センサ 

・安価 
・小型／軽量（小型

化が可能） 
・特徴があれば平面

でも位置を特定可
能 

・遠距離で精度が落
ちやすい 

・特徴点のない平面
や水面の検出が難
しい 

・暗所に弱い 

②LiDAR 

・特徴のない平面で
も測距可能（大型
の場合） 

・長距離でも高精度 
・全周囲で3次元情

報を取得可能 

・非常に高価 
・大型／重量（小型

化が困難） 
・連続平面で位置情

報を取得しづらい 

③外部から
の測距 

・環境に合わせて精
度よく情報を取得
可能 

・設置のコストが高
い 

・ドローンとの通信
切断で危険状態に 

LiDARを使用したドローンであれば，船舶内の

ような環境でも自律飛行が実現できる。しかし，

LiDARは非常に高価であるため，費用対効果が見

えづらい状況においてはなかなか採用しづらい側面

がある。そこで，本実験では，LiDARよりも安価

に開発が可能なビジョンセンサとしてステレオカメ

ラによるVisual SLAMを採用した自律飛行ドロー

ンを使用した（写真2参照）。 

 
写真2 ビジョンセンサを搭載した自律飛行ドローン 

多方向のステレオカメラで取得した映像から特徴

点を捉え，環境の3D情報と機体の位置姿勢を同時

に推定することにより，機体の自己位置，向きを認

識している。 
なお，暗所ではビジョンセンサが機能しないこと

から，プロペラ下部には100Wの照明システムを取

り付け，ビジョンセンサに必要な光量を確保した。

照明の点灯前後の様子を写真3に示す。 

 
（a）照明装置点灯前 

 
（b）照明装置点灯後 

写真3 照明装置点灯前後の様子 

2.2 ドローンの自動飛行性能に関する検証 

前述の通り，ビジョンセンサは暗所では機能しな

いため，ドローンに適切な照明装置を搭載し，周囲

の特徴点を捉えられるようにする必要がある。そこ

で，実際に屋内の暗所にて100Wの照明システムを

搭載した自律飛行ドローンを自動飛行させ，ビジョ

ンセンサが有効に機能しているかを検証した。 
本機体では，ウェイポイントを設定することで，

その経路通りに自動飛行させることができる。今回

は，図1に示すように2つの飛行経路を計画し，自

動飛行を行った。なお，被写体との距離は実線の飛

行経路は3m，破線の飛行経路は8mに設定した。 
写真4にドローンが自動飛行している様子を示す。

本実験を行った状況においては，非GNSS環境かつ

暗所であっても，100Wの照明システムを機体に搭

載することで，計画した飛行経路に沿って安定して

自動飛行することを確認した7)。 

 
 
 

自律飛行ドローンの船舶の検査・点検への活用検討 

－53－ 

 
図1 飛行計画 

 
写真4 自動飛行の様子 

2.3 ドローンによる撮影映像の品質に関する

検証 

本実験において，検査用カメラとして，2000万
画素のSony UMC-R108)を使用した。ドローンの飛

行中に撮影した画像を写真5に示す。矢印で示した

箇所のき裂も十分に判別できている。 

 
写真5 壁面撮影画像 

本実験では，写真6～9に示すように，被写体との

距離を最大10mまで離したうえで撮影を行ったが，

いずれの場合でもき裂の有無は確認ができている。

なお，本実験のような暗所環境では，ドローンに取

り付けられた照明が唯一の光源であり，当然ながら，

遠くなるほど被写体に当たる光量が下がるため，距

離が離れるたびにISO感度が上がり，ノイズが増幅

される傾向がみられた。 

 
写真6 3mの距離から撮影した場合 

 
写真7 5mの距離から撮影した場合 
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2．実験概要 
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GNSS電波に依存することなく，自己位置を認識

する方法として，一般的に下記3つが挙げられる6)。 
① 画像によるビジョンセンサを用いる方法 
② LiDARなどのレーザー測距系を用いる方法 
③ 外部からのセンシングにより位置情報を機体

に送る方法 
それぞれの方法における長所と短所を表1に示す。 

表1 自律飛行のためのセンサの種類と長所・短所6) 

 長所 短所 

①ビジョン
センサ 

・安価 
・小型／軽量（小型

化が可能） 
・特徴があれば平面

でも位置を特定可
能 

・遠距離で精度が落
ちやすい 

・特徴点のない平面
や水面の検出が難
しい 

・暗所に弱い 

②LiDAR 

・特徴のない平面で
も測距可能（大型
の場合） 

・長距離でも高精度 
・全周囲で3次元情

報を取得可能 

・非常に高価 
・大型／重量（小型

化が困難） 
・連続平面で位置情

報を取得しづらい 

③外部から
の測距 

・環境に合わせて精
度よく情報を取得
可能 

・設置のコストが高
い 

・ドローンとの通信
切断で危険状態に 

LiDARを使用したドローンであれば，船舶内の

ような環境でも自律飛行が実現できる。しかし，

LiDARは非常に高価であるため，費用対効果が見

えづらい状況においてはなかなか採用しづらい側面

がある。そこで，本実験では，LiDARよりも安価

に開発が可能なビジョンセンサとしてステレオカメ

ラによるVisual SLAMを採用した自律飛行ドロー

ンを使用した（写真2参照）。 

 
写真2 ビジョンセンサを搭載した自律飛行ドローン 

多方向のステレオカメラで取得した映像から特徴

点を捉え，環境の3D情報と機体の位置姿勢を同時

に推定することにより，機体の自己位置，向きを認

識している。 
なお，暗所ではビジョンセンサが機能しないこと

から，プロペラ下部には100Wの照明システムを取

り付け，ビジョンセンサに必要な光量を確保した。

照明の点灯前後の様子を写真3に示す。 

 
（a）照明装置点灯前 

 
（b）照明装置点灯後 

写真3 照明装置点灯前後の様子 

2.2 ドローンの自動飛行性能に関する検証 

前述の通り，ビジョンセンサは暗所では機能しな

いため，ドローンに適切な照明装置を搭載し，周囲

の特徴点を捉えられるようにする必要がある。そこ

で，実際に屋内の暗所にて100Wの照明システムを

搭載した自律飛行ドローンを自動飛行させ，ビジョ

ンセンサが有効に機能しているかを検証した。 
本機体では，ウェイポイントを設定することで，

その経路通りに自動飛行させることができる。今回

は，図1に示すように2つの飛行経路を計画し，自

動飛行を行った。なお，被写体との距離は実線の飛

行経路は3m，破線の飛行経路は8mに設定した。 
写真4にドローンが自動飛行している様子を示す。

本実験を行った状況においては，非GNSS環境かつ

暗所であっても，100Wの照明システムを機体に搭

載することで，計画した飛行経路に沿って安定して

自動飛行することを確認した7)。 
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図1 飛行計画 

 
写真4 自動飛行の様子 

2.3 ドローンによる撮影映像の品質に関する

検証 

本実験において，検査用カメラとして，2000万
画素のSony UMC-R108)を使用した。ドローンの飛

行中に撮影した画像を写真5に示す。矢印で示した

箇所のき裂も十分に判別できている。 

 
写真5 壁面撮影画像 

本実験では，写真6～9に示すように，被写体との

距離を最大10mまで離したうえで撮影を行ったが，

いずれの場合でもき裂の有無は確認ができている。

なお，本実験のような暗所環境では，ドローンに取

り付けられた照明が唯一の光源であり，当然ながら，

遠くなるほど被写体に当たる光量が下がるため，距

離が離れるたびにISO感度が上がり，ノイズが増幅

される傾向がみられた。 

 
写真6 3mの距離から撮影した場合 

 
写真7 5mの距離から撮影した場合 

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

山
口

1

w
ord

品
目
／
A
S14I

2020

仮（P.55）

NK技報No4（和文）_1.indd   55NK技報No4（和文）_1.indd   55 2021/11/01   11:122021/11/01   11:12



 
 
 
 ClassNK技報 No.4，2021（Ⅱ） 

－54－ 

 
写真8 7mの距離から撮影した場合 

 
写真9 10mの距離から撮影した場合 

2.4 ドローン撮影画像の有効活用に関する検

証 

2.4.1 3D点群データ及びオルソ画像の生成 

自律飛行ドローンが簡単な操作で運用可能となれ

ば，検査・点検に必要な撮影情報を容易に取得する

ことができる。例えば，船舶が沖待ちをしている時

間を使って船員が自律飛行ドローンで貨物艙内部を

撮影することも可能となり，その記録映像は有効な

事前情報として活用することができる。また，現在

では，記録映像から3Dデータを作成することを可

能とする技術が既に開発されている。このような技

術を活用すれば，効率的に貨物艙内部の状況を把握

することが可能となる。 
本実験で撮影した写真をSfM処理にかけ，撮影対

象の3Dモデルを作成した。SfM処理とは，カメラ

で撮影した複数の画像から，それらの撮影位置を推

定し，同一地点に対するそれぞれの画像の視差から

対象物全体の3Dモデルを生成する技術である9)。

3Dモデルの精度は画像のラップ率（ドローンの自

動飛行で連続撮影した時の，重なる部分の比率）に

依存するため，十分なラップ率を確保する必要があ

る。今回は自動飛行中に一定間隔で連続撮影し，オ

ーバーラップ率が70％以上となるように設定し，

SfM処理に必要な画像を取得した。 
3Dモデルは，多くの点群で構成される3D点群デ

ータで出力される。また，3D点群データを加工し

正射投影することで，2Dモデルであるオルソ画像

も取得できる。本実験では，図1に示した2つの飛

行経路から撮影した画像から3D点群データ並びに

オルソ画像の生成を行った。 
2.4.2 3D点群データの検証 

作成した3D点群データを図2に示す。2つの飛行

経路から撮影したデータが1つの点群データとして

うまく結合できており，様々な角度から，対象物の

確認が可能となった。 

 
図2 3D点群データ 合成図 

図3は図2の矢印の方向から見た時の3D点群デー

タの一部分を拡大したものである。点群で構成され

ているため，細かい部分を確認しようとすると，図

3下段のように，点群が疎となるため，画質が荒く

なる。 
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図3 3D点群データ 拡大図 

このように，3Dモデル化することにより直感的

に状況を把握しやすくなる一方で，点群データ化さ

れることにより，画質そのものは低下してしまう。

実際の船舶検査で活用する場合は，検査対象区画全

体の状態を3D点群データで確認し，より詳細な確

認が必要な部分については，個別に撮影映像から確

認するといった工夫が必要となる。 
3Dモデルには位置情報が含まれているため，測

長にも活用することができる。測長箇所は図4の線

で示す3か所において3D点群データによる測長と実

測値の比較を行った。計測結果の比較を表2に示す。 

 
図4 測定箇所 

表2 計測結果の比較 

 
3D点群デ
ータでの測
長結果[cm] 

実測結果

[cm] 精度[%] 

①棚 209 206 1.46 

②消化栓 110 105 4.76 

③バリケード 119 121 1.65 

cm単位の誤差は出てしまうが，クラック長さ測

長や，損傷範囲の大まかな算出には活用できるかも

しれない。 
2.4.3 オルソ画像の検証 

作成したオルソ画像を図5，6に示す。なお，図1

において左側の実線の飛行経路での撮影から得られ

たオルソ画像が図5，もう一方の破線の飛行経路か

ら得られたオルソ画像が図6である。 

 
図5 実線の飛行経路におけるオルソ画像 

 
図6 破線の飛行経路におけるオルソ画像 

オルソ画像にすることにより，3Dから2Dに戻る

ものの画質は撮影画像に近い品質となっている。

3D点群データのように立体的に状況を捉えること

はできないが，平面における視覚情報は向上してい

るため，例えば，塗装状態の把握などはオルソ画像

の方が向いているかもしれない。 
一方で，オルソ画像は正面から撮影した写真を結

合して生成されるため，部材の陰を斜めから写した

画像は，ドローンで撮影した映像には映り込んでい

ても，オルソ化した際に抜け落ちてしまうことにな

る。そういった意味では，一長一短といえる。 
なお，今回，オルソ画像にうまく変換できない部

分（黒い部分）が存在した。これは，オルソ化は一

つの平面に投影することを前提に処理しているため，

本実験環境のような，カメラ方向から見る形状が複

雑な場合，ひずみが大きくでてしまい，その結果，

オルソ化した際にその部分が抜け落ちてしまったこ

とが原因だと考えている。対策としては，奥行きに

差がある梁の部分と壁の部分を別々にデータ化する

ことでひずみを減らすことが考えられる。また，梁

や資材等との距離が近かったために，オルソ化に必
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写真8 7mの距離から撮影した場合 

 
写真9 10mの距離から撮影した場合 

2.4 ドローン撮影画像の有効活用に関する検

証 

2.4.1 3D点群データ及びオルソ画像の生成 

自律飛行ドローンが簡単な操作で運用可能となれ

ば，検査・点検に必要な撮影情報を容易に取得する

ことができる。例えば，船舶が沖待ちをしている時

間を使って船員が自律飛行ドローンで貨物艙内部を

撮影することも可能となり，その記録映像は有効な

事前情報として活用することができる。また，現在

では，記録映像から3Dデータを作成することを可

能とする技術が既に開発されている。このような技

術を活用すれば，効率的に貨物艙内部の状況を把握

することが可能となる。 
本実験で撮影した写真をSfM処理にかけ，撮影対

象の3Dモデルを作成した。SfM処理とは，カメラ

で撮影した複数の画像から，それらの撮影位置を推

定し，同一地点に対するそれぞれの画像の視差から

対象物全体の3Dモデルを生成する技術である9)。

3Dモデルの精度は画像のラップ率（ドローンの自

動飛行で連続撮影した時の，重なる部分の比率）に

依存するため，十分なラップ率を確保する必要があ

る。今回は自動飛行中に一定間隔で連続撮影し，オ

ーバーラップ率が70％以上となるように設定し，

SfM処理に必要な画像を取得した。 
3Dモデルは，多くの点群で構成される3D点群デ

ータで出力される。また，3D点群データを加工し

正射投影することで，2Dモデルであるオルソ画像

も取得できる。本実験では，図1に示した2つの飛

行経路から撮影した画像から3D点群データ並びに

オルソ画像の生成を行った。 
2.4.2 3D点群データの検証 

作成した3D点群データを図2に示す。2つの飛行

経路から撮影したデータが1つの点群データとして

うまく結合できており，様々な角度から，対象物の

確認が可能となった。 

 
図2 3D点群データ 合成図 

図3は図2の矢印の方向から見た時の3D点群デー

タの一部分を拡大したものである。点群で構成され

ているため，細かい部分を確認しようとすると，図

3下段のように，点群が疎となるため，画質が荒く

なる。 
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図3 3D点群データ 拡大図 

このように，3Dモデル化することにより直感的

に状況を把握しやすくなる一方で，点群データ化さ

れることにより，画質そのものは低下してしまう。 
実際の船舶検査で活用する場合は，検査対象区画

全体の状態を3D点群データで確認し，より詳細な

確認が必要な部分については，個別に撮影映像から

確認するといった工夫が必要となる。 
3Dモデルには位置情報が含まれているため，測

長にも活用することができる。測長箇所は図4の線

で示す3か所において3D点群データによる測長と実

測値の比較を行った。計測結果の比較を表2に示す。 

 
図4 測定箇所 

表2 計測結果の比較 

 
3D点群デ
ータでの測
長結果[cm] 

実測結果

[cm] 精度[%] 

①棚 209 206 1.46 

②消火栓 110 105 4.76 

③バリケード 119 121 1.65 

cm単位の誤差は出てしまうが，クラック長さ測

長や，損傷範囲の大まかな算出には活用できるかも

しれない。 
2.4.3 オルソ画像の検証 

作成したオルソ画像を図5，6に示す。なお，図1

において左側の実線の飛行経路での撮影から得られ

たオルソ画像が図5，もう一方の破線の飛行経路か

ら得られたオルソ画像が図6である。 

 
図5 実線の飛行経路におけるオルソ画像 

 
図6 破線の飛行経路におけるオルソ画像 

オルソ画像にすることにより，3Dから2Dに戻る

ものの画質は撮影画像に近い品質となっている。 
3D点群データのように立体的に状況を捉えるこ

とはできないが，平面における視覚情報は向上して

いるため，例えば，塗装状態の把握などはオルソ画

像の方が向いているかもしれない。 
一方で，オルソ画像は正面から撮影した写真を結

合して生成されるため，部材の陰を斜めから写した

画像は，ドローンで撮影した映像には映り込んでい

ても，オルソ化した際に抜け落ちてしまうことにな

る。そういった意味では，一長一短といえる。 
なお，今回，オルソ画像にうまく変換できない部

分（黒い部分）が存在した。これは，オルソ化は一

つの平面に投影することを前提に処理しているため，

本実験環境のような，カメラ方向から見る形状が複

雑な場合，ひずみが大きくでてしまい，その結果，

オルソ化した際にその部分が抜け落ちてしまったこ

とが原因だと考えている。対策としては，奥行きに

差がある梁の部分と壁の部分を別々にデータ化する

ことでひずみを減らすことが考えられる。また，梁

や資材等との距離が近かったために，オルソ化に必
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要な画像の視差や情報量が十分でなかったことも原

因の1つである可能性がある。 
2.4.4 考察 

船舶の検査・点検への活用という点において，現

段階で3D点群データとオルソ画像のどちらが適し

ているか判断することは難しい。それぞれの特徴を

把握した上で，検証事例を増やしつつ，3D点群デ

ータとオルソ画像を組合せた活用も含め，引き続き

検討していきたい。例えば，3D点群データやオル

ソ画像を時系列で比較することで，区画全体の経年

変化を確認することができれば，船舶の検査・点検

への有効活用が期待できる。 
また，1つのカメラから，検査・点検のための撮

影映像や，その映像を後で確認するための記録，そ

して，撮影画像の事後処理により3Dモデルが得ら

れるというのは大きな利点に感じる。得られたデー

タを有効活用していくことは，船級協会においても

今後はますます重要となってくる。ドローンで取得

したデータの活用方法についても継続して検討して

いきたい。 
2.5 まとめ 

本実験では，以下のことが確認できた。 
・ 体積（D×W×H）がおおよそ14×15×5

（m）である屋内暗所環境において，100W
の照明システムを機体に搭載することで，非

GNSS環境かつ暗所であっても，計画した飛

行経路に沿って安定して自動飛行することが

確認できた。 
・ き裂の有無が十分に判別できる画像が暗所で

も撮影できることを確認した。ただし，暗所

の場合，照度の関係から，機体と被写体との

距離により撮影品質が変化する。そのため，

カメラの性能，照明の照度にあった適切な距

離から撮影することが必要である。 
・ ドローンで撮影した画像をSfM処理すること

で，3D点群データとオルソ画像が取得でき

た。 
・ 3D点群データでは，対象物を3Dモデル化す

ることにより，直観的に状況を把握しやすく

なる。 
・ 3D点群データ化されることにより，画質そ

のものは低下してしまう。そのため，船舶検

査での活用方法としては，検査対象区画全体

の状態を3D点群データで確認し，損傷等が

疑われる箇所については，個別に撮影映像か

ら確認するといったことが考えられる。 
・ 3D点群データからの測長はcm単位の誤差が

生じる。大まかなクラック長さの把握や，損

傷範囲の算出等への活用が考えられる。 
・ オルソ画像では，撮影画像に近い品質で広い

面積の平面における視覚情報を確認すること

ができた。船舶でも，塗装状態の把握等は可

能と考えられる。一方で，部材の陰を斜めか

ら写した画像は，ドローンで撮影した映像に

は映り込んでいても，オルソ化した際に抜け

落ちてしまう側面もある。 

3．おわりに 

本実験では，ビジョンセンサを搭載したドローン

を使用し，屋内における外部照明のない（暗所）閉

囲空間（非GNSS環境下）での安定的な自動飛行が

可能なことが確認できた。ただし，ビジョンセンサ

はカメラで捉えた映像の特徴点から自己位置を認識

しているため，今回の実験環境よりもより広い空間

においても有効に機能するかについては，引き続き

検証する必要がある。船舶内でも実証実験を実施し，

より実運用に近い条件で検証を進めていきたい。 
本会は，船舶の検査・点検が効率的かつ合理的に

行われるよう，今後とも関連する研究検証を進めて

いく。 
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要な画像の視差や情報量が十分でなかったことも原

因の1つである可能性がある。 
2.4.4 考察 

船舶の検査・点検への活用という点において，現

段階で3D点群データとオルソ画像のどちらが適し

ているか判断することは難しい。それぞれの特徴を

把握した上で，検証事例を増やしつつ，3D点群デ

ータとオルソ画像を組合せた活用も含め，引き続き

検討していきたい。例えば，3D点群データやオル

ソ画像を時系列で比較することで，区画全体の経年

変化を確認することができれば，船舶の検査・点検

への有効活用が期待できる。 
また，1つのカメラから，検査・点検のための撮

影映像や，その映像を後で確認するための記録，そ

して，撮影画像の事後処理により3Dモデルが得ら

れるというのは大きな利点に感じる。得られたデー

タを有効活用していくことは，船級協会においても

今後はますます重要となってくる。ドローンで取得

したデータの活用方法についても継続して検討して

いきたい。 
2.5 まとめ 

本実験では，以下のことが確認できた。 
・ 体積（D×W×H）がおおよそ14×15×5

（m）である屋内暗所環境において，100W
の照明システムを機体に搭載することで，非

GNSS環境かつ暗所であっても，計画した飛

行経路に沿って安定して自動飛行することが

確認できた。 
・ き裂の有無が十分に判別できる画像が暗所で

も撮影できることを確認した。ただし，暗所

の場合，照度の関係から，機体と被写体との

距離により撮影品質が変化する。そのため，

カメラの性能，照明の照度にあった適切な距

離から撮影することが必要である。 
・ ドローンで撮影した画像をSfM処理すること

で，3D点群データとオルソ画像が取得でき

た。 
・ 3D点群データでは，対象物を3Dモデル化す

ることにより，直観的に状況を把握しやすく

なる。 
・ 3D点群データ化されることにより，画質そ

のものは低下してしまう。そのため，船舶検

査での活用方法としては，検査対象区画全体

の状態を3D点群データで確認し，損傷等が

疑われる箇所については，個別に撮影映像か

ら確認するといったことが考えられる。 
・ 3D点群データからの測長はcm単位の誤差が

生じる。大まかなクラック長さの把握や，損

傷範囲の算出等への活用が考えられる。 
・ オルソ画像では，撮影画像に近い品質で広い

面積の平面における視覚情報を確認すること

ができた。船舶でも，塗装状態の把握等は可

能と考えられる。一方で，部材の陰を斜めか

ら写した画像は，ドローンで撮影した映像に

は映り込んでいても，オルソ化した際に抜け

落ちてしまう側面もある。 

3．おわりに 

本実験では，ビジョンセンサを搭載したドローン

を使用し，屋内における外部照明のない（暗所）閉

囲空間（非GNSS環境下）での安定的な自動飛行が

可能なことが確認できた。ただし，ビジョンセンサ

はカメラで捉えた映像の特徴点から自己位置を認識

しているため，今回の実験環境よりもより広い空間

においても有効に機能するかについては，引き続き

検証する必要がある。船舶内でも実証実験を実施し，

より実運用に近い条件で検証を進めていきたい。 
本会は，船舶の検査・点検が効率的かつ合理的に

行われるよう，今後とも関連する研究検証を進めて

いく。 
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IMOの動向 
― IMOでの主な審議内容・結果の紹介 ― 

 
国際部 

 
1．はじめに 

本稿においては，IMO（国際海事機関）におけ

る国際条約等の審議動向を紹介している。 
前号では，2021年5月に開催された第103回海上

安全委員会（MSC 103）の審議内容を紹介した。 
今号では，2021年6月10日から17日に開催された

第76回海洋環境保護委員会（MEPC 76）の主な審

議結果を紹介する。昨今の新型コロナウィルスの影

響により，MEPC 76はIMO本部ではなく，リモー

トで開催された。リモート会議による時間的な制約

により検討を行うことができなかった項目は，11
月に開催されるMEPC 77で審議を行う予定である。 

2．MEPC 76の審議結果－海洋環境保護関連－ 

2.1 温室効果ガス（GHG）関連 

国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出の抑

制対策はIMOにて検討が進められており，現在ま

でにエネルギー効率設計指標（EEDI）による規制，

船舶エネルギー効率管理計画書（SEEMP）の所持，

及び燃料消費実績報告制度（DCS）が導入されて

いる。また，2018年4月に開催されたMEPC 72に
おいて，GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を

盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され，脱炭素

化に向けたGHG削減手法について検討が行われて

いる。 
2.1.1 GHG排出削減のための短期対策 

MEPC 72で採択されたIMO GHG削減戦略では，

2030年までの短期削減目標と2050年までの中長期

削減目標が規定されている。 
今回の会合では，短期削減目標である，2030年

までに国際海運全体の輸送効率を2008年比で最低

40%改善することを達成するための対策として，

(1)技術アプローチであるEEXI規制と，(2)運航アプ

ローチである燃費実績（CII, Carbon Intensity 

                                                      
＊1 ばら積貨物船，ガス運搬船（LPG運搬船），タンカー，コンテナ船，一般貨物船，冷凍運搬船，兼用船，Ro-ro貨物船

（自動車運搬船），Ro-Ro貨物船，Ro-Ro旅客船，LNG運搬船，クルーズ客船（ただし，LNG運搬船以外はディーゼル電気推

進，タービン推進等の非従来型推進装置による船舶は除く。また，クルーズ客船は非従来型推進装置を有する船舶のみ適

用。） 
＊2 ばら積貨物船，ガス運搬船（LPG運搬船），タンカー，コンテナ船，一般貨物船，冷凍運搬船，兼用船，Ro-ro貨物船

（自動車運搬船），Ro-Ro貨物船，Ro-Ro旅客船，LNG運搬船，クルーズ客船 

Indicator）格付け制度を導入するためのMARPOL
条約 附属書VIの改正が採択された。 
(1) 技術アプローチ（EEXI規制） 

EEXI規制は，就航船に対して新造船と同等

の燃費性能を要求する規制で，EEDI規制と同

様に400 GT以上の国際航海に従事する船舶＊1

に適用される。2023年1月1日以降に行う最初

のIAPP定期的検査（年次，中間又は更新検査）

時までの適合が要求される。 
個船のエネルギー効率指標であるEnergy 

Efficiency Existing Ship Index（EEXI）値を

算出し，船種とサイズによって決定される

EEXI規制値を満足する必要がある。EEXI値
がEEXI規制値を満足できない場合，エンジン

の出力制限や省エネ設備の導入などにより燃費

性能（EEXI）の改善が要求される。 
EEXI値はEEDIと同様の計算式から算出す

る。本船がEEDI規制の適用対象船かつEEDI
値でEEXI規制値を満足する場合には，IEE証

書及びEEDIテクニカルファイルに記載されて

いるEEDI値を本船のEEXI値として採用する

ことができる。 
(2) 運航アプローチ（燃費実績格付け制度） 

燃費実績格付け制度は，燃料消費実績報告制

度（DCS）に基づき収集した燃料消費量及び

航海距離のデータより，毎年の実績値となる

attained CIIを計算し格付け評価を行う制度で

ある。5,000GT以上の国際航海に従事する船舶
＊2について，2023年度からのattained CIIの計

算方法及び報告手順を2022年末までにSEEMP
に記載し，船種ごとに規定される基準線と削減

率から算出するCII基準値とattained CIIとの

比較によりA-Eの5段階で格付け評価を行う。

格付けの結果，E又は3年連続Dの低評価とな

った場合，CIIの改善計画を作成し主管庁の確

認を受けることが要求される。 
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IMOの動向 
― IMOでの主な審議内容・結果の紹介 ― 

 
国際部 

 
1．はじめに 

本稿においては，IMO（国際海事機関）におけ

る国際条約等の審議動向を紹介している。 
前号では，2021年5月に開催された第103回海上

安全委員会（MSC 103）の審議内容を紹介した。 
今号では，2021年6月10日から17日に開催された

第76回海洋環境保護委員会（MEPC 76）の主な審

議結果を紹介する。昨今の新型コロナウィルスの影

響により，MEPC 76はIMO本部ではなく，リモー

トで開催された。リモート会議による時間的な制約

により検討を行うことができなかった項目は，11
月に開催されるMEPC 77で審議を行う予定である。 

2．MEPC 76の審議結果－海洋環境保護関連－ 

2.1 温室効果ガス（GHG）関連 

国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出の抑

制対策はIMOにて検討が進められており，現在ま

でにエネルギー効率設計指標（EEDI）による規制，

船舶エネルギー効率管理計画書（SEEMP）の所持，

及び燃料消費実績報告制度（DCS）が導入されて

いる。また，2018年4月に開催されたMEPC 72に
おいて，GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を

盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され，脱炭素

化に向けたGHG削減手法について検討が行われて

いる。 
2.1.1 GHG排出削減のための短期対策 

MEPC 72で採択されたIMO GHG削減戦略では，

2030年までの短期削減目標と2050年までの中長期

削減目標が規定されている。 
今回の会合では，短期削減目標である，2030年

までに国際海運全体の輸送効率を2008年比で最低

40%改善することを達成するための対策として，

(1)技術アプローチであるEEXI規制と，(2)運航アプ

ローチである燃費実績（CII, Carbon Intensity 

                                                      
＊1 ばら積貨物船，ガス運搬船（LPG運搬船），タンカー，コンテナ船，一般貨物船，冷凍運搬船，兼用船，Ro-ro貨物船

（自動車運搬船），Ro-Ro貨物船，Ro-Ro旅客船，LNG運搬船，クルーズ客船（ただし，LNG運搬船以外はディーゼル電気推

進，タービン推進等の非従来型推進装置による船舶は除く。また，クルーズ客船は非従来型推進装置を有する船舶のみ適
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Indicator）格付け制度を導入するためのMARPOL
条約 附属書VIの改正が採択された。 
(1) 技術アプローチ（EEXI規制） 

EEXI規制は，就航船に対して新造船と同等

の燃費性能を要求する規制で，EEDI規制と同

様に400 GT以上の国際航海に従事する船舶＊1

に適用される。2023年1月1日以降に行う最初

のIAPP定期的検査（年次，中間又は更新検査）

時までの適合が要求される。 
個船のエネルギー効率指標であるEnergy 

Efficiency Existing Ship Index（EEXI）値を

算出し，船種とサイズによって決定される

EEXI規制値を満足する必要がある。EEXI値
がEEXI規制値を満足できない場合，エンジン

の出力制限や省エネ設備の導入などにより燃費

性能（EEXI）の改善が要求される。 
EEXI値はEEDIと同様の計算式から算出す

る。本船がEEDI規制の適用対象船かつEEDI
値でEEXI規制値を満足する場合には，IEE証

書及びEEDIテクニカルファイルに記載されて

いるEEDI値を本船のEEXI値として採用する

ことができる。 
(2) 運航アプローチ（燃費実績格付け制度） 

燃費実績格付け制度は，燃料消費実績報告制

度（DCS）に基づき収集した燃料消費量及び

航海距離のデータより，毎年の実績値となる

attained CIIを計算し格付け評価を行う制度で

ある。5,000GT以上の国際航海に従事する船舶
＊2について，2023年度からのattained CIIの計

算方法及び報告手順を2022年末までにSEEMP
に記載し，船種ごとに規定される基準線と削減
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格付けの結果，E又は3年連続Dの低評価とな

った場合，CIIの改善計画を作成し主管庁の確
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また，この削減率については，2019年にお

ける船種ごとのCII平均値（リファレンスライ

ン）を基準とし，以下の通り毎年強化される予

定となっている。 

表1 CIIの削減率 

年 削減率 
2023 5％ 
2024 7％ 
2025 9％ 
2026 11％ 

2027 - 2030 未定（継続審議） 

2.1.2 その他のGHG排出削減対策 

(1) 中長期削減対策のためのワークプラン 
今回の会合では，より複雑な検討を要する

GHG排出削減のための中長期対策について統

一的なスケジュールで円滑に検討作業を進める

ため，3つのフェーズにわけて作業を行うこと

を記載したワークプランに合意した。今後は中

長期対策について，本ワークプランに従って審

議が進められることになる。 

表2 ワークプラン 

フェーズ 作業内容 期間 

I 具体的な対策案を各国が
検討し，IMOに提案 2021-2022 

II 検討すべき提案を選別

し，優先順位付け 2022-2023 

III 優先順位の高い提案から

制度の具体化を検討 2023- 

(2) IMO研究開発ファンド 
MEPC 75にて提案されていた低・脱炭素技

術の研究開発を促進するためのIMO研究開発

フ ァ ン ド （ IMRF, International Maritime 
Research Fund）については，次回MEPC 77
にて継続審議を行うことが合意された。 

2.1.3 EEDI規制における最低推進出力要件 

エネルギー効率設計指標（EEDI）では主機関の

出力を小さく抑えることで容易に改善できるものの，

荒天下における操船性を維持する必要があることか

ら，MEPC 65において暫定の最低推進出力ガイド

ライン（MEPC.232（65））が策定された。さらに

MEPC 71において，暫定ガイドラインの適用期間

をEEDI規制のフェーズ2まで延長することが合意

されていた。 
EEDI規制のフェーズ3の開始が迫る中，最低推

進出力ガイドラインの最終化が急務となっていたが，

今回の会合において， SHOPERA （欧州）と

JASNAOE（日本）により策定されたガイドライン

案（MEPC 71において提案）の内容を全面的に取

り入れた最低推進出力ガイドラインの改正案が承認

された。 
また，EEDI規制と最低推進出力要件の両方を満

足するための手段として，通常航海時に機関出力を

制限し，非常時（荒天時など）は出力制限を解除す

ることを認める手法（出力制限・非常用出力）が提

案されているが，MEPC 77までに当該手法に関す

るガイドラインを整備することが合意されている。 
2.2 その他の審議（水中騒音対策） 

クジラやイルカなどの海棲哺乳類が座礁する事案

が多数報告されたことから，船舶から発生する水中

騒音の海洋生物への影響について関心が高まり，

2014年に開催されたMEPC 66では，商船からの水

中 騒 音 低 減 の た め の 非 強 制 ガ イ ド ラ イ ン

（MEPC.1/Circ.833）が採択された。 
今回の会合では，当該ガイドラインについて必要

な対策と実行性などの観点から見直しを行うべきと

の提案があり，船舶設計・建造小委員会（SDC）

にて現行ガイドラインの見直し作業を行うことが合

意された。 
2.3 採択された強制要件 

MEPC 76で採択された主要な強制要件は以下の

通り。 
(1) 短期的GHG削減対策 

先述の通り，IMO GHG削減戦略で掲げてい

る短期削減目標（2030 年までに国際海運全体

の輸送効率を2008年比で最低40％改善）を達

成するための対策として，就航船に対する燃費

規制（EEXI）及び燃費実績（CII）格付け制

度の導入を含むMARPOL条約 附属書VIの全

面改正が採択された。 
(2) 北極海域における重質燃料油の使用規制 

北極海において重質燃料油を船上で使用する

こと，及び重質燃料油を使用する目的で船上に

保持することを禁止するMARPOL条約 附属書

Iの改正が採択された。当該規制は2024年7月1
日より適用開始となるが，燃料油タンク保護に

関する同附属書の第12A規則（又はPolar Code
のII-A章1.2.1項）に適合している場合には，

2029年7月1日より適用開始となる。なお，貨

物として重質油を輸送することは認められてい

る。 
(3) UNSPバージへのMARPOL条約要件の適用 

MARPOL条約 附属書I，附属書IV，及び附

属書VIの一部要件について，無人非自航
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（UNSP）バージを非対象とする改正が採択さ

れた。 
(4) AFS条約における新規禁止物質の追加 

新たに有害性が確認されたシブトリンを禁止

物質に加えるためのAFS条約の改正が採択さ

れた。なお，就航船については，最外層に塗布

されている塗料にシブトリンが含まれていない

場合，塗料除去などの対応は不要である。 
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また，この削減率については，2019年にお

ける船種ごとのCII平均値（リファレンスライ

ン）を基準とし，以下の通り毎年強化される予

定となっている。 

表1 CIIの削減率 

年 削減率 
2023 5％ 
2024 7％ 
2025 9％ 
2026 11％ 

2027 - 2030 未定（継続審議） 

2.1.2 その他のGHG排出削減対策 
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を記載したワークプランに合意した。今後は中
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議が進められることになる。 
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(2) IMO研究開発ファンド 
MEPC 75にて提案されていた低・脱炭素技

術の研究開発を促進するためのIMO研究開発
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Research Fund）については，次回MEPC 77
にて継続審議を行うことが合意された。 
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のII-A章1.2.1項）に適合している場合には，
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物として重質油を輸送することは認められてい
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